




この報告書は､日本住宅公EBよb委託 を うけ､昭和 4 7年 3月以降 2次にわたって研究をす ､め

てきた港北 二-- タウンの中心地区経営に関す る研究結果 を とbま とめた ものであるO

港北 二ユータウンは､最終定 着人口 30万人を 目標に､日本住宅公団が中核 となって建設 をす ゝ

めている住宅都 市で ある｡ その開発手法 としては区画室 理事業方式が とられているが､港北 二一一

クウ/の場合には他の大規模区画整理事業 とはい くつかの きわ立 った差異がみ られる｡

この研究対 象である中心地区についてその差異 を整理すると､まず､通常は保留地でま とめる中

心地区 について も地権者に換地する ことが考え られてお れ その両統 も中心地区約 54haの 3割近

くに達す ることであるO 第 2に･中心地区 には 3本の鉄道が通る計画が あ9､中心駅が東京､横浜､

川崎に赴 くための一大 ター ミナ ル になる可能性がある. このため､中心地区 に換地 を受けた地権者

の期待 利益 は莫大 な ものである｡

第 3に､中心地区が谷 をはさん で南北 2つの地区 に分断 されて L̂ることがあげ られる｡

これ らの特性 をふまえて中心地区 を計画的且つ一体的 に開発 してゆ くためには､ -ー トの建 設面

の=夫 と併行 して,地主 である地元 民が平等 に参加 で きる中心地区経営 の y ステムをつ く17上げ なけ

れば な らない｡ 本研究の テーマは･ この地元参加 の仕組 み とその実行方法を多角的 にとらえ ること

である｡

この研究は昭和 47年 3月か ら7月までの一次調査 と昭和 47年 12月か ら昭和 48年 4月 ま

での 2次調査 にわけてす ゝめたo 第 1次調査 では､港北 二一-タウンの中心地区の施 設容玉 を予測

し､ これ を運営 する地元参加の経営 yステムをい くつかの 7'ロトタイプで示 した｡ そ して第 2次調

重では.7'ロ トタイ プの うち住宅公EZ]の選択 した 2つの タイプ(地元共同型 と二段 ロケッ ト型 )につ

いてその実行 可能性､実行のステップ.それに予想される経済的､法的 な問題 を整理 した うえ両 タイ

プをす ゝめる場 合の長期収支 を種 々の条件 の もとで試算 した｡ 結果的 には今後解決すべ き課 題が あ

れ 手続的にさ らにつめ るべ き点 も数 多 く残 さ ざるをえなか ったが､地元参加体制に一つの方向が

与え られたの ではないか と考 えている｡

今後住宅公臥 地 方自治体それに地元民との間で実行体制づ くDがす ゝめ られることゝなろ うが､

研究を通 してえ られた実感は､伺 上bもまず多数 の地元 民の コソセ/サスを得 る必要 があるとい う

ことであD､ また･出来 るだけ単純 を仕組み と手続 を考えねばな らない とい うことである｡ この研

究結果が実行体制づ くDのために一役 を買える こと ゝなれば研究者 と して望外の幸 であ る｡

末尾になったが､ この研究 をす ゝめるにあた って日本 住宅公団の宅地 企画部 な らびに港 北開発事

務所の方 々が調査委 員会 を組成され､研究のあらゆる面にわたって助言 を与えて下さ ったことに謝

意を表 したい｡ また､ この研究 に直接 と支援 をいただいた東京=業大学 の石原舞介教授 に紙 面を も

って御礼申 し上げたい｡
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部 土地区画整理事業VCおける港北二ユータウンの中心地区の開発経営形態 と

地元参加のあ9万

<中心地区の計 画>

住宅公団が住 宅建設 呑 伴 う 都市づ くDを行 な う場合は､そ の手法が新住宅市街地造成事業 であ

合は もとエ9土地区 画整理事業を行なう場 合であって も開発地区 内に中心 地区 を計画 してい る○

.れは新 しい衝 が住宅都市である場合 も欧米型の ニ-- タウンに近 い場合に も変 りはをい○

新 たな居住者の日常 の食品､雑貨程度の需要については､それぞ れの住区内の併用 店舗 あるいは

貢塵の自然発生店舗 で も需要は充たされ得 るO しか し居住者 に一定規模以上 の水準 の都市サー ビス

･与えるためには､住区単位の学校 ､幼稚園等の教 育施設､保 育所 ､診療所､保険所 ､郵便局､督

指 派出所 とい った社会施設 や前述 の近隣性商業施設 とは別に､ よb広域的 な病 院､役所､青少年

クー等の社会施設､図書館､文化会館､郷土館等の文 化施設､ デノ,'- ト､ ス~ノし マ~ ケット､

門店等の都心性 商業施設 も日常生活に欠 く こ とので きない利便施設であるO これ らの うち商業魔

については､その所有 と経営 が民間人である個人や営利法人であD､施設の収益性が高L-ため従

公益的 施設 の中に含めて考 えC,れ ないことが多いo

それでは事業施行者は これ らの商業施設用地に対 し､ 無関心 で何 らの配慮 もしないか とLnうと決

てそ うではない｡

もし､土地区画整理事某が多 くの民有換地 を生 み出 し､ これ らの民有地に全 く任意的 を商業 施設

発生 を待つ とすれば､その出現は極めて遅いで あろ うし､ ,'ラバラに店舗が建設 されれば､免税

効果 も期待 し得ず､業種 の偏向 も当然予想され､住民に とって･充足性､利便性の低い商業施設

となる可能性 が強 いD

そのため事業 施行者 は土地 利用計画上 ､商英施設用地 を計 画 し･道路･鉄道等の設計 ､誘致等に

別の配慮 を し立地条件 を よbす ぐれ た ものに整 備す ることになるo

この よ うに して､中JLI地区 を設け ､他 の諸 施設 と合わせ ､集積の効果 を生み出 し､商的開発利益

中化を図 カ､企業 を誘致 した D､自 ら商業活動を営んだ bす ることも都市づ くDを 目論む事業

者 に とって必要 となって くるo

<中心地区の用 地>

さて､ この ような中心地区 の用地 をどの ように手当す るかは事業施行者に とって重要 な課鰻であ

0

高庇寺 ニュ- メ_ウノの場 合は事業施行者である住宅 公団カミ飛換地 な行 Ln､保留地 と合わせて中心

区の用地は全て公団の所有地 とした. この ような手法は､後 の用地処分計画等に とって最 も好都

で ある｡公団以外の地主 が中心地 区の土地 を換地 と して受けた場合には､ 自ら事業 を営 む場合を

けば､企業 とか個人に用地 を時価 で売却す ることになるが､収益還元価格 と時価 との差は､企業

3 -



経営 に対 し､過大を用 地費負担 を強 い るため､商品価格 や サー ビスに悪 影強 を及ぼ し･結 局 は住民

の負担 となる｡極端 を場合に は､事業経営が地価負 担 に耐え きれず､高地価 の土 地 が長期 間空地 と

して残 され る ことになる｡そ こまで行 かな くとも､収 益性 の高い特電業種 のみが存立 し得 る とい っ

た偏向が起 こDが ちである. この ような幣 等を よi)少 な くす るためには､公Eg]の 上うな公的機 関が

中心地区 の用地 を 上D多 く取得 して適 正75:価格 で企業 や店舗経営 者 に譲渡 をした D､土地所 有者 が

自 ら ト- クルな認識の下で ブー ル計算 を行 なって､営業活動 (直接経 営や テナン トを求 める ')-メ

業 )を行 なってゆ く速 が考 え られ るo

後者 の発想 は ､土地保有 を基礎 とす る地元会社構想- と連が る｡ これについて は､後 に詳細 な検

討 を加 え ること とするo

< 毒重設計 面>

次 に､中心地区 の施設 の建 設 について は､土地区画整 理区 域では人口定 着 が緩慢 で あ D､建 設時

期 の タイ ミ/クが難 しho初期 に あって も商業 施設 の公益性 を論ず る立場か らは､一定規模 の施設

は例え ､採算が とれ な くて も必要 である し､人 口定 着の速度 を速 め るための起爆剤 と しての先行投

資 も必要 で ある｡建 設 について一 元化 は必 ず しも要請 され ないが ､総体 としてま とま bの ある中心

地区 を建設す るためには､全体計 画が必 要 であ りこの実現 のために何 らかの調整 機能 を果 たす機関

が必 要 とな る｡

この問題 については､建設 主体 を整 理 して､開 発主体 と して組放化す る方向で検討 す る こととし

たい｡

< 住民参加>

港北 ニ ュー クウ/建設計画 では ､中心 地区 の開発軽 首 に対 して も､飛鳥田 方式 で ある住民参加 を

強 く要 請 してLr>る｡ 住民参加は衝 づ くDの本 姿 で ある とい う理念の他に も開発利益 の地元還元 ､利

益 配分 の公平 を図 る とい う観 点か らも､また､職業 転換 の手 段を求 める地主 か らも一様 に主 張 され

てい るがそれ らの内容や ニュア ンスは必 ず しも同 じではなV,O この点 について若干の考 察 を加 える

中で住民参加 の形態 について検討 な加え るつ もDであるD
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1葦 地 元参 加の諸 形 感 と実 例

第1節 割 ヒ地区における農業 の崩壊の 実態

旧港北区 (港北区､緑区 )に卦いては､昭和 38年 4月には世帯約 50千世帯でその うち農

家世帯は約 55千世帯 であれ 住民の約 11%が皮業就業世帯 に属 してかD､耕作面積は水田

約 1,836-クタール､畑 約 2,978-ク メール､合計約 4-814-ククールであ れ 営業 規

模は､故地は戸当 b約 0･76- クク-ル程度であった.なかで も飼発計画地区はその 90%以

上が水田､畑 および山林 とい った典型的75=彪村集落地 であったO

地区 の位置は ､東京都心か ら約 23k血､横浜駅か ら約 10kmとい う都市近郊地帯 であ D､農

業形態 も稲作 中心農業 でな く､ 菜栽培や花等･果樹果 樹等の栽培 を行 な うとい った商品作物

を生産する都市近郊農家が主流を 占めていたO

地勢は水田耕作の可能 な土地は少 を く､わずか に早測 川沿い と丘陵の谷戸部分の約 270-

ククー ル程度 であ D､耕作地の大 半は感やかな丘 の中腹の斜面や頂上 を開墾 した畑地が多 く農作

物 としては､ トマ ト､キ ーウリ､ナス､スイカ､ I/ロウリ等の夏野菜 や大根､ごぼ う､にん じ

ん､キャベ y､白菜､ じゃがい も､さつまい も等の商品作物が多 く作 られていたO

都市近郊地帯 の例 に もれず､本地区 に も､都市噂の急激 な膨張 に伴い･住宅地化 の波が押 し

寄せ､山林 ､畑地 が宅地へ と姿を変え､サ ラ1)-マ/階層 の入植 と共 に･水田の水 も､家庭の

雑排水､汚水に汚濁 され ､次第VC農業環境 も悪 化 してきたo

こ うした情勢の中で､昭和 41年 4月民間 デベロッノく-の東急が田園都市の布設に伴 をLn港

北地区の隣接地に､多摩田園都市の埋設 を始め ると中小 の不動産業者 も､こぞ って農地､ 山林の

宅地化 に奔走 し始めた｡

新民法の施行 に 上D､戸主 を中心 と した家族制度が 萌壊 し､相続 も一括 相続 (新 民法上 は､

他の†日航 人の放棄が必要で あるo )が稀 となり･ これまで生産財 としてのみ考 え られ てきた農地

や山林が可処分 財産 として､交換価値 を念頭に分割 相続 される ことが 多 くなってきているO

この ように相続 された農地については､宅地化の見込 みに 上る農地価格の騰 貴に より営農意

欲 は一層減退 し､それでなくても､高度成長 を続け る経 済情勢の中 で生産性が伸び悩む農業は

危機 を迎 えている｡ 相続 に よって細分化され た農地を もって従来の経営 方式 では充分の年収 を

期待で き夜 くな D､兼業化- と進むか､積極 的に経営の合理化 を図 D､高級西洋野菜や花 奔･

植木栽培 ､重箱､養豚- と転ず るケースが多 くなれ これ らの設備投資や兼業資金 を得 るため

更に土 地 の一部奇手 離す例が 多 くなって きてい る｡

この他土地の一部 を手雌す動機 や理由 としては､近郊都市の一般的 な例に違わず(i)相続 税を

支払 うため (ロ)家屋の修集の ため (/す文化生活 を営 むた め (I)子女の結婚資金､学資金のため

等 は一般的事由で あD､また後継者不足等か ら虚業 の経営規模 を頗/｣＼ない しは簾業す るため､

保有地の大部 分を処理する例 も見 られる｡変った事例 としては､遠隔地に農地を 買入す る資金

を得 るために山林や農地 を手離す例 もある0
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更 に本地区 では､第 三京浜道路､東名京速 道路の新設や鶴見川､早 軌 ll等の河川改修､土地

区画整理 とい った公共事業 の施行 に伴なV,､保有地 を事業施行 者に売却処分す る量は非常に多

lハo

なかで も日本住宅公団施行 の土地区画整理事業の先行 買収面積は約 360-ク クールに及 び

施行地区 の約 40%を占める｡

この よ うに､多種多様の動機 ､理由に エb手離され た山林や農地は,公共事業の場合を除い

て多 くは､中小 の不動産業者 の手 に委ね られ ､30坪 か ら50坪の住宅地 として更地のまま､

或は､建 売住宅地 としてサ ラリー マン階層 に切 b売 17されるか工場用地 として200坪か ら

500坪単位で売 られてゆ く｡

この ような環境の変化の もとでは､農業 の継続は ます ます困難になり､負業 の萌簾は加速度 を

帯びてゆき､過渡的時限的幾業 をどの よ うに行 なってゆ くか とい うことが重大 な課題 として取

b上げ られてきてい る｡

また､港北地区に おいて も､新都市計画法の施行 を受けて､全域が都 市計画地域の決定 (昭和

44年 5月 14日建設省告示第 1963号 )がなされ市街化区域 と市街化調整区域に分け られ

た｡港北､緑両区の約 2割 に当る約 2530-ク クールについて､横浜市の 6大事業の一つ と

して､港北 ニ 1- タウ ン建設計画が明 らかにされ た｡唾設計面区域の うち市街化区域の大部分

は前述 の日本住宅公Ej]施行の土地区画整理事業の施行地区 に含まれ ､事業が完成すると農地､

山林等は全て宅地見込地 となる｡また良美継続希望者のために単なる過渡的､時限 的由美でな く､

税極的に都市農業 の指導､育成 を図 13､港北 ニ1- クウ/建設区域の市債化調整区域の中に

｢盛業専用地区 ｣を計画 し土地改 良事業を施行す る傍 ら､土地交換 をあっせん し､希望者 を集

め営盟指導を行 なっている0

第 2節 地元の共同参加志向

1. 市民参加 の額づ くb

港北 ニ ュークウ/計画は､昭和 42年横浜市の 6大事業の一つ として､市営 高速鉄道建設

計画 (これ も6大事業 の一つ として計画されたO )と対 になった ものとして､横浜市か ら地

元民 に向 って提案 され､市 と日本 住宅公 団が協力 して地元説得に当 D､約 40部落につ き数

慶づつ説明会 を美 堀 した｡

計画は ｢乱開発の防止 ｣､ ｢都市農業の確立 ｣､ ｢市 民参加 の衝づ くり｣をニュークウ/

建 設の理念 として説明され､計 画区域の約 半分 を占め､ ニュー クウ/の骨子 をなす部分は､

日本住宅公団施行の土地区 画整理事業 を実施す ることとなD､その前提条件は沢の とお Dで

あ ったQ

(1) 日本住宅公 団は､先行 買収 に エb地主 の保有地の 50%を取得す る｡

(2) 合算減歩妾は､平均 35%とす る｡
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､

で

これに対 し､地元地権者は､開発後手 元 に残 る土地 が 32･5%では協力に応 じ られ ない とい

ぅことで､先行 買収塞が 40% まで引 き下げ られたo このよ うな状況 の下 で･飛 鳥田市長 自 ら

先頭 に立 って､住民の意思 を反 映させ る方向で計 画は着手 され た0

2 港北 二 l一 ダウ /開発対 策協議 会

事業 の着手が決 まると､用地買収 や計 画の詳細 について ･横 浜市 ･日本住宅 公臥 地元地権

者 の三者が協議す る場 合の地元組 織 と して､横浜市 の指導 に 上り港 北ニ 1- タウン開 発促 進 協

議会 を結成す る こととな った｡

発 足は､昭和 42年 6月 15日 中川/J＼学校 に おい て中川村･山内村 ･都 田村 ､都田村 の四

地区 の常任委 員長 4名 を中心 として､約 150名 が集 ま れ オ ブザーバー と して横 浜市か らは

飛鳥 田市長 を始 め各 局長､市職 員､住宅公 E]か らは首都圏宅地頻発太部長 を始め職員若干 名 が

出席 して結成式 が行75:われたo

この席において地元の-地 権者 か ら｢我 々は無条件 に開発 を促進 す る ことに協 力す るた めに

集 うの では な く､我 々の権 利を守 bなが ら･ よbよい街づ くDを行 な って ゆ くのだo ｣とい う

趣 旨が述べ られ名 称 も､ ｢港北 ニ 1- クウ /開発対策協議 会 ｣と改 め･専 門委員会 と して･用

地対 策委 員会 (のち事業対 策委員会 に変更 )生活対策委 員会･農業 委員会が設 け られ ･委 員

150名 が選 出 され､以後 の計画 や負担金 問題等 に積極 的に取 b組 み･住宅公Ej]や横 浜市 に意

見 を述 べる地元 の母体 となったのである○ また･他 方､数 多 くの地元権者 の意見 をまとめ たb･

開発計 画そ の他 の 事柄 の連絡 を行 うとい った役割 を も果す こと とな った0

3 ポ .)セ /クー -/ステム- の執着

港北 ニ 1- クウ/の言十画 立案作美 は昭和 42年 に始 査 91/10.000の /てィロ ットラ " 'が変貌

を繰 b返 しなが らい くつか検討 されたo 鉄 道や街路 の 線臥 中心地区 の と9万等 で種 々考 え ら

れ るが､類型的 には ワンセンター型 (単 一中心地 区型､中心街 を開発地区 の 1箇所 に集 中させ ･

全体 として一個 の ま とま Dの ある街 )か ポ .)センター型 (多核 中心 地区 乱 数 地区が各 々中心

街 を持 ち､ それぞれ の地区 が一 応の i とま Dを持 ち･同種 の街 が併存 す る街集団 )を指 向す る

かで熱 烈な議 論 がたたかわされたo

ヮ/セ/クー型の街 では､機 能的 にも､街の格 か らもす ぐれ たものが建設 し得 るで あろ うが･

開発利益 の集積 が 中心 地区に集中す るため､土地区 画整理 事業 を行 な う中で作 b上げ るブ ラ/

と しては､機会均等､利益配分の平等 とい う要請 か ら､実現 は非 常 に困難で ある とされ る ○殊

に､中心地 区 に現在土地 を所有 する者が ､原地換 地 を受 け る場合に･不 当 夜利 益 菅享 受 しな

いか とい う懸念 か ら､ ワ/セ/クー塾に対 しては･反感が 強 く･その点 では比較的利便性 が平

等にな るとい うことで､ポ リセ ンクー型 を主 張す る者が ･少 なくなか ったo ところが横 浜市 と

しては ､港北 ニ 1- タウンを単 なる住宅都 市 としてでは な く･横 浜の北部 副都心 として計 画す

る意向が あ D､ 事業 に対 して ･ この ニ 1- タウン計 画地区 に集中投資 を行 な う上 でも･投資効

茎のす ぐれた ワ/センター型 を希 望 し､また事業 施行 者で ある公地 の ブ ラ/ナーは･昭和 4 4
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年それまでの横浜市 の鉄道計画 (横浜市営高速 3号線､ 4号線 )に加えて､新たに東京方面か

ら通勤高速新線の計 画が顕在化す ると､ リー ジョナルセ/クーの成立の可能性 に対す る危倶 も

な くなD､オー ルクナチイブブランの うち､ ワンセンター型の ブランが支持 を集 め､街路 もセ

/クー集中型に計画され､広域的な自動車型の リー ジョナルセ /クー としての設計が組 まれ て

い った｡ こ うした構想は､ ｢交通計画 を主体 としたノ,'ィロ ットブラ/の検討 ｣において も提案

され､関係機関の賛同を得て ワンセンター yステムのノミイ ロットブランが決定 されたo地元で

は､若干の不安 とため らいを残 しなが らも中心地区は稀 々現在そ こに土地を所有する者達の み

の もの でな く､開発地区全体の ものであるとい う了解の もとに､納 得 して､その後 の 1/2500

の基本設言十を進 める ことに希望 を託 した0

4 生 活 対 策 一 転 業 - の 取 b組 み

計画は着実 に進展 し､基 本設計 も 1/2500設計図､ レ/1000設計 図の製作過程になると･ほ

ぼ計 画の全紙ド明 らかにな9､地元 住民に とって も､現実感 を伴なった開発-の夢 と､事業経過

時 お よびその後の生活へ の不安等が織 b混b改 めて街づ くDの主体 としての立場 を再認徹 し始

めてレ､る○

公 団への土地売 b渡 しか ら､ 3､ 4年 を経て､その土地代 金 を多 くの場合は､家屋 の新改 築

耐久消費財等の購入のほか ､日常生計費 に充当 し､残 少少な く在ってい るに もかかわ らず ･農

地の半分近 くを売却 し生活の基 盤を失 な って､極端な場 合には山林等の土 地を再び売却す る例

も見 られ､生活再建 (実際はさほ ど緊迫 した ものでな く､ ゆとDのある 一転業 Pとい った方那

ェD相応 しく思 われる｡ )につ いて真剣に取 b組 も うとの意欲 が感 じられる0 2 3年 か ら長

ければ 4･5年 とい う造成工事のための仮住居での生 活期間は従来 の生 産活動か らは全 く疎外

され る訳 で､生言十の途 とは別の意味で住民の生 活感覚に対す る配慮か らも勤労生 活の機会 を模

索す る ことに無関心 ではい られない｡ これは事業完 了後 もある程度 は言える ことであ D､皮業

の場を失 な った地権者達 に､勤労の場 を与 える必要が ある｡ このため関係者達は職場の可能性

として､まず､中心地区 を考える ようになっているO この地区に進 出するで あろ う企業は膨大

な従業員数の収容能 力を持つ ことが計算 される し､地権者 自ら事業経営 を始 める余地は十分 に

ある｡ この段階 にかいて､個別 店舗が勝手気 ままに営 業 を始め るならば､周辺わずかの住人を

対象 とする魅力の低い商店街 よb成立 し得 ない ことは誰 もが考えて お9､計画的 な開発 をめ ざ

して地元会社を創ろうとし1う開発会社構想が地元か らも提案されてい るが､具体 的内容 は未 だ検

討 されていない｡前述 の港北 ニュー タウン開発対策協議会の中で も､議題 として何度か取 b上

げ られ､専門 の研究会が組致され､生活再建問題 とい うテー マの中で と bわけ中心地区の開発

経営 の問題が クロー ズア ップして くることは疑いをい. なお個 人の地権者 の､ セ/クー経営 -

の参加意識は今回は調査不備 のため定量的把握はされてい ないが類別す ると次の四つの態様に

分け られ る｡

① 莫然 とした心情的共有意 識に とどせる 郷土意識に近い ものである0
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④ 開発計画の中で･一部の人が原地換地に Lb利益 を受け ることに反論 を唱え･ 自ら もセ

/クー用地の所有 に参加す る ことを望む (CxXに出資 して配当を期待す る)ct

㊥ 生活対 策の手段 として､労務提供 を望むo

④ 生活対策の手 段 として･事業経営 を望む (CXXの経営 参加､店舗経営等 )o

これ らの参加意識は､それ程純化されているものでな く･い くつかを兼ねている場 合もあれ

iた本人が 自覚 してい覆い場合す らあると言え 上うO

住民の意識調査 を行 な うことは､重 要な意味があるが充分 なPR活動を行 なった上 で･意識

の醸成 を行 なった上 で調査 を行 な うのでなければ､有効 な結果は得 られ ないであろ う0

3節 地 元 の参 加形態 の分 類

地元民の参加形態は当該地域 の地域属性 に加えて個 々人の属性 (本人の能 力､性格 ･取得技

能 ､家 族構成 ､資金 力､手許土地､親戚､知人の協 力 )の達vlに 上b異浸るので･ ここでは､

まず一般的に地元民 の参加形憩 として可能 な分野 を整理す るための分類基準 を示 してかきたいO

そ こで ①参加手段 に よる分類 ④保有土地の利用形 態に よる分類 ⑨単独参加か共 同参加

か に よる分 類 ④参加立地 による分類 ⑤参加業種 に よる分類 ⑥経営形態に よる

分類 ⑦ センター会社 との関連に よる分類

の7つの基準 に分類 し､順 に説 明を加えてい くo

①の参加手段に上る分類 とは､資本 で参加す るか､労務 で参加す るか､経営 で参加す るか とい

ぅことで ある｡例えば セ/メ-会社 との関連で把えるな ら､地元民が株主 として参加す るか･

セ /グー会社の社員 として就職す るか､ま71は地元会社 をつ くって経営者 として参加す るかと

い うことである｡ その参加形態の ちが いに よbその対価 も､配当､給料 ､利潤 とに分かれ て

くる｡

④ の保有 土地の利用形 態に よる分類 とは 土地の売却 ･出資･賃貸･交換･ 自己利用に よる分

担である｡ センター会社 との関連 で把え るな ら･地 元民が セ /クー会社-土地 を売却す るか､

現物出較す るか､賃貸す るか､代替地 と交瑛 するとか､ セ /クーの施設 と交換す るか､又は

を構え た b事業 を経営 した bす ることであ D､共同参加 とは･地元民の共同経営 か･進 出企

業 との共同経営 か とい うことであるo

④ の参加立地に よる分類 とは､ セ ンタ-地区で参加す るか､近隣地区 で参加す るか､住宅地で

参加す るか､その他 (農業専用 地区等 )で参加するか とい うことであるO セ/クー地区･近

隣地区への参加 とは主 と して商業 サー ビス方面 での参加 であれ 住宅地での参加 とは 7/ミー

ト経営 とか土地分譲 での参刀口､その他での参加 とは､農業 ､ ク1)-/産業 方面 での参加 とい

うことに在る｡
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⑤の参加業種 に 上る分類 とは (イ)農業 ､ ク .)- /産業 (ロ)土地建物 賃貸業 (7ノミ- ト､貸 倉庫

貸農 園､駐車場 ､ ポー 1)/タ､ ガ ソ1)ンス ク/ ドetc) (.う小 売業 (生 鮮三晶 ､米屋 ､洋服

店､雑 貨屋､ パ /屋 ､花屋 etc) (=)飲食業 (契茶､そば､ す し､飲食店､居 酒屋 etc)

的 サ- ビス業 (理髪 ､ ク リーニ ング､新開 ､牛乳､配達 etc) H 卸 売業 (戯 産物 ､造園等

の卸､食料品等の卸 etc) 川 レジャー業 (ポー リング､ ノ,'チ ンコ屋 etc)等､地元民が参

加 しやすい幸美 と姓何か とLnうことである.

(参の経営形 態に 上る分 類 とは､(Jf)生業的 商店 (ロ)フランチ ャイズ､ ボ ラ/クー)一店 卜)専 門店

巨)大 型店 (スーパー等 ) 的地元民共同または進 出企業共同 に 上る事業会社 (共同 で造園会社

とか虚業 関連事業会社 を設立す る とか､共 同で セ ンター会社 を設立す るとか )等忙 よる分 類

である｡

⑦の セ ンター会社 との関連 に 上る分 類 とは､ まず センター会社 に参加す るか しないかのほか

(1)セ/クー会 社- の直接参加か 間接 参加か､(ロ)参加 範囲が部分的か全体的 か 卜)地元民の セ

ノ クー会社- の参加の機 会がオ1 7'/か ク ロ ー ズか とV,った分 類になるo (衰 1- 1 )

以上 ､簡単に地元参加 ノてター ンの分 類基 盤 に触れたが､ 二 ユー クウ/の形成 に 上る近代 的都市

社会の中 で地元民が進出す る大企業等 と伍 して生 活再 哩 を進 めるのは並 大抵 の ことでは なV,｡

ニュー クウ/の居住者 は大都市依存型の サ ラ リー マ ンで あD､その需 要 はす ぐれて近代 的都 会

的 センスの あふれ た ものであb､さ らVCは大型 スー ′く一 等の新 しい商的流通 の動向を考え 合わせ

主 と､地元 民は析極的 忙外部専門舌巨力を活用 し､ プラ/チャイズ ･ポラ ンク,)-チ エ- ン店 を展開

す る とか､地元 民の唯一 の強 み である保有土地 を最大限有効 に活用 す る手 投を詐ず る必要が あろ

うo
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第･4節 多摩こい タウン､千里-ユークウ/の転業実例

1 多摩ニ ュー タウン

多摩 ニ }-タウンの 日本住宅公 団施行区域の生活再建対 象者 480人の約 3分 の 1に あた

る 155人を対象 とした 7/ケー ト調査 結果か ら地元民の生活再等意識の実態をみてみたいo

〔多摩ニ ユー クウ/生活再建対 策調査研究 (昭和 46年 5月､日本住宅公団南多摩開発局 )〕

① 今後 の展 望 として盛業 をど うして も続けたい (42% )､一部に しろ農業 を続 けたい

(202% )､農業 を続 けたいが で きないので しか たがない (427% )と農業 に志 向 し

ている人は 67% あb農業か ら完全に離れ るつ もbは少 な く(259% )幾業- の執 着は

か夜i)強 い｡

④ 転業希望別内訳 は商業 84人､就職 27人･虚業 24人･事業 19人､不明 3人で小規

模な店舗経営 を行 なってみ たい と思 ってい る人が圧倒的に多いo

④ 希望業種 では酒店 15人･飲食店 L/ス トラン14人､八百屋 青果業 15人･花挿木

10人､菓子店 10人､書店及び文具店 10人 と続 いてい るo

④ 業 種 選 定 の 動 機 で は 素 人 で もで き や す Ln 1 4人 ･ 生 産 に 従 事 して い た

11人､経験がある 11人､知人がやってL̂ る9人､安定 している 9人･資格が ある 5人･

知人のすすめ 4人 と続 いてい るo経験が ある (11人 )生産に従 事 していた (11人 )餐

格がある (5人 )の合計 27人が 自分の経験 ･接触 か ら安定 してお り知人がや ってい る

(9人 )知 人のすすめ (4人 )と合計 13人が知人等の外部の情報提供 に 上り業種 を選定

してい る｡ (鎮料柄 11 1- 3参照 )

2 千里ニ ュータウン

千里- i- タウンについては事業がほ とん ど完 了 してお り対 象住民の生活再建措 置 もほと

ん どが済ん でL̂る q大阪府の千 里二1- タウンの建設 Nに よると･

① 転業事例 (立地 )として診療所 1件･店舗付住宅 57件 ､ マー ケット48件･公衆浴場

6件､宅地 306件 となってい るo

㊤ 優先分譲権利要望 では住宅用地 193件 ､菓子バ /23件 ､たば こ書籍 12件 ･薬 局､

化粧品 8件 ､洋服雑貨 6件等が多 く合計 307件の うち275件 がす でに処理済 となって

いる｡ また 47人が就職 しておbうち千里開発事業関係 が半数以上 となってい るo

⑨ 店舗の規模は店舗付住宅 で売場面積 507T硝 後､ マ- ケットで 20"梢 後 であるO

(資料 編 1- 4参照 )



第 2章 中心地区の開発経営形態を考察するにあたっての基礎条件の整理

第 1節 中心地区の質の確保

中心地区 は､人 口 30万人を抱える港北ニ-- クウ/の心臓部分 として､公共,公益的施設や商

業業務施設の集積地点 であb･鉄道､パス等の交通網の結節点 として､周辺市借地 と連環する

二ュ-クウ/の表玄関で もある｡

中心地区は ①行 政サー ビスを受け る場 ㊤社会文化活動に接触す る場 ④ ッヨッビングの

場 ④ 人々の出合いの場 ㊥娯楽 の場 ⑥交通機関利用の場 として複合的機能が発揮 され るペ

く関連施設が整備 され 住民の利便性 ､ 7 メ二テ ィーの高揚の場であるO さ らに港北 ニュー タウ

ンの場合､中心地区はニユー クウ/居住者の関連利便施設 が満たされれば よい とLnった ニュー

クウ/内での自足性 に とどせ らず､横浜副都心 として､旧港北区､鶴見区の一部 を加 えた横浜

北部 の中心拠点 として､母都市横浜市の機能 を一部分担す る広域的都市機能の集中地区 で もあ

るO従 って広域的都市機能 を果すため港北 二 ユー タウンの中心地区はかをb余裕 をもって言十画

設計 され る必要があD､削ヒ両地区の クウ/セ ンターの54 ha と､その他の セ/クー地区 (釈

前 セ/クー 4ヶ所 ､道隣 セ/クー 6ヶ所 )の 2 1ha の合計 75 ha が予定 されて いる｡

中心地区は平均 35%が道路､駅前広場､ ペデス トリアンデッキ等の公共用地に充当され､

残 Dの 75%が宅地 として行政管理施設､社会福祉施設､医療施設 ､商業業務施設等の施設用

地に充当され る計画であるO さ らに中心地区の施設内容 をみ る と

① 横浜北部 の行政地区と して郵便局､電話 局､警察署 ､消防署等のほかに国､県 ､市の行

政関連施設がま とま って行政 センターを構成 し､母都市横浜市の機能分担を図ること｡

④ 横浜市 を含む大都市に不足 している公共施設 ､文化厚 生施設 について市内 でもモデル的

な水準 を備 え るべ く集中的 に整備す る｡ 例えば､社会福祉施設 としての老人福祉 セ/クー､

図書館､柔術館､博物館等を含ん だ市民文化 セ/メ-､地区公民館､児童 少年飴等 々であ

る｡

④ 横 浜都心 (横浜駅 西口､伊勢佐木町 )に対抗 しうる横 浜副都心 と して､デノ,'- ト､大型

スーノく一専 門店､′ト売店､飲食店等商業 サー ビス施設の集積 を図 D､魅力ある繁華街を形成

す る｡

④ スポー ツ､意Lnの場 として センター周辺部に 中央公園 やスポー ツセンj- (プー ル､運

動場､野球場､ テニス場等 )を配備 し､合わせて､住民の健 全夜娯楽施設 を セ/クー内に

整備す る｡

等･ 3本の新設鉄 道ルー トの結節点 としての立地上 の有利性 を生 か したダイナミックな施設計画

が立て られている.
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_殻 に ニュー タウ/の 中JL}地区 は長 い歴史 的経過 の中で新陳代謝が繰 b返 され て成立 した既

成市街地の 中心街 に比べ て計画的 に短 期間 の うちに創 Dあげ ねば な らない宿命 を負 って 卦D､

全体的整備 計画 の もとで有機的一体性 を もって計 画的 に開発 され る必 要が ある○

それは､① ニ ュー タウ/の中,LJ地区 は新市街地の形成 と して膨大 な投下 資本 を要 す る 71ロジ

ェク トであ れ 施設 の有機的関連性 か ら効墓的 な資金 配分 をする必要があ ることO

④ 中心 地区 の施設整 備 は単に収益性 の観点 だけ で な く必要性 の観点 か らも充足され

る必要 が ある ことo この ことは民間に委ね られな い公共非営 利施設 (合同庁舎･督

察所 ､消防署､広場､公園 等の公共施設 )や低収益施設 のため施設整備が 遅れが ち

にな るか必要量が確保 されに くい公益的施設(病 院､保 育所 ､公 民館･文化 セ /クー

市 民 7.-ルや運 動場 ､駐車場等 )について も優 先的 配慮の もとで計 画的､先取 b的

に整備 しうる体 制が必要 であることであるo

⑨ 収 益施設について も個 々パ ラバ ラの計画に任せ 同質 的同規模程箆 の商業 施設の集

落 とな っては顧 客吸 引力に欠け発 展性 の乏 しい二流 商店街に堕す るおそれ もあれ

結果的 に商業施設のは bつ きが遅れ る ことにもなる.従 って魅 力ある繁華街の イメ

④ ニ 1- タウ/の中心地区は セ /クー と しての都市景戒 を与 えるため に も共通 施設

(ペデス トリア ンデ ッキ､駐車場 ､広場 等 多 目的機能 を もつ オー プ ンスペー ス､修

景施設等 )は一体 的に整 備 し管理 す る必要 がある｡

㊥ 区画室 理 事業 に よる セ/クー民有地部分 につ いて個 々の開発だけに任せ た場 合小

資本 では割 烹ど経廟 もい らない特定施設 だけに偏 りが ち となカ､30万都市 として

の機能 を果せ な く在 る｡例 えば セ ンターの中ノし､街には飲み屋 や パチ ン コ屋 ばか Dが

集 7tれば中IL1拠点 と しての発 展性 は著 し く阻害 され･ セ /クーの開発 メ リッ トを十

分吸収 で きず に終 って しまい膨大 を社 会的 損失 であるのみ な らず ､地権者 の期 待利

益 を実 現 でき75:くなる こ とにな ろ うO

以上 中心地区 の開発は 30万都市実現 のため一体的整備計 画の もとで有機的 な関連性 を保持

して開発 される必要が ある｡ しか しこの ことは必ず しも施設計 画全体 を一元的 に計 画､建設､

管理運営 す ることを意味す るもので ない｡

計 画的開発区域は 都市 と しての発 展基盤の整備 ･戦略的 商業拠点 の整備地 区に限定 しそ の他

の周辺地区 は開 発計 画の枠 内で積極 的に競争原理 を導 入 し､各時代の要請､需要に適合 しうる自

由で弾 力的 な発展区域 に指定 す るこ ともで きよ うo いかに立沢 な合理的 な施設整備が なされ た

と して も居 住者 としては hっ くられ た街 'n無駄の ない冷さ･ ものた Dなさ 'とい った主 観 的

不満が残 るこ とが多 くニ ュ- クウ/ コ ミュニティーの形成につれ､自然発 展的 なノくライ7テ ィ~

に畳ん だ街づ くDも ミック スされて始めて調和 の とれ た都市の発展が期待 され るo 何故 な ら､

これか らは 多選択性 の時代 に入 D､消愛着は た った一 つの ベス トが与 え られ る エDは･ ベ ス ト

でな くとも多選択 可能 な方 を好 む時代 となるか らである｡ これか らの福祉 の メルクマ- ルが
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'最適 性､効 室性 Pの観点 か ら p多選択性つ まj)選択の行 為に J:る自己発現 ､主体性 の確保 '

- と漸次移行す る こ ととも対応 しよう｡

中心地区の開発は 30万都市の ソ /ポルづ くDである｡鉄 道投 資をは じめ とした膨大 な関連

公 共投資 とそ れに伴 う人口集積 メ リット(中心地区の開発利益 )が発揮 され る よう通 わ しい土

地利 用が 図 られ る必要が あ る｡

そのためには都 市 としてのま とま b必要施設 の充実 ､ 魅力ある拠点づ くりを計画的 戦略的 に

叡b進 め ､ またそのた めの土 地が確保 され ねば な らないO これ らの計画的戦略的基盤づ くDが

あって始め て､周辺部 を含 めた 中'L/地区全体 にノてランスの とれた自由活逮 夜発展が期待 され よ

う〇

第 2節 土地区画整理事業 と中心地区

1 中心地区予定地の土地所 有関係 の現状

中心地区 は､南北に早剖川 を狭ん で第 一地区 と第二地区 に分断 され てお り､そ れぞれ の宅

模別地主 数 の分布状況は表 1- 2の とお Dである｡ 両地区 を通 じて言 える ことは､権 利者数

が多 く､土地がか なD細分 化 されてLnるこ とである｡ この ことは換地操作上特別の配慮 を要

す る こと と思 われ る｡殊 に､住宅 専用 用地 と し現在利用 されてい る と思 われる もの で､ 200

平方米以下 の ものについ ては ､北側 で約 60笠､南側で約 20第 ある｡

逆 に､大地主 に着 B してみ ると､北側では､住 民公 団､横 浜北盛協 を始め､ 3000平方米

以上 の土地所有者が 10名 (長徳 寺､杉 山神社 を除 く｡ )あD､所 有土地面積 の合計 は約

134- ク メー ルで あ D､地区 の約 62%を 占め る｡

南側 では住宅公 EE､農 林省 を始 め､ 3000平方米以 上の土地所有者は 10名 (自性院 を

除 く｡ )あ D､所有土地面横の 合言1は､約 151- クタール であ D､地区 の約 65%を占め

る｡

なかこれに 上れば､第一地区側 では ､杉山神社 ､長徳寺 の所 有地が 合わせて約 16- クメ

神社 の境内地を広 くとる とい う点 か らも､望ま しい と思 われ る｡
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蓑 1- 2

北側 タウンセンター土地所有規模別地権者集計表

地 権 者 筆 数 地 横

寺 (長徳寺 ) 4 9,474

社 (杉山神社 ) 3 2,547

宅地 (150㌦以下 ) 40 4,159.16

計 16,453.16

3,000㌦以上 公 EB 5 67,900

農鼠 (横浜北 ) 9,615

個人 A 10 21,857

B 5 9,504.0

C 13 6,338

D 1 6,099

E 2 3,437

ど 2 3,205

G 6 3,058.6

H 1 3,014

そ の 他 規模2,000- 3,000 (地宝数 )5 9.925,77

i.201- 2,000 12 19,773.0

800- 1,200 12 ll,328.33

401- 800 21 12,311.04

201.- 400 32 8,718.99

150- 200 25 4.448.62

計 200.533.35



南 側 タ ウ ン セ / クー土地所有規模別地権者集計表

地 権 者 茎 数 地 積

寺 (自性院 ) 423 6.530.42

社 -

宅地 (150㌦以下 ) 1,897.29

計 8,427.71

3,00〔)m2L史上 公 団 1 76,900-

農 林 省 6.551-

個人 A 35 14,769.54

B 2 12,430,98

C 5 9.807.55

D 6 7,958.73

E 19 7,420.92

F 10 5.704.61

G 1q 4,570 -H 4.463 -

規模 地宝数 10.392_423000- 5.000 3

2,000- 3,GOO 6 15,971.28

1,201- 2,0()0 10 15,984.02

800- 1,200 14 13.816.10

401- 800 21 12,641.09

20lJL- 400 15 4,256.28

150-- 200 4 720,81

㍗ 224,358.33
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2 土地区画整理後 の土地所有区分 と開発の展 望

土地区 画整 理-Tl茶 托 かL̂て は､土地は一定 の評価基準 に 上り評価 をされ､渡歩 を受けた上

で､換地が交付 されるO この場 合､換地は照 応の原則 に よる とされて か D､照 応の要素 と し

て､位置､地質､土質 ､水利､利用状況 ､環 境等が規定 されてい る (土地区 画整理 法第 89

条第 1項 )が ､ このま ゝ､字 義通 bK解釈 すれば本尊菜の よ うな宅地造 成 を伴な う場合には

換地 の定 め ようが ない｡特 に中心地区 を形 成す る ような場 合には､地区内換 地を与 えるこ と

の妥当性 が疑問 に思 われ る｡中心地区 は､イ也の住宅地 と速い､施設用地 であ るか ら､原地換

地 に とらわれ る ことな く､特別扱い をす る こ とがむ しろ公平の原則に合致 す るの では ない だ

ろ うか｡ と りわけ 中JL/地区内 にある住宅専用 の中′ト宅地 につV,て吐､高渡歩 を受け て原地換

地 を受け るこ とは､例 えそれが財産価値 を増加す る ものであっても､土 地所 有者 に とって好 ま

しい もの とは思 われ75:い｡

住宅用地 と しては､交換価 値の高低 上Dも､む しろ規模や居住堤境が重視 される ことが多

いか らである｡ この ような観点 か らも飛換 地が是認され ようO仮に原則 として､原地換地 を

行 な う場 合に も､土地所 有者の意向調査 を実 施 した上 で換 地設計 を行 な うことがで きれば 理

想的 である｡

この ような ことを考 え なが ら､基本 原則を仮定 す るこ とに 上り､二 つの典 型的 な換地の モ

デ ル プ ラ ンを立 て各 々についての開発の 展望を考 察す る｡

ブ ラ ノA の原則 ブ ラ /Bの原則

原則 としてJjJr(地峡地 方式 O 但 し寺院､ 神 民有地の原地換地は行 75:わない. 飛入

杜 お よび 150"f以 下の宅地qj:飛換地 とす 換 地は地 元共同会社の宅地 のみ を行 な うo

るo渡 歩奉は 54%

公 共用地 5% -> 公 共用地 35% 公共用 地 5ro⊂ミ〉公 共用地 35%

公 団 30% 公 団 30%

公団 40% 公 Efl 35%(芸 留慧 ;;芸

民 有 地 65% 民 有 地 65%
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〔比軟論的評価 〕

(1) 換地操作 フ･ランBについては飛換地の原 則が確立 してい ない し､根拠が希 薄で ある

ため尚難性 が伴 う｡ この点 ブラ/Aは 無難 である｡

(2) 公 平 性 渡 歩奉に 上っては､当該土地 所有者に､偏 った開発 利益 を与え る とい った

住宅地 と商業 施設用 地の評価の ノてラ/スの難 しさを避 け ･ センター用地 を

地区全体 の もの とす る発想 に立脚す る 7-ランBが機械的 に原地換地 をす る

ブ ラ/A 上 りもす ぐれてい る｡

(3) 開発 の展 望 7'ランAの場合は､公 団取得 保留地 (主 として公益的施設 に充当され る と

思 われる｡ )お よび公EE換地 が言†画開発地区 とな17､開発会社 (CXK)

等 が設立 され た場合には 公 団か ら用地 を譲 D受け ることとなる｡ 民有地

への依存度が高 く､ これ らの地主 の組成化 ､開発指 導が センjL 建設 の重

要な テ- マとなる｡ 民有地の開 発次第 では､土地 が投機 の対 象 とされ た D､

建設時期 や施設 の内容 に不備 を きたす懸念がある｡ また､CKKとの業務

の競 合 も開発 の障害 (特に､地 元対 策上好 ま しくない｡ )とな りやすいo

プラ/Bの場合は､個人の 民有地が な く75:D､全 ての用 地が計 画開発 され

ることにな 少､中心地 区の共 同開発が徹底 できる｡地元共同会社の飛換 地

の量が莫大 で､そ のための元地 を如 何に集め るかが最大の課 題であ るo

開発経営 主体 が別会社 とな る場 合には､土地 を保有 す る地元会社 との組織

連 関､役割分担 につい て も､詳細 な検 討が必要 となるであろ うO仮 に､地

元共同会社 が ､開発､経営 に直接従車す るな らば･能 力､資 金力 をど う補

充す るかが 円滑 な事業 を営 む鍵 となる｡
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(参 考 )

7･ラ/Aの場合における換地設計の ノー二 /グ ･ブランを掲げ ､土地所有 と土地利用計画 との

幽係を調べ ると次の ような数 値となる｡

凡例
民有地 (宅地規模 800〝f未満 )

民有地 (宅地規模 800㌦以上 )

L l 公EB取得地 (換地お よび保留地 )

- 面 横 施 設 計 面

公 Eil用 地 185800 商業業務施設用地 (93.000)行政管理施設用地(22,00つ)文化社会施設用地 (30.000)

施設付集合住宅用地 (40.000)

民有地 (800"f也上 ) 140,000 商美美技施設用地 (含む娯楽施設 )(110,000)
･7/ ソヨ /用地 (20DOO)独立住宅用地 (10.000)

民有地 (800"f未満 ) 21,50() 併用店舗住宅用地 (6500)

-19-



第 3節 地元住 民の資質

地元住民の生 活再唾対 策､ センタ-参加形 態を考える場 合･地元住民の資質､住民特性の杷

達が せず前提 と在るo今回の調査 では､地元住民の意識調査､実態調査 を行 わ浸か ったため近

郊農家 の土地所有者 として抽象的 にその特性 を分析す る以外になV'｡

昭 和44年に横浜市の行なった港北 - -一 夕ウノ公 団施行地区対 象住民の実 態調査結果 をみ ると､

対 象世 帯は 1,248世帯､世帯当 b家 族数 は約 5人 ､年収約 100万円､塵外収入が 50%以

上の第二種兼業農家 が 5割弱 となってかD､典型的 な都市周辺農家の状況を示 している｡土地

所有状況 は一世帯 当 り平均 21ha で うちN T内に約 5割弱､その他は市外 に土地 を保有 し

て レヽる｡

経営作 目は疏 菜が圧倒的 に多 く(660件 )､以下 稲作 (149件 )､植木 (97件 )､養

鶏 (39件 )の順 で あ9歳菜 型農業経営 を行 なっている｡

さ らに ･兼業種類をみる と､ 7 /,'- ト経営 (364件 )が圧倒的に多 く､次が造 園業 (23

件 )､駐車場 (19件 )､食料品 (12件 )､倉庫 業 (lo件 )と続いて か9､不 動産賃貸関

係の事業が多い｡ (資料編 1-5参照 )

地元住 民の資質志向性を把え る場 合､基本的 には ①農民 としての資質 (生計基礎である土

地への執着､虚業従事者 として自然依存の肉体的継続循環労働､生活意識 としては変革 よb安

定性-の志向性､農民としての共同意識＼連帯感､自営堤家としての独立性 etc)と㊤資産家 (地主､金

持 ち )としての資質 (資産の有利な運用､投機 よb安宅的配当-の志向､資産管理者 としての

税金･相続問題の対応､切迫感の欠除 etc)④ 二 l一 タウン対象地区住 民としての資質 (異質

な生活-の不安 ､新 しい生活再建対 策の必要性､営袋継続 であれ､脱姓転業であれ決断 の必要

性､- ユー クウ/事業協力者 としてニユー タウン開発利益 -の関′い 事業参加 意識が強い､孤

立への不安 と協調共同-の志向 etc)④大都 市依存型住民 としての資質 (横浜市民 としての都

市住民的感覚､ デ ノし 卜等の各種都 市施設 の利用､都会的 セ /ス-のあこがれ ､世代周の断層 ､

etc)と主 として句つの資質の混在 とみる ことができる｡

地 元住民の 二 ユー タウン参加形態は地元住民 と-=ー- タウン事業 との関 わ Dか ら次の三つ に

分 けて把え ることが出来 よ う｡

① - ユー クウ/内居 住者 としての参加 (新 しいニ ュ- クウ/コミュニティーの構成員 と し

ての参加 )

㊤ 二 ユー タウン事業協力者 としての参加 (ニュー タウン依存型職業-の転換 ･･ そのた

めの俊先措置の享 受 )

⑨ ニ ーー タウン内土地所有者 としての参刀ロ(ニ ュータウン関連 施設の開 発投資 ･セン

ター地区 の開発への志向性 )

農業 萌壌過程に伴 う地元 住民の生活再選対束は上記垣)､④で あD､地元住民の賃膚 と保有

資産 (土地 ､現金 )奇前提 に地元 住民の参加形 態のあb碍べ き方向 を検討 したのが表 1-

3である｡

-20-



較本 と経′l芸の分 村t



即 ち

① 個 々人 としては､資産家ではあって も､事業家でない地元 住民が 中心地区の開発VEから

んで､資産 を有利に運用す るためには､⑳､資本と経営 を分威 し､地主 は資本参加 ､資産

提供 し､配当にあずかるが経営は外部 の専門的開発主体 (CxE )に任せ るか ㊥地 元住

民が共同で事業 に参画し､地 元会社 を設立するかの二つの方向が考え られ る.勿論､地元

会社が前者 の開発会社の指導援助 を受けて､中心地区 の サブシステムを担当す ることもあ

b得 よう.

㊤ 次 に生 活再優策把 からめて､ニ ー- クウ /内での個別参加形態については､①残存土地

面積 や土地売却代金の多寡 ㊤本人の転業意志の有無 0家族構成 ㊤本人の資質や技 術

経験 の有無等､す ぐれて個別的色彩の強V,ものであるが､ただ共通 して言えること吐､ニ

ー- タウンの開発に伴 う都 市化の影響 を肯定的 に受 け入れて､ニ ーー タウンの開発に環境

変化 しうる よう前向 きの経営基盤 を確立す る必要が ある ことである｡即 ち開発の利益 ､社

会の発展 の利益 を自 らの 資産､能力vE見合 って積極的 に吸収す る前向 きの マイ/ ドを養成

する ことであるo

さて､転菜後の収入は､① 就職に よる給料 ㊥ 資産の運用に よる利子､加代収入 0事

業の経 営に よる営業収入のいずれかに依る｡ こ こでは0の店舗経営等事業経営 に よる転菜

'∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∵ ∴ ∴ ∴ .. ...｡ .. _.... ..‥ ...､ I

販売方法やその商悦習伝票､税金等の経理処理に代表される事業技 術の不足 ㊥経験 に姦

付け られたマー チャ/ダ イ ノノグ企画力の不足 0近代的経営体質､企業家精神の不足を l

V}かに補い､いかなる分野 な ら比較的 ス ムーズに転換 し､修得 しうるかとい うことである.

そ こで業種の選定 と事業技術 ノウ-クの導入について表 11 4の ように整 理 してみた.

J< LIJ

t hl D Ll q

史 也 ii を 輩 4_ 柄
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第4節 開発経営主体の土地掌握の方法

開発経営主体 が事業に必要 を土 地を如何に取得す るかは ･その方 法次第 で､法人 の性格 や活

動規模が規制 され る ことに もなD､充分検討 しなければ な らない問題 である｡ ここでは (1)覗

物 出資 に よb土地 を所有す るo (2)地主 (公団 を含むD )か ら譲 b受け る｡(3)地主 (地主共同体

を含む○ )か ら借地す るO等 の方法につ いて､それ らの限界､問題点 等を明 らかに し､開発主

体の選択 ､複数組織 の複合 システムの考察に参考 としたho

(1) 現物出資

. 土地区画整理事業 とタイ ミングを合わせ ､換地設計 の時期 までに従前地で出資 を受 け る

ことに よD､豊か 夜事業 用資産 を取得 し､換地操作 に より､事業 に必要な場所 の土地 を確

保 で きる｡

O 出餐された土 地の評価額か ら規定 され る資本金 の額 が大 きくなれ 利益 配当墓は高垂配

当 を期 待 し難 い｡

O 地価上昇期 に かけ る出祭 であるため､現金 出頃 との混 合出 資は実際問 題 として不可能 で

ぁる｡ この結果 ､住宅公EE､横 浜市 ､金触 賀本や出資すべ き土地 を持 た ない地元市 民は 参

加す る ことが 困難 であ り､組観構成が限定 され､充分 な開発経営機能 を期待 し難 ho

｡ 設立時 か ら資本規模が大 き く､事業経営 が軌道に乗 9､充分 な収益 を上げ るまでは ､十

数年間 配当はほ とん ど期待で きず､用地管理に対す る配慮､工夫が 必要である｡

｡ 会社 の設 立が変態設立 と なるため･評価 や裁判所 の関与 等事務手続 が煩雑 で､設立準備

期 間が長 くな りが ちであるo

(2) 譲 受

｡ j=地区 画整理 の従 前地 で一喝に 多量に譲 9受 け る ことは､督金 手当の面 か ら困難 なので･

土 地区 画整理後 必要 な土地 を買入れ る ことになるで あろ う｡初期 の うちに将来 必要 な土地

までを取得 す る ことは､土地 代金の金 利負 担が大 きく経 営維持が不可能 であるo (但 し

cKl(に分譲機能 を与え ることがで きれば､金 利負 担の吸収 が図れ るo )

O 取得時 朋が遅れ るほ ど､土地価格 は上昇 し､更 に､必 要 な場所 の土地 を取得 で きる とは

限 らない｡

｡ 事業 の拡大に伴 ない､土地 を段階的 に取得す る場 合､ 自 らの開発行為 に よれ 周辺 地価

を上昇 させ､開発 利益 の分与 に預か らないば か りか逆に ､開発利益 相当分 を地主に支払 っ

て土地 を取得 す るとい う矛盾が あ るo

(3) 借 地

｡ 事英 の規模 に応 じて､必 要夜量の土地 を最 も少 ない餐金負担 で取得 で きる点 では､す ぐ

れ てい るが､必要 な場所 の土地 を取得 できる保証が ない ｡ この間題を解決す るための ./ス

テ ムを設定 す る ことが最大 の課題 で あるO

. 借地 は継続 的 な法律行為 であ D､地主 は常軌 倍地権 者の センター開発 ､経営 行為 に関
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と75:b得 るo

o 借地料 の操作 に エD､初期 の開 発者の負 担 を摩赦 した り､施設別借地料 を規定 するこ と

に 上り､開発利益 の利益 配分 の調塵 を行 な うな ど､ きめ細 か な政策 の可能性 が多い｡

以上 3種 の典型的 75:方法 を検 討 したが ､各 々の短所 は必 らず Lも絶対 的 夜 ものではな く､

実 態 を同 じよ うに Lをが ら他 の手 法を取 b入れ ることに よD､改善 され る可能 性 も多い｡ こ

こでは､次 の二 例 を掲げ るに止 めたい｡

(･1) 法律上 は譲受 で あ 13､実態は現物 出貿

手 法は､ まず土地 を出指 して会社 設立を希 望す る者 を募 り､その中の発起 人又は第三者

機関 との問で当該土地 の売買を行 夜い ､そ の土地代金 を現金 出頃 して会社 を設立 し､会 社

吐出蛍金 で当該土地 を買受 けるとい うものである.

この場 合に､注意 しなければ 在 らない のは､土地所 有者 が発起人又 は第三者機関に土地

を譲渡す る ときに､会社設立 を停止条件 とし､会社 を譲受人 とする再 売 買の予約 を付記 登

記 し､会社 の土地取 得 を確実 に して お く必 要が ある｡ また､ トラブルを回避す るために会

社設 立前の中途 脱退 者の処置 について も予め決 めて お くことが 望ま しいO 当初 の売 買価

格 が時価以上 であれば､そ れだけ中途 脱退者 も多 く会社 に損失 を負 わせ る可能性 が強 い｡

変態設立 を避け るための テクニ ックであるか ら､本来的 を現金 出資者 との混 合は､現物 出

資の場 合 と同様非常 に困難 で ある｡従 って､現金出環 を行 を うとすれば ､地価 変動の落 ち

着 いた 段階 で､餐産 の評価替 え を行 ない､株式の無償譲与に よる増額 を行 怠った上 で､現

金 出賓 を募 るべ きで あろ うO

(t=) 土地 の一部譲受 に よる共有 または相 互借 地方式

手 法は､特定の土地 を地主 が開発者 に一部分譲渡 し､共 有､ または分量 登記す る｡開 発

者 は ､そ の土地 の上 に建物 を唾て､地主 にそ の一 部 を分 譲 し､区分所 有 をす る｡土地 が分

筆 され ているときには､相互 に借地 方式 を とる｡ 土地共 有の場合 には､持分 に応 じて清算

の形 で一方が ､他方か ら侶 地 (抽康的持分 の借地 )を行 な う｡

例 地主IA)は 7 /ノヨンの一部 につ いて開発者P)め

土地を借地 し､開発者田)は 商業業務 施設の一部

につ き､地主 A)の土地 を借地す る｡ 夜お､開発

者田)の土地 は地主(A)か ら購入 した もの で､ マ/

/ヨ/は地主LA)が開発者(B)が購入 した もので あ

地主IAJお よびGfl発着田)は 自己の土 地利用権 の一部を留保す るため､法律的 には､空 中権や

部分借 地権 とい うものはないので､土地 を分 量登記 (区分所 有 )した ときに は､各 々の借

地権 を共有にす る必要が あ るO

特徴 は､地主 が特定の土地 を開 発者に一 部譲渡 を しなが ら､土地 保有 意 識を余 D損 わず
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開発者 の蚤金 を導入 して開発者 と共同で､その土地を利用で きる とい う点であ 9､地主は ､

借地料以上 の ものを取得 し夜が らさ らにそ の土地か ら収益を期待 で きるし･一方開発者は､

比較的軽 い負担で事業用地を取得 できる｡

この手法 には種 々の変形 が考え られ､建物 を地主 が譲 り受け ることなく賃貸 し､転貸す

る ことに よって､収益 を生む ことも可能 である0

第5節 開 発 経 営 主 体 の 組 織 形 態

中心地区の開発経営主体の会社組織形態を考 える場合

① 各種法人の法律上 の特徴､制約か らみて通 わ しい組織形態を抽出する○

④ 中心 地区 の事業関係者 (公 臥 市､地元 )の役割､事業経過等港北ニ ユー タウンの特殊 事

情 を勘案 して通わ しい組織形態 を抽出す る｡

⑨ センター会社が期待引 1､かつ果すべ き役割 ､ センターの開発基準 (能 力､公 平性 ､居住

者の利便性､実現性等 )か らみて､通わ しい組級形態 を抽出す るO

④ 他 のニ1- クウ/地区の実例 を勘案 して通わ しい組 級形態 を抽出するD

のJIJ.上 4つ の成点 に立 って組 敵形態を検討する必要が ある｡

1 各種法人の法律上 の特徴､制約

各種法人の種類/A.衰 1-5のように公唐人と私法人に別れるが＼ こ こでは置かれている制約から

私法人に しぼ って各種法人の法律上の比較一覧表を示 した ものが表 1-6で ある○

その場合､選定基準と して ① 設立準拠法 ④設立についての許認可 ⑨法人格の 有無

④ 出鎖の 方法 ㊥出資の責任の範囲 ⑥出資者の出資回収方法の有無 ①出資者 の経営 参

加 ､㊥利益 配分の 可否 ⑨残余財産 の分配､帰 属･⑲事業の可能 範囲 ⑪組織 ㊥業務執

行､⑬その他の利害得失 の 13の観点か ら各種法人の利害得失をみた ものであ る｡ 13の

基準の うち会社 の性格 を決定的 に制約す るもの として④の法人格の有無 @ 出資者の出資

回収 方法 ㊥利益配分の 可否の 3項 目を選 びたい｡

まず⑨の法人格 の存在は･開発会社 が第 3者 に対 して独立かつ責任主体 と して事業経営

能 力を具備す るための絶対的条件であ り･そ の意味で民法上の組 合は地元住民の中心地区

への土地掌握の便法 と して使用す る以外は･開発経営主体 の組織形態 としては不適である○

次 に④､①の出資回収方臥 利益配分の 可否 については地元住民･民間企業 が開発経営

主体 参加す るか どうかの決定要因であ り､出 資の回臥 利益配分の認め られか ハ公益法人

として開発す る場合か､公共主体に 上る一元的 な ニユー タウン開発 (例 えば､千里 ､泉北

公 益法人としての財EE形式を とる場合には､公共主体 (公臥 市 )の全面的支援 (公共

主体の別働体 )が前提 となるO現行の公良法では ､公 団は出椙の行為が認め られていない

ので (日本住宅公団法第 32条 の 2参照 )横 浜市の全 面支援 とLnうことになろ う｡
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義1-5 法 人 の 種別

地 方公 共EtI体

特殊 企業体

｣

特殊企菜 体 (三公社 国鉄､屯 々､専 売 )

公庫

公Ef)

公 共組 合一一--･一一一一一一日 国 民鯉康 保険組 合､ 髄膜保険組 合等

特殊法 人 ･一日---- ~~~-一日本 昏英会 ､ El本中央額居合､ 日本 原子 力研究所 等

｣人法*∴

特別法に より

法 人格取得

民法上 (34条 )の公益- - 1 芸器 二闇 雲芸冒竺芸
特別法上 の公 益法 人

学校法 人､宗教 法人､社 会福 祉 法人､ 医府 法人 etc

※合名会社

※全色会社

※有限会社

※株式会社

鼠同組 合 盛業 敵同組 合 ､中小 企業;等協 同組 合

消 銭生活駄同組 合､水産菜 協同組 合

労 倣阻 合

各種 の収引J,TT 証 券取 引所 ､商品取 引IyT

相互保険会社

公法人

- 法 人の _rjT東 目的 が法 秤の形 で国家に 上って

篭 め られ､その円iモuの法律雌伏 に も国家の

強制的稚 力が及ぶ法 人

※ 佼 Iriの任 免権､ 芙稚 執行 の国家 の強制的権

力が及ぶ 法人

O i,-L飽的に公益 (社 会全般の利根 )をEl的 と

す る法人

④ 公溢 E畑 を達成 す る手段 として収益 Ti菜 を

行 な うことは耕 され るO特 別 法上の公益法 人

には 明文化 あ り

q) ,営利法 人は ミウら柄成 Liの 私益 を目的 と し､

に限 られ る

O 同業 者乃 至同一 の社 会 的地位に あ る名の仙

互扶助 乃至 共通 の利怨のJtLY}進 をBLr)と TるEZ]

休

@ 特 別法 に 上り法 人格収得 の道をじijいてい る



恕 1- 6 各 l加地･人 の 比 叔 一 覧

独立叩 拠 法 設立ーこつレ､ての 軒 聡 可 法 人 格の 有 無 山 鞍 の 方 泣 出 中老 の 出 缶 回 収方 法 の 布 触 ① 利益 配分 の 可否

it田 法 人 民法33,-,83 主務大臣の折ユLt JT43 37 有 限 70 な し 社fl総会 60 な し 定点に エ少指定 7

財 Bi法 人 同 上 同 上 同 上 寄附行為 39 心 阻 70 な し な し 75J: し 同 上 72

な1 台 民 法667～688 な し な し668(財産は共ji 山 中労曲で も可能 667 無 限 674 イ= 脱退)678.681 執行 670 のなレヽ船 出fl他石じる 割 688

合 名 金 手土 商 法52- ILLS な し イf5JI 山 無 限80 布 く退社 )84ー89 行 68民670 同 ｣二 68LR674 I.)I68民 688

合 i7 会 社 鵡 旺52--611Jl6- 16Ll lX L 同 _上 同上 但 し他財産に限 られる141.L古O 80無限卦任社 Ei 157 無限兼任tt:凸 同上1̀l7LSJ 同 _上 151経営参加で重なhl53 同 上 同 上 1一t7

株 式 会 社 鵡 法52-61165-ヽ 50日 fX L 同 上 ･株式引受金鉄又は7R物出受170.172 布 限 ZOO 有 (株式伊波 ) 204 株式:捨金230灸 l2299 29○ 賦 会社化応 じ分割Ll25



組 織

社 団 法 人

ことは可能

財 団 法 人 同 ｣二 43 同 ｣二 5253

組 合 6ft7 特になし

合 名 会 社 63 同 上

合 や 会 社 同 上 147 同 上 同 ｣二 147 156

株 式 会 社 同 上 166 株主総会 (缶決糊 に 1回 )エ…50-≡

有 限 会 社 同 上 6



従 って中心地区 の公益 施設 ､収益 施設 の計画約 ･一体 的開発経営 主体 と して､地 元住民の

参加機 会 を与 えか つ民間企業 の 事業 能 力､賀金調達 を導入す る組 織形態 と しては商法上 の株

式会社 が最適 とい うことにな る｡ (合名 ･合資､有限会社 については出資者の責任 範臥 会

社規模等か ら くる制約を考 えれば当然除外 され 上う｡ )

以上法律上の制約か らセンター会社 の組織形 態の可能 性 を検討 した ものが表 11 7である0

2 港北 ニ ュー クウ/の特殊 事情か らみた センター会社 の性格組徽形 態

港北 ニ ュー クウ /の中心地区 開発経営 主体 を検討す る場 合 .地元参加 の セ/ クーづ くり -

が特殊 事情 として要求 されているo 従 って地元 民共同の地元会社 をつ くるか･公共 (公 EE､

市 )､地 元 民､そ の他 民間企業 を含 めて各分 野の専 門能 力を幅広 く結集 す るいわゆる第 三 セ

ク ター方式 を とるか ､または両者 の併存 とい うことにな ろ う｡

3 中心地区 の開発基準 か らみ た通 わ しいセ /グーの組識形態

ここで中心地 区 の開発経営主 体 と して 可能 な組織形態 として､住宅公臥 地方公社 (財 団 )

地元共同の組 合､地元共 同の株式会社 ･第三 セ クタ-の 6つ の ケースについて開発基準 と照

し合せ て､その可能性 を分析 してみた のが 表 1- 8で ある｡

分析結果に 上る と

第三 セクタ-方式 が株式 会社 と しての機 動性 ･資金調達 力､事業能 力､参加機 会の公 平性･

言1画開発､施設範既の広域性等のいずれの基 準か らみ て も最 もバ ランスの とれた状 態を示 し

てお D､最 も通 わ しい形態 と考 え られ るo

ただ第 三 セク ター方式 を とった場合､土地保有者か らセ /クーの民有 地部 分の提供 が受け

られ るか ど うかが一 つの鍵 と夜D公EE取得 地部 分 だけ についての セ /クーの部分的 開発 とい

ぅこ ともあ りえ よう｡仮 りに土地所 有者 か らの協力が得 られ た場合 も第 三 セ ンターにおけ る

地元民の位置づけ をどうす るかが大 きな問題 と して残 る0

4 ニ ュー タウンの中JLI地 区開発経営主体 の実 例

大規模 ニ 1- タウ /の中心 地区開発経営主体 と して ① 財団方式 に よる千里開発 セ/ クー

泉北開発 センター と ㊤ 第 三 セク ター方式 に 上る多摩 ニ ー一 夕ウ/の新 都市 セ /クー開発の

二 つの方式 に大 別され るo

財団 方式 を とった千里開発 セ/ メ-､泉北開発 セ ンターの場合は ⑦千 里 二 ユー タウン･

泉北 - ,- タウン各 々が大阪府 企業局 に よい 元的 に開発 され たこ とO ㊥従 って中心地区

も大 阪府企業局 の全 面的支 援の もとで 一元的に整 備 しうる条件 にあった ことo 6)中心地区 の

開発 はニ ュー ダウ /事業 の付帯事業 と して分化 し特 別会計化 した こと○㊤ ニ 1---タウン事業

に伴 う関係地 方公共EE体 (吹 田市､ 豊 中市 )の財政負 担の軽 渡 を図るため負担 施設 の代行 管

理機関が必要 とな ったこ とD㊥以上 ニ ュー ダウ/甲山地区の開 発 を機 動的 ､弾 力的 VC進 め る

ため大 阪府企業局 のニ ュー タウン事業 か ら切 b離 して大 阪府全嶺出絹 の財EE法 人を設立 した

もの であ 17､実体的 に大 阪府企業局直営 と変 らない0
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衰 1- 7 C KIくの組 織形 態の 可能性

可 能 性

組 合 ( 民法上 ) 法人格が得 られ たV-,o無限-a-任､構成員の個性池原 ､運営が複雑 (多数 の構成員か らなる場 合は処理が不可能 )､開発 C

糊 り法に上る組合は別 主体 としての実体が不明-第三者か らみた場合丑任主体が不明

財 団 法 人 ◎ 横浜市の支援体制 (財EE法人75:ら横 浜市が核 となる )､土地所 有者の協力が得 にくいD B

(寄付行為だか ら､CXKか らの利益 配分が ないo 拠出金 の回収の途が ない､公益法人だか ら協力者 と非協力者 と

で差別的 な事業 目的が立てに くい etc)寄付行為 に厳格に締 られ ､かつ監 督官庁の監督 に服す るO財団の調達規模 に

限界､収益事業 に眼界､公益法人 としての許認可

◎ 公益法人に よる税制上 の メ リッ ト､横 浜市の援助 (出絹､敵や､損失補 償､地 方税の渡免--.-.e上c)

公益性の御放

全面 只収 に J:る横浜市の丸 抱え事実 な ら､財EB形式 も横浜市の意欲 次第では可能で あろ うが (etc千里開発 セ /

クー )､当-S美技市､公EE､地元の三者 共同事業 であ9､時に地元参加､地元利益環 元が不可欠であるので､財EE形

式 はか75:b困難 とみ られ るo

社 団 法 人 ほほ 同上､財団法人 上り法政上はや や峯力性が認め られるが実質は変 らない とみて よい○ B

(※意志決定機臥 .....財B] 寄付行為 で定め られる○社 B] 社員総会 (根本規則内 )

出なの譲渡.--1..財 EfI 不 可､社EEI 定款に 上る､出 幣 (損 )者の発言権 .-.-財Eflは法律上 は出損者 と財EEと

の関係は別､社E或は社員と しての発言権､脱退は自由 etc)

社EEは法人格 を有す る人の目的集EBで あ 9､基金の盃づけは別途 求める必要あ b､ (財EE法人は財EB(基金 )が優先

し､社EE法人は社員 (人の 目的集Eil)が優先す る )

合 名 会 社 家族的 企業 ､人的会社 ､無限-1=-任､実質は組 合的性格 C

合 資 会 社 家族的企業､准人的会社､有限 正任 と無限 fi-倭 C

有 限 会 社 中′｣､企業向 き､獲物 的会社､有限-ll-任､株主 2人- 50人､社 員外 - の譲渡は社員総 会の特別決 議を要す るO ミニ株式 C

会社 (設立手続 が簡便､官選検査役は不 要､監査 役は随意 )規模が脹宅 (社 員は 50人以下 )

株 式 会 社 ◎ 大 一中企業 向 き､物的会社､有限式任､自由度 .弾力性が高い (事業範 囲､株主構成､規模 .-日 ) A

境木と経営 の分離､収益性 (地元民の利益還元 ル- トの途 )

O横浜市､公 臥 地元､第三者の複数参加 の途.-...第三 セクター

会社形態､開発形態 と しては最 もが t='lラー､税制上の優遇､横浜市か らの援助に限界

可能性 あ り - ･A ､可能性 ややあ b B､可能性 をL IC



可 能 性 も り =･.A､ 可 能 性 や や あ b ･･. B､ 可 能 性 な し ･.C

3̂I - 8 rT.心地LZのLj討究継,Eilltの帆梯形悠 とその1特徴

'H U 地 JI公祉 (肘 EE) 地元411-円の株式会社

1_L会 祉 舶 扱 企eel(公法人 ) 公益法人 (肘LJ]) 償 利法 人 (株式会社 ) 営利法人 (株式会社 ) 民法上の組 合

2. 柳 城 Ji 住宅公 臥 横 浜市 地 元 地 元

(公 Etlは出揃で きない ) 地元､民rTE]l企某 (デベロクノ｣ とのJt洞 もあ9うる)

性 (調波 を受 け る ) 民 有 地 乾 布 .也

LI. 施 設 範 凶 公益施(設中心 公 益施設 と営 利施設 常利施股

公EZl藍 に締 られ るの で機励性 比較r7'.)卯力的で あるが市か ら 組取上か らは機 動的 で あるが 組 杜上 か ら比機劫的で あるが 法人格 がないので組 紋上 か ら

倣此他 に欠け る 迎′凱Lll'で参加主体の利苛が Luやすt(o 迎営両で地元民の忠恕調整面 も機励他 に欠け る.

6. 斑 金 舶 iBノJ 公EB噴金 民FiuT仕入 ..丁稚 .市の低 利敵 1)と物 Ltim､比r1=;l借入は-,qT-ju=

(予P_ft.t配が必輩 ) ft､瓜失禰 依あ り (や金調達面 で限 外 ) 難 しい

7. Ji丑 flLE ノJ ;I+uii面､施行 軒iで比 あるが巡 計画､施行迎甘f;面 同 左

同 左

参加機 会の公 平性 が保 てない 保てなho る け る



従 って千里 開 発 セ/メ-に例 をとる と大阪府 企業局 で直接施設整備 し･その施設 の譲b受

け賃借 Dの ケ-スが多 く開発主体 とい うよ b施設管理主体 で ある ことo Lか も営利施設は民

間へ分 譲 した ものが多く主 として公共公益的施設の管理主体 で ある ことo また ･宅地分譲､住

宅分 譲部 門 を開発 セ/クーに担当させ財 Eaとして収支 を合せ てい ることO等 の特徴が指摘 さ

れ る｡

次に多摩 ニ ユー タウ ンの新 都市 セ /クー開発 につ いて(A: 6)多 摩 二 -- ダウ /事業が住宅

公td､東京都､東京都住宅供給公社の三者共同事業であ〔たこと ㊤ 40万都市 の セ/ クーと しての

都市機能 を一体的に計 画開発す るためには膨大 な資金調達 と各 方面 の企画創 意が必 要で ある

こ とO(∋中心 地区 の開発主体 と して弾力的､機動的 な組 織形態にす る必要が あること｡等 の

理 由か ら官 民共 同の第三 セク タ-方式 で セ/メ-会社が設立され たO

新都市 センター開発につ いては株式 会社 であるため､公益性 を帯 びた営利企業で あ D､業

務範囲 も中心地区 の商業英務 施設 の一元的建設管理主体 で あ れ 公益 施設は収支の とれ る範

囲で担当す る点 が公益 施 設の運営 が主 である｡ 財Ej]法 人千里開発 セ /クー とは異 在る ところ

点 も千里開発 セ /クー とは異在 る｡ この よ うに中心 地区 の開発主体 も設立経緯や性格 の違 い

か ら組織形態 も異 なって くる し､業務範臥 運営 方法 もそれ に応 じて違い が出 て くるといえ

る｡

以上 財団法人に よる千里開発 セ/クーと第 三 セク ターに J:る新 都市 セ ンター開発 との相違

点 をま とめ て表 1- 9に示 した｡

衷 1- 9 (財)千里脱 毛 モ ノクー と新都市 七/タ- (秩)との相迎点

N T 串 英 千里NT

中 英 主 休 大阪府単 独

用 地 月 収

N T の 規 模 12万人 41万人

設 立 S37財Ei]法人 S .4 1̀年会 社 形 感

fi本 金 規 倭 600百万円

出 鐙 金 大 阪府全既 公E3l(33% )民間 金成機関 (60.4% )公益41燕 (6

% )自己姓設

用 地 聴 牌 方 法

公 金 調 達 大阪府 か らの出損 金を中心 に一部大阪帝か ら低利親類及び補 助

施 設 処 分 方 法 iT:栄

性 格 ･大阪府 の別働体 .一一...付甫-!31菜の分化､特別会計化



<補 論>

第三 セ クターについて

第三 セク ター とは公共 セクター の第 - セクター と民間 セクターの第二 セ クター とに対 し･第

三の セクター と して公共民間共 同出 資 に 上b設立され た株式会社 と定義 され てい るo

第三 セク ターの成立背景 をみ ると

① 地 域開発 ､社会 開発 等官 民両部 門 にまたが る広域的 ･複合的 フ'ロジ-ク トの増 大

④ 公 共事業 に おけ る民間資金 の導入 と民間企業 の公共分 野- の領域拡 大

⑨ 公 共領域の有料化 ､効丞性 の導入

④ 財 政制度の硬 直性 か らの回避 公 共的 開発事業に おけ る株式 会社組織 (企業性 )の導入

等が あげ られ､新全国総 合開発計画の進展 もあって第 三セ クターの設 立は盛行 を極 めてい るo

第三 セ クターの事業 目的 も

④地域開発､都 市開 発 ㊥都市 サー ビス施設 0交通流通 関連 ㊤ 埠頭･倉庫 ⑳観光 L/ノ

ヤー等多領域 に亘 ってい るが ､第 三 セ クタ-の固有領域 とい うもの では な く･同一 内容の事 業

遂行 を 目的 としなが ら､純粋に公 共主体が行 なった D､地方公 社等財瓦法 人を設 立 した り･民

間企業が行 なった D､或 いは第三 セ クターを設 立 した Dで ケース バイケースで あり･経 済性 よ

りは､政治上 ､行政上 の配慮や､設 立経緯 や条 件 に よD第 三 セク ター方式 が採用される ケース

も多い｡

また､第三 セクターは地 域開 発 プロ ゾェク トの実施主体 として･地方公 共団体 の関連 開発主

体 との関連で位置 づけ られ ることが 多h o即 ち地 方公 共EE体 の 関連開 発主体 と して地 方公 共EB

体 自身､一部事務組合 ､開発事業 団､ 地方公共 が あ れ 第五 の開発主 体 として第三 セク タ~が

位置づけ られ ること もあるo地 方公共団体の関連開発主体を比較す ると･第三 セクター と地 方

公社 とでは事業 目的等か な り燥似性 も多いo Lか し､第三 セ クターは地 方公共 団体 とは独立の

事業 法人 (株式 会社 )であ れ よD機 動性 ･弾 力性 に富ん でいる ものの･税制上等 の公的恩輿

が与 え られ 75･Ln不利 もある｡ (資料編 1-6-8参照 )

最後 に第 三 セク タ-の問題点 と して､公 共性 と利潤 原理 との調整 の困難性 であ る0第 三 セク

メ-の行 動原理は公共性 と営 利性 との 両立に あるが･やや もす る とその二 面的性格 か ら企業 と

しての一体 感が失 われ､ また出資 参加者の総 花的寄 り合い世 帯の性 格が強 く夜 Dがちであるo
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第 3葦 中心地区の開発経営主体の類型

前章 で中心地区 の開発経 営主体 を検 討す るための基礎条件 を整理 したの で第 3葺では前章

の基 礎条件 葱踏ま えて､中心地区 の開発経営主体 を誰 にす るか､そ の場 合の土地 営長 方法を

ど うす るか､地元住民はいか なる形 で センターの開発 に参加 す るか､そ の場合の利害得失は

ど うか等の諸点 について 7つの プロ トタイ プに類型化 し､順 次説明 を加 えてい くことにする0

7つの タイ フIとは以下 の通 Dである｡

1 自然発展 型

2. 地 元共同型

3 地元 ･デ ベ ロッノて一提携塾

4 コンペ型

5 二 段 ロケ ッ ト型

6 第三 セクターの-元 型

7 地元会社 の-元型

第 1節 自然 発 生 型

1. 概 要

セ /クー予定 地 の うち､公団取得地 (公Ej]原地換 地分 お よび取得 保 留地分 )については第

三 セク タ- (CXK､財団等 )に毒素渡 し､計画的 戦略開発拠点 と して､公益的 施設 や起暴剤

と しての大型店舗を始め とす る先 行投 資 に よる中心核整 備 奇行 75･h民有地について は中JL､地

区の成熟に応 じて 自然的 発展 に任せ るO 但 し､一定 の賃を保持 す るため､用途地 域に指定､容

横豪の制限等の規 制､壇 集協定 等 を行 ない発展 の枠組 は与 え てお く｡民有地の利FF]形態 と し

ては､ デベ ロッノ1-に売却 して､開発 を委ね る もの もあろ うし､全 く随意に切 り売 Dを行 な

う もの､建物 を唾設 して 賃貸業 を行 な うもの､ 自ら施設 を建設 し利用す るもの等が想定 さ

れ る｡

市､公団は第 三 セク ターの設立を行 ない拠点 開発をす るほか建集 協定の指導等 を行 な う｡

民 有 地 公E3]取得地



2 長所 および短所

イ 長 所 ロ 短 所

(日 土地区画整理事業 で特別の換地操作が (i)原地換地が前桂 とされるため､中心地

不必要であ り､土地の共同化 ､地元会社 の 区外の地主 の参加機会 が与え られず､開

組級 とレLつた人為性 (演出 )が少 な く､ 発利益の帰属が不公平 となるO

開発方式 が単純明確で トラブルの生ず る (ii) 開発が各地主の自主性 に委ね られるた

余地が少ないo め土地が投機の対 象 とされ たb売り惜 し

(ii) 開発拠点が核 とな って自然 かつ 自由度 みのため､土地 の低利用､遊休化 を防げ

の高い多様性 を帯びた開発が期待で きる をLno

dii) 中心地区 の開発経営主体 が多勢 となる (iji)収益性 の高い施設 ､経営 の手車 な事業

ため､埋設投額が分担され第 三セク ター を志向す る者が多 く施設が偏 少､必要施

の賓金負担が餐渡 され るo 設の充足が保証 され 夜ho

M 変化 に対する対応 力に富み､新陳代謝 仙 中心地区の開発が ､ノてラパラにな り､

3. 問題点 の提起

川 中心地区における住民 参加 に よる共同開発を取 り込 む余地 の検討.

(ll) 中心地区 の地主問 に組練化 が行なわれ事業体が設立され た場合､第三 セクタ-との業務範

囲の配分 と調整｡

第 2節 地 元 共 同 型

1. 概 要

セ /クーの共同E'謁発に参加す る地主は､所有地 (土地区 画整理の従前地 )を現物 出資 して､

株式 会社である地元会社 を設立す る｡混合出賓を避けるため参加者は土地提供地主 に限 られる.

出餐された土地 は､土地区 画整 理事 業に よ9､ 七/クー地区 に飛入換地 し集約を図 9､彰英用

負産 とす るO地元会社は換地上 に､商業､業務施設等の センタ-施設 を建設 し､賃貸す る｡

賃貸利益を参加地主 に持株に応 じて配当する｡

なお-公EB､横浜市等は別途第 3セクターであるCKKを組織 し､公 団の取得地の一部を譲受

け､ センター開発を分担す るO地元会社 とCKKとは資本的連朗は持たず分離 して開発を進 め

る｡
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(土地区画整 理事業 との関連 )

地元共 同会社 が現金出資 で設 立 され る場 合に かいて も､中心地区 内の民有地 を全て会社 の賢童

にす るため VCは ､憤然 と原地換地 を行 を っては ならず地 主の共有 にするか､出資者の土地 のみを

中心地区 内 に集 め る等の 方策 に よれ 会社 - の譲渡 を確実､容易 な もの とす る必 要が あ b飛換地

が必 要 となる｡

例 1



2. 長所 および短所

長 所 短 所

① 民有地 の計画的開 発が実 現 され る.

㊤ 地壬の共 同参加意 識がみ たされ ､ しか も

構成員 が地主ば か Dとい った仲間意識が あ

D､権利調整 や種 々の取 b決め に おいて 自

発性が期待 される｡

◎ 会社 の中心地区 開 発の利益 がそのま ま地

主 に還元 され るO

(カ 土地 の現物出 資に よる地 元会社 の設立は､

買収に比べ地 価上 昇 を抑 え られ る｡

㊥ 飛換 地 方式 の採用 に よ9､地主 間 の参 加

機会の公平性 が保障 され る｡

伝) 実体は大 地主独 占共同会社 となDが ちで,

中/J､地主が構成員の 夜かVC組織化 され る可

能性は少 な く,悪 くする と中心地区が私物

化 され る懸念 が ある｡又 参加地主 が土地 提

供地主 に限定 され狭小地主 の参加 が事実上

とざされ る｡

檀) 開発利益 (土地 区 画整理 に よる利益,秩

道嘩設等 に よるニ A - タ ウ ン開発の利益等)

を地主 のみが吸収 す ることに間霞が ある｡

(多 会社 の構成 .性格が 共同組合的で第 三者

か らみ て責任主体 が 味で る9.商法 人 と

して不安 で ある｡

伝) 開発能 力,経験 が乏 しく,信用度 が劣 9,

資金 調達 ,テナン ト募集 が円滑にゆかず .

開 発規模 や質に限界が ある と思 われ る｡

⑤ 地 主間 Z)権利調整が うま くゆかたい と,

会 社が空 中分解 をする危険性が あbその と

きは換地 等の特別優 遇措置 のた め,他 の地

元住民達 ,kも含 めて混乱を招 く虞 九が ある｡

伝) 組級 を含め て地主間 の自発性にま かせ て

お く75:らば部 分的 な規模の小 さ な共同化に

終 るであろ う｡

(う 現物出 資に よる会社設立 は複雑 で あるO

㊥ 飛換地 とい う換 地上の問題が ある｡

㊥ 地元会社 とCKXとの競合分担調整 が困

冒ヨ
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3 問題点 の提 起

地元共 同会 社 の設立 お よび土 地 の掌握 に際 して特別の優 遇措 置を講 ず る場 合には事業執行

上 の関与 ､解散等の制限 など最小限慶の関与 システ ムを設 け 75:い と､公平性 を欠 く事態 とな

る可能性 が あD､法律上 有効 に機能 し得 る ンステ ムの工夫 が 望 まれ る｡

第 3節 地主 ･デ ィベ ロッパ ー提携型

1. 概 要

中心地区 に土地 を保有 した地主 が数 クルー 7-に分 かれ ､各 々が民間 デベ ロ ッノL と共 同で

開発会社 を設 立す る｡ この場合地主 とデベ ロッノ,｣ は原則 と して現金 出資に より会社 を設立

す るが､資本金の出 資比率の /,'ランスを保つ よ うにす る｡ 事業用 資産 となる土地 は会社設 立

に際 して基 本脇篭 を結 び､会社が地主 か ら借地 ま たは譲 受け る｡

須似 の手 法 と しては ､共 同開発会社 を設立す ることな く単 に地主 が土地 の一 部をテベロ ッ

ノミ一に譲渡 し､テベロッノL が地権者 として地主 を と17ま とめ開発母体 に在る方法 もある (チ

ベ ロ ッ/;-参加に よる再開発 の応用 ). なお､いずれ の場合に おいて も公Eflは第 三 セクタ-

を設立 し､公EEの取得地部 分につい ては､拠点 的 計画開発 を行 な う｡

民 有 地 公団取得地

(土地区画整理 との関係 )

原地換地 を行 な う場 合に も､地主 を数個 の クルー プに分 け､各 グルー プ構成員をま とめて換

地す ると後 の開発 に便利 である｡飛換地 を行 な う場 合は､ た とえ会社 -の参刀口を希 望す る地主

で も個人名の土地 を無条 件で 中心地区 内に換地 を与 えるこ とは問題が あD､ 共有ない しは共 同

会社 名 とす る必要が ある｡
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長 所 短 所

① デイベ ロツノ,'-の開発能 力､ 資金調達 (∋ 地主 とデベロツノミ-の利益 配分 の問題

テ ナ ント募集能力等の地主 に不足す る資 で トラブルが派生 した り､漸時 デへロツ

質が補塀されるo ･{-主導型にな 9やす く､地主 参加 の意

㊤ 複数会社が成立す ると競争の原理が導 義が薄れ る盛れがあるo

入され質の高V,開 発が期待 できる○ (む 営 利本位に な りやす く､必要施設の充

⑨ 塾に とらわれない自由な発展が デベ ロ 足が保証 されないo

ツノI-の エネルギーの活用 によi)期待 で ④ 原 地換地 を行 75:う場合には､利害 関係

きるo の調整の困難さか ら参加地主が センター
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第 4節 コ ン ペ 型

1. 概 要

(1) 方式 の説明

A方式 :地 主 に趣 旨 (開発 コンペ方式 )を説明 し賛 同を得 た うえで･公EEが セ ンター地

区 を数 ブ ロックに分割 しブ ロック別に参加地主 を確定 す る｡全体の開発 計画の

調整 をld7rった うえで､公団 ､市 ､地主 が ブロック別 に開発基本要綱 (公 共施設

も一部 含め た施設計画､ 施設整備時期､その他付帯す る事項 )を作 成 し中心地

区 の開発 コンペを開催 し参加 デベ ロ ッノ,I-を公 募 し､ コンペの結果応募デベ ロ

ッノ,'-の事業能力､ アイデ7 プラン等 を比 較 選考 の うえ､ブ ロ ック別 にデペEZ

ッバー を選 定す るO

選 定 された デベ ロッパ-を中核 に公団､市 ､地主が ブ ロック別 に現金 出資 に

上る第 三 セク ター を設立す る｡ ブ ロック別の第三 セク ターは ブロック別参加地

主か ら土地 を譲b受け換地 に エbセンタ-地区 に土地 を集 める と同時 に､ 中心

地区 の公団取得地 もブロ ックに応 じて公 団か ら譲渡 を受 けて一体 化 し､ 各 ブ ロ

ックに応 じて公団か ら譲渡 を受け て一体化 し､各 プロ ,ク別開発基本 要綱 に沿

って相互 に競 争 して中心地区 の開発整備 を図 る.

B方式 :基 太的 にはA方式 と同 じであるが､地主 土地 を第 三 セク ターが土地 掌握 す る場

合 に､個 々の参加地主か ら直接譲疫 を受け るのでは な く､参加地主全 体が現物

出資 に 上る土地 保有組合 を設立 し､その共有土地 を ブロック別の第三 セク ター

に賃貸 す る方式 であるO また第 三 セクター- の笹本参加 も組 合を通 じて参加す

るo

C方式 :ブロック別に暫 定的開発基 堆要綱 (施設種類､規模 ､整備 時期等 )を作 成 し､

開発 コ/べ を開催す るO ブ ロック別に応募 したデベ ロッノ｣ の事業能 力､ 7イ

デア ブラ/等を比較選好 の うえ参加地主 は好 みの デ- ロッノ｣ に投票 す る｡

参加地主の多 い順に入選 デベ ロッノ,'- を決定 し､ また開発担 当地区 面積 を確定

す る｡入選 デベ ロッ-I- を中核 に公 団､市 お よび投票 した参加地主 ､その他 民

間企業 に エb第 三 セクタ- を設立 し中心地区 の開発経営主体 とす る｡

第三 セク ターは参加 地主 と公 団か ら土地の譲渡 を受け る｡
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第三 セ クターC の 開 発 第三セクターA の 開 発

区域 区域

第= セクタ-D の 鞘 発 第三 セク ターB の 開 発

土地諸 政



(公団 ･市の役割 )

公 EZ) 市

(D 中心地区の ブ ロック区別 ① =7/ベ基準 の共同作成､特に施設負担

檀) 中心地区 の全体 計画の作 成⑨ 参加地主の とbきめ と参加基 準の作成 の範田Q) 参加地主の とbまとめ と参加基準 の作成 (公E3]と共同 )

(区画室理事英 との関連 )〔A方式 の場 合 〕
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2 当方式 の長 所 短所

長 所 l 短 所

① 中JLI地区 の計画 的開発が デベ ロッバ-

の創 意工夫 を生か した形 で取 9進 め られ

るo

檀) コ/べ方式 に 上り､優れ た アイデアを

選択で きる｡

@ 第三 セク タ-方式 を とる ことに より､

営利施設のほか公益 施設 の一部負担 も可

能

① ブロ ック別の第 三 セク タ- 同 士で競争

させ ることに 上b競 争に よる効塞性 の発

揮 が期待で きる｡

⑤ 開発基本 要綱 の調整に よれ 中心地 区

全体の バ ランスを失 わず に開発 で きる｡

檀) 第三 セ クターは デ ベ ロッノミ-が中核 と

な って運営 され るた め､通常の第 三セク

ターに比 べ推進核 がは っ きb してL̂ る.

⑦ デベロッノて-の賀 金調達 力.外部信用

力 ､経営 能 力等 が導入で きる｡

⑧ 現金出 色に 上るす っき 9した形 で開発

会社 が設 立 で きるD

⑨ - a- タウン事業協 力者 (公 臥 市 ､

地主 )がみ 左中心地区 開発 に関与 で きる

ので公 平の原理 が買ぬかれる｡

① 地主の土地 提供が前提 となるが､地主

が間接 参加 に限 られ る当方式 にの って く

るかは見通 しが困難 であ る｡

(地主か ら メT)ットが少 なtJl)

(む 同一 E]的 の開 発 で第 三 セクターが複数

社設立 された場 合､公 Eil､市 は各 々に出

賢が認 め られ るか

⑨ ブ ロッ ク別開発 の場合 ､共通施 設の建

設管理の仕分けがむずか し くなる｡

(⇒ 第三 セク ター間で競争が激化 した場合

公益的施設､必要 施 設が後追 V,的 に 夜 9

が ちであるo

⑤ 開発 コンペの ブロック別基 礎 の差位 が

その後 の第 三セク タ-の発展性 に大 きく

影響 す るが､基 準 を各 ブロック別 に等 し

く公 平性 が保たれ る よ うに設定す ること

は 困難 であるO

3. 問 題点 の提起

① 地主 の土地 提供の協 力が 得 られ る参加 デベ ロ ッパーが 存在 して初 めて 可能 に なるため､

実現 可能性 の 目途が つ くまでに相当の横 廻 しと調 査 を要す る とい う不安 定性 が残 る｡

㊤ また第 三 セク ター設立後 の地主 の位置づけがむずか しく､配当以外 vc施設 の優 先譲渡等

の何 らかの対価 が必要 となる｡

⑨ 参加 デベ ロ ッパ-が中核 となる当方式 に おいて､開発基 卓に沿 った開発が進 め られ る エ
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うな何 らかのチェ ック機能 を､ /ステム化す る必要がある｡

第 5節 二 段 ロ ケ ッ ト型

1 概 要

センターの共 同開発 に参加す る土地提供地主は･所 有地 を出資 して･土地保有組合 (軸

上 の組合 )を設立 し､他方現金出資に よる株式会社であ る地 元会社 を設 立す る｡株主は土地

提供 を義務 付け られ ないの で､/｣＼規模地主 に も参加機会が与 え られる｡

土地保有組合-出賀された土地 は､組合員の共有名義 とし､土地区画整理 事業に よbセン

タ-地区に飛入換地 し集約 を図 9地元会社 に賃貸す るO

地元会社 は､借地上に商業業務施設等の センタ-施設 を碍設 し賃貸 し､利益 を株主 に配当

す る｡土地保有組合の組 合員で もある株主は株式配当の他組 合の取得す る借地料の配分 を受

ける (出資土地 の見返 D)｡

土地保有組合は土地提供 のためのテ クニカルシステムであ れ 静態組織 としセンター開発

は地元会社 が行 な う｡

公 団､横 浜市等は別途第 3セク ターであるC KXを組 織 し､公 EIl取得地の一部 を譲受けセ

/クー開発 を分担す る｡Cxxと地元会社 の業務分担を適格 に し開発計画､業務運営 に協調

を図 9､両者の緊密 75:関係 を保証す るため地元会社は CKKに株主 と して 出資す る(出色に

よる頃金負担を避けるためCxEが地元会社 に同額 を出資する株式持 合方式 も検討されて よ

し､~lJ
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2. 長 所 ･ 短 所

長 所 短 所

(∋ 主 たる開発 は第 三 セク ター である CXl(

が担 当 し､ サ ブ システ ムの開発 を地元会社

に することに よ9､地主 は 直接 参加 意鼓 も

満た され る うえ､地元会社 を通 じてCXE

に資本 参加 もできる｡

(彰 第三 セ クターで ある CI(Kに よる戦略的

拠点 開発が可能に なる うえCExに よる中

心地区 の基 盤整備 に伴い生 みだ され る人口

の集 秩効果､開発 メ リットに立脚 して地 元

展 で き､運命 共同体的 相互依存 の関係 が強

め られ るO

そ の結果地 元会社 の土地の一部 をCK汰

へ譲渡 または賃貸 す る土地 鼠力が得 られ や

すい｡

@ 多数の地主 の権利調整 ､窓口の一本化 が

地元会社 を通 じて可能 とな 9､CKXに も

地元会社 を通 じて一本化 した うえ資 本参加

が可能 とな る｡

(わ 第 三 セク ター を設立す ることに よ9､事

業 関係者 (公 団､市地元 ) 等 しくセ/ク

ー開発に参加 で きる.

(9 地元会社は ､現物 出 資に よる含み利益 を

留保 した うえで スター トで きるので､以後

の会社 経営 が廉 にな る うえ参加地主 に よる

会社 なので配当負担 の面で も融通 が効 きや

す い｡

@ 土地 保有組 合が 管理組合 とみ な されれば､

地主 が土地 を出指 す る際に非課税扱V)を受

け る可能性 が ある｡

'B 狭小地主 は現金出資 の形 で地元会社- 参

刀□す る機会が得 られ､ 地主 の 参加機 会が よ

9徹底 され る｡

(∋ C EKと地元会社 とで中心地区 の どの地

域 に どん な施設分担 をす るか とい った分野

調 整が最大の問題 とな9､場 合に よっては

競合 に よる幣害 が生 じるO

(む 地元会社 が現物 出資 に よる会社設立 をす

れば､資本金 規模 が大 きくな9す ぎ､ 現金

出資 に よる第三 セク タ- と ′くランスが とれ

な くなるo土地 保有組 合を設立 した場合で

も.そ の間題は回避で きない うえ､共通 土地

として全 員登記の手続 が必要 となる｡

檀) 地元会社が 地主 の総 意 をまとめる力が な

V,と地主 問の利害調整 をCXEが 直接かぶ

る こ ともあるO

(む 地元会社 か らCxKに どの位の土地 提供

が受 け られ るか に よって､地元会 社 とC X

xの 事業規模 ､力関係 が変 って くる｡

(動 地 元会 社､土地 保 有組 合､ CtH(の三 つ

の組 敬化が必 要となるD
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(公団 請の役割 )

公 EZI 請

① 地主 の とDまとめ と協力のための根回し(彰 第三 セクター-の出資 と助成 (∋ 同 左㊤ 同 左

@ 公tj]取得地 を第三 セク ター-譲渡す る ⑨ 第 三 セク ター､地元会社 に対す る雪金

在) 地元会社の セ ンター地区開発の助成援 調達上 の側面援助

助 ④ 地元会社 を指導 して､地元住民の生活

⑨ 第三 セク タ--の運営参加 再建機関に仕向 け るo

3. 問題点の提起

第三 セク ターと地元会社 の分担関係 を明確 に し､ 相互に共存共栄 で きる / ステムを確立

す る必要が あるOその ためには地元会社 と第三 セクターとが相互に株 を持 ち合い運命共同

体的会社 とす るほ か､第三 セクターが地 元会社に不足す る能力 (資金調達 力､テナ ン ト獲

得 力､企画力そ の他の経営 力 )を補 うべ く側面援助 する必要が ある｡
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二 段 ロケッ r方式の他の実例 (参考 )

紀 伊長島 レク .)エー ソヨン祁 'h1-1日確軸

1. 設 立 LI6/ 12/ 20

2, 哲 本 金 100百万円 (公共 40% 民間 60% )

3. 文 挟 (i) レク l)エー ./ヨン教育相将､ L/ク リエーシヨ/大学の 直Jlgi.

(2) 土地祉物 の充lmlt賃やイLtL管酬 介必 〕じll発代行(3) 土木仙薬の設計監理施工.EMIR

(LI) 住宅地 ､遊園地､娯粂胤没の椎骨

(5) 企'iE､喫茶､,1a店､宿泊施設の】経常

(6) 食料Jlh たばこ､石油等の肋充

(7) 粘朽施設､駄irL協の椎′計,LTJFE

(8) その他

4_ 特 徴 (1) Gt1発利益の住民参画､捌萄利点の段元

川 和地所Jfi者中心 の組織

tc,) 地J-C民 (漁民 )の巧本参JJ日か上ぴ地元民会社 (紀伊良lLlJ汎

8.tLZ光㈱ )の設立に 上りRl淵 範相の.灘波一一....海 の閑発Vj:同社

(2) 同ttの主焚農務は堤 駅を受けた上地じ肖発兼務 を土地所有省に対

して代行 し､開発の一体性 を切さす参加 ｣三体 の独自性 告発榔 させ

る 〟式

(3) 地域のイノー ノを代表す るレク リエー ション大学等及び物 品版元

(4) 地元民は軌潔補倍の変形 として L,-} ､.-迎地に伴 う癖洋 レジ1.

-人口の1■lHB'-,k吸収 す る-IP英を.行 うo 〔Rl琵q本は余 りかか らす.

二 二 二 一一 一 ･

(乱 也鎚㌫ )

匝 壷 ヨ ー⊥

†

<開発利益の道元> -

<h6設の売却 ･llrlで>

侭の じ日報

紀伊長島独英糾,i-I㈱

(株 式の 待 ち合い )

1

地上のじil発

対遜執着施殻

漁菜近代化施設

漁業EXJ迩威光施政

直営91英

く枝 y/ホル部#>

<開発業務の代行> ･_ く公共穀ri>

1 棚 好
く企業者の誘致>

く 施設の売LIJ又は11･iT>

川.イ
巳

由

自

白

の

は

設

却

鹿

尤

LILi:利Jn
Inn,三三RへのFc,Bl irlf



第6節 第三セクターの-元型

l 概 要

(1) 方式 の説 明

地主 に当方式 の趣 旨を説 明 し･賛意を得た うえで ･参加地主 を募集 す るo 別途･公 臥

市､参加地主 ､民間企 業に Lb第 三 セク ター (CKX )を現金 出資に より設立 し､参加地

主は第三 セ クターに所 有土地 の一部 を譲渡す ると同時に､公EBの中心地区 の土地 も合せて第

三 セクター-譲渡 す るO第三 セ クターが譲渡 を受 け た土地 については飛換 地に 上D一体 的

に中心地区 へ集 中させ､第三セク ターに よる中心地区 の一 元的整 備開発 を進め るo 参加地

主 には第三 セ ク ターの配当以外 に施設 の優先譲渡 等の配慮 を行 な う○

土 地 の 譲 渡

第三 セク タ-に 上る一元

的開発

(区画整理 事業 との関連 )

地主 には所 有土地の一部譲渡予約 を条 件 に､第 三 セ クター (CKK )に参加 して もらい ･

第三 セク ターは地主 か ら取得 した土地 を飛換地に よ9中JLJ地区 -集 中させ･第 三 セク ターが

公EBか ら譲渡 を受けた中心地区の土地 と合せ て一体的 に開 発す るo



2. 長所及 び短所

長 所 短 所

(∋ 第三 セク ター (CI(K)に よる一体的

な計 画開発が 可能 となる｡

(彰 従 って公益 ､営 利施設 についてバ ラ ン

スを保 って施設整備 され る うえ､中心地

区の オー ブ ンスベ-ス等共通施設 も一元

的に管理 で きる｡

㊥ 事業関係 者 (公 団 ･市 ･地元 )が等 し

く中JL/地区 の開発 に参加 できる ので公平

性 の観点 です ぐれてい る.

④ 施設 の不足 ､重複 がない よう一元的 に

計 画開 発で きる｡

⑤ 中心地区 開発 で結合の問題が生 じない.

④ 会社 設立は現 金出 資に よb土地 掌握 は

買収 に よるため法律的 に も手続的 に も容

易で ある｡

(う 公EfI土地の譲 渡価格 も含めて公 共 (忠

団 市 )か ら03-助 成が最 も得 られやすV,

タイプで ある｡

① 地主 は間接 参加 にな るので地主 の参加

意識が満 た しにくく､ また他 の主体 に開

発 利益 が吸収 され るのでは なVlか とい う

不 満が残 るo

② 従 って地主 の土地譲渡予約が とれ るか

の保証 が ない｡

④ 東三 セ クタ-に占め る地主 の ウエイ ト

が大 きすぎる と民間 企業の進 出意欲 が阻

害され ､′j＼さす ぎる と地主 の敵力が得 に

くく会社の性格 が複雑に な9が らで ある.

④ 一体 的 を計画開発 なの で自由 を発展 の

お もしろ､ /てライ7テ ィーが失 われが ち

であ る｡

(公 EB 市の役割 )

公 団 市

(か 地主 の と bま とめ蔽 力のための根回 し ① 同 左

檀) 第 三 セク タ--の出 環 と助成 (む 同 左

@ 公 団取得地 の農 三 セクターへ の譲 渡 ⑨ 第 三 セ クタ-への運営 参加

3. 問題点の提起

一 元的第三 セクター設立に対 す る地元根 回 しが十分 なされる必要が あ D､協力に対す る メ

リットを具体的 噸 示すべ きであるO一元的 に第三 セクタ- で施設整備 した うえで､参加地主

に施設 譲渡 (地主会社 を設立 させて､地主会社へ 譲渡す るこ とも可 )す るな ど.配 当以 外に

生活再建 措置 と結 びついた手 段 を評ず る必 要が ある｡

また､一元的 第三 セ クターは､公 EE･市 .●地主 民間企業 と思惑の異 なる 4つ の主体の混

成 なので ､当初 にその性格 をは っきbさせ てス ムー ズな道営 が 可能に なる よう配慮 す る必要

が ある｡
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第7節 地 元 一 元 会 社 型

1. 概 要

(1) 方式の説明

参加地主 は土地 を現物 出侵 して地元会社 (C.x･Ⅹ)を設立 し､土地区 画整 理事業に あわ

せて中心 地区 に飛換地 を受け ､必要な場所 に土地 を取得す るO公団取得地のうち公益的施設

用地についてはあるものは公団が建物唾設を行ない､あるものは更地のま 施ゝ設管理主体に譲渡するo

商業施 設用地に つい ては 中心地区 の整 備 に合わせて適時地元会社 に割 賦譲渡す る｡

地 元会社は公 EEの全 面的 支援 の もとで中JLJ地区 を一体 的計画的 に整 備 す る｡但 し中心地

区の 自由な発展 と地主会社 の資金負担の軽液 を図る意味 で､施設分譲 ､土地 分譲 も適宜実

施す る ことも許 され て よい｡
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2. 長所および短所

長 所 短 所

(D 地 主 の中心地 区開発 に対 す る参加 の機 ① 完 全 な民間営 利企業 とな るの で､ ニ ユ

会 が広 く､ 中心 地区 外 の地主 に も与 え ら - タウン居 住者 の利便性 を充分 満足 され

れ､全 体の 共 同開発意 識が充 た され るO る施設 が整 備 され るか感念 が ある○

(彰 地 主 の 自主性 に基 づ いた会社 なの で､ ㊤ 美 大 夜頃産 を抱え た地主 会社 が尤大 在

土地 掌壷 (現物 出 資 )の過 程で トラブル 事 業 リス クを桁 極 的忙負 担 し得 るだ け の

が少 ない で あろ うし､配 当面 での制約 も 強固 な会社 とをi)得 るか懸 念が あるo

少 なho ⑨ 頃 金調達経営 能力 ､外部接 捗能 力等の

④ 現物 出 餐形態 を とる ことに よ9､頃金 面 で 十分 とは言い難 vlo

負 担 が牽 くなb地 価上 昇 が含 み萄産 の増 ④ 公 EEが頃本参加 を してい を いた め､公

加 と して利益 が 留保 され るの で､会 社 と 団 と地 元会社 と関係 が不安 定 で ある○

しては好条件 でス ター トで きるO

(む 土地 を会社 財産 と して保持 して いるの

で､そ の後 の処分計 画 ､土地 利用 計画が

3. 問題点の提起

換 地設 計 (D段階 (仮 換地 の指 定前 )に会社 設立 を行 75:わ ねば な らず ､充分 な準 備期 間 を確

保 し感いO全地主 - の きめ細 か な PRが会社 の 設立上 必 要 であ る｡

公 EB ･市が地 元会 社 を相手 と して､伺 知 に開発計 画 を コ ン トロー ルす るが ､街 づ く りの ポ

イ ン トで ある｡
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第4章 地元会社設立方法の考察

第1節 地元会社設立の二方法

中心地区の開発経営 主体 と して前章 で 7つの ダイ 7■に類型化 しそ の利害得失 を述べ たO

ここでは地 主の共 同開発の意向 ､参加機会の公平性､実現 可能性 等 を勘案 して･地元 共同型

と二 段 ロ ケ ット型の二 つの タイプを選 択 し､各 々の場合の地元会社 の設立 方法 を中JLIに考 察す

る｡

そ こで二 つの タイプについてその特徴 を も う一度整理 してみ る｡

(1) 地元共 同型

① 中心地区D開発 に参加 したい地 主は土地 を現物 出,賢して地 元会社 を設立す る｡従 って参

加地 主は土地提供地主 に限 られ る｡

④ 出管され た土地は港北 ニ ュー タウン区画整 理の換地 に エb中 JLJ地区 に飛換地 し地元会社

の土地 を集約 する｡

⑨ 地元 会社は 中心地 区に換 地された土地 の上 に商業､業務施設等 の センター施設 を建 設 し､

賃貸す る｡

④ 賃貸利益 を参加地主 に持株 に応 じて配 当す るO

㊥ 別途､公Ei]の中心地区取得地 の一 部 を譲受 けて 中心地区 の施設 建設 を行 な う第 三 セ クター

に よる開発会社 (cxK )を発足させ る｡ 地元会社 とC KX とは 頃本的つ 75･が Dは もたず

分離 して開発 を進 める｡

(2) 二 段 ロケッ ト型

① 中心地区 の開発に 参加 したい地主 は土地 を出 驚 して民法上 の土地保有組合を設立 し､ 同

時 に現金 出質に 上る株式 会社 である地 元会社 を設立す る｡

④ 従 って狭小地主 等土地 を手段に参加 で きない地主に も硯金出質に よる地 元会社- の参加

機会は保 証され る｡

⑨ 土 地保有組 合-出 質 された組 合員の土地は換 地 に エb中心地区 に飛換地 し共有化 す るO

④ 地元会社 は中/Lj地区 に換地 された土地 保有組 合の土地 を賃貸 して商業業務施設等の セ ン

ター施設 を建設 し.テ ナ ン トに賃貸す るO

⑤ 地 元会社は賃貸利益 を参加 株主 に持株 に応 じて配 当 し､土地保 有組 合は地 元会社か らの

借地料 を組合員-持分 に応 じて配分す る｡土地保有組 合は共有土地 をつ く9出す ための蘇

態的組 織であ D､実際の センター肖発業務 は株式会社 である地元会社 が行 な う｡

⑥ 別途､公 EBの中JLl地 区取得地の一部 を譲受け て セン メ-の施設建設 を行 を う第 三 セクタ

-に よる開発会社 (C KK )を発足 させ るo C KXは地 元会社は 相互 に株式 を持 合い中心

地区開発につ いて協調的 ､分担的関係 を もつ｡ CKⅨは土地保有組 合か ら土地 を借地又 は

譲受 け る こともある｡

次 に2つの タイプに よる地 元会社設立 を図式 し､その利害得失 を指摘 す る｡
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地 元 共 同 型 (現物 出母型 ) 二 段 ロ ケ ッ ト塾 (土ItR保有組合介在塾 )

メ リ ッ ト (∋ 法人 と しての活動が 可能○ ① 現物 出資手続 を避 け るo

④ 会 社 の資本 と して 自由 に土地 を利用o 檀) 地元会社 の資本金規俳 を押 え る○

処分 できる (土地 が会社財産 となる )o ③ 土地保 有組 合が ク ツ./ヨンとな って地 元会社 の成立

@ 二 段 の手続 が不要. 規模に応 じて弾 力的 な土地提供機能 を果 し うるo

(カ 土地 iTII公料の負 担が ない ので､当初 Arg;配 に しておけ (む 組 合が窓 口とな って契約 ､利益配分 等の Lrjl務処理 が

ば会社 のn担は ないので会社 の立ち上 りが早 い○ 可能 となるO⑤ 組 合央 約 の定め方に よっては組 合の活 動 自体 か な D自由75:迎 蛍 が 可能 とな る.⑥ 土地 所有権 を形式的 に留保 で きる○① 組 合財産 と して､個別組 合員の分割 ､純求処分が禁止 され るので独立性 が保て るo(脱退に 上る金 銭竹節 )⑧ CKK- とノくイブがつなが る (運 命jt=同体 )

デ メ リ ッ ト (D 現物 LLJ.巧手続 を経 る○ ① 組 合山 頂に際 しては昌褒波所得課税 が派生 す る とみ ら

㊤ 諏渡所得が課税 さ れ る○ れ るo

@ 地主 は所 有権 を失 う○ 但 しI:Tr碍 税法 §58条 の交換特 例の適用余地Qj:ある○

(む m本 金が 巨大化 す るD 檀) 代 点者 の代表権が放す ぎる と法人格 な き社Ef)と認め



第 2節 地元会社の設立手順

地 元会社の設 立につ いて ①現物 出頃に 上る地元会社 の設立 (地 元共同型 ) ④土地保有組

合と硯金出資 に 上る地元会社 の設立 (二段 ロケット塾 )の 2つの タイプに分けて､その募集方

法及 び設立手順 について考察す る｡

<現物出賓に 上る地元会社 設立 スケ ノユ-ル> (65ベ ー ノ参照 )

会社設立手順 として ①基本構想 の合意の段階 ㊤設立準備会の発足 と会社設 立構想の具

体化 の段階 ⑨ 募集活 動の段階 ④発起人会 か ら会社設立登記 までの法律的設立 事務 の段階

の 4段階に大 別され るo

l. 基 本構想の合意の段階

① 公団内部 で地元会社設立の基 本的考え方 (地元の共同開発主体 と して地元会社 を設立

させ ､そ の手段に飛入換地等換地上 の優 遇措置を栴ずる｡地元会社の中心地区開発にお

け る位置づけ､役割 と規模を想定 す る )を固め意志統一 を図る｡

④ 公Ei]･市 地 元の三者院議 に エD､地元会社設立の基 本的合意 を とbつけ る｡地元会

社 の設立は飛換地等の換地 上の優遇措置を伴 うので､地元か ら優先飛入換地 の実施 を要

望書 の形 でとD､公Ejは 横 浜 市の意向 も入れ て要望受諾 のための条件 (例えば会社 を通

じて共同で参加す る他bj:飛換地は認め をLnとか､地元会社 の数､会社 の性格､業務範囲

設立時期等の基本 事項 )を提示 し､地元の了解 を得ることによb地元会社の基本的性格

の枠組 みを与 えておき､公団の基本的 考え方に沿 った形 に誘導する｡

⑨ 公団 市は地元会社に果すべ き役割 を協議 し､同時 にCl(Ⅹの関係を固めてお くO

④ 三者 の基本的合意に基 づいた地元会社設立 感想 を発 表す る｡

2 地 元会社の設立準備 会の発足

⑤ 地区別代表者か らなる地元会社 設立準 備委 員を選出 し､設立準備 会を発足 させ るO

地元対 策鼠が各地区の 中立､公正機関であれば､地 元対策脇 を母体に設立准備会を発

足 させ ることも出来 る｡

⑥ 設立準備会は 6)基本問題部会 ㊤事業計画部会 0設 立事務部会 ㊤広 報部会等の

部会に分れて､地元会社設立 方法を具体的に煮つめてい く必要が あるo

⑦ の基太問題部会 では弁盛土､税理士､不動産鑑定士等の専門能力を活用する他､公

EE､市 もオフサー ノ｣ にな って現物 出頃に よる会社 設立に伴 う法律上 の問題 ､税金上 の

問題 ､現物評価の問題等の基 本問題を掘 b下げ て検討 し､設立の際迫漏な き方針を打出

すo特 に現物 出蛍に よる土地評価 の問題は募集 に当 っての最大 の ポイ/ 卜となるので不

動産鑑篭士等外部 専門能力を活用 して､公正 なる評価基準 を作成 してお く必要が ある｡

応募の際の評 価は その基準 に従 うことを原則 とし､出資希望者 との個人的 ネゴは回避す

る｡

評価方法 と しては ､立地､地 目等 か ら性格の類似 するい くつかの-てターンに類 別 し同
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鑑定士 の評価 ､公示価格 etc)に公団の換地設計の従 前地評価指数 簾)を使 って輩 別に

詳細 に決 める方法 とが考 え られ る○現物 出隼に よる評価 の問題は裁 判所 の検査 事項 であ

るが､換地 上の評価指 数 を使えば問題が生 じないと考え られ るので､後 者 の手法 が妥当

と思 われる｡

㊥の事業計画部 分で は会社 の事業 内容 ･会 社 の事業規 模､年 次別の収 支計 画や資金計画等

会社 の事業内容 を具体 的 に煮つ めて い き･会社の事業 自余作 成の基礎資料 を作成す るo

oの設 立 事務部 会では会社 の設立 スケ ノエールを作成 し､ ス ケ ゾエー ルに沿 って必要 とな

る関連書類等を用意 す る｡

㊤の広報部会 では各地区 (又 は町内単位 )に地区 別推進 会 を組織 して･地 元会社設立の

pR､広 報活 動 を展開 し､ また適宜 7ン ケー ト調 査等を実 施 し･地 元住民の意向を把握

す る｡

⑦ 設立準備会 の各部会 の検討結果 に基 づいて硯 物出色に よる地元 会社の設立 方針 を確定す

るo

他 この段階 で公Eト 市 地元の設立準備 会 とで④の基 本的 合意 に沿 った地元会社 の設立 基

本事項 にか かわ る覚書 きを取 bかわす 0

3 参集活 動の 段階

㊥ 設立準備会は募集 要項 (会社設 立趣 意乱 ITi業 目録書､ 出頃 に伴 う評価要臥 募集関連

書類 etc)を作成す る｡

⑲ 設立整備会 の広 報部会が 中ノし､とな り､募集要項 を もとに､地区 別説明会 を開催 した り･

pRノミ/フレ ッ トや広報ニ ュー スを配 付 した b･広 告展示 ･ス ライ ト等の手 段 で地元会社

設立 募集 要項の周知徹底 を図 る｡

⑪ 十分 な広 報活 動を経 て ､地主 名 簿記載の全地 主 に出 債募集 の正式 書 類を送 付 し･応募期

限 までに応募書 類 を回付 させ るO 確実 に全 地主 に配達 した ことを証す るため (参加機会 の

公 平性 )配達証 明に 上る郵送 (配達 証明料差出 しの際 70円 ､差出 し後 120円 )方式 を

とるの も一 法で ある,,さ らに内容証明ま で付ければ内容証明料 として､謄本 1枚 につ き

100円､1枚 増す こ とに 50円の汽用が加算され るo

㊥ 期限 までに応募 のあ った ものにつ L-て集計 し､評価基 準に従 って評価 した応募規模が 予

琵規 模 を下 回 っている場合は ､応募規 模 に予を規模 を圧 縮 して貿本金 規模 と し､逆 に上回

ってい る場 合は､予定規模 にな る よう応募規模 を圧縮 して割 当て る必要があ るoそ の場合

の調整 方法と して ④応 券飯に比例媛分 して調整 す る方法 ㊥平均 募集板 を上回 った者に

っ いてのみ調整 す る方法等に よる｡ (詳 し くは募集 に係 る問題点参照 )

⑲ 以上 の結果 ､硯吻出費予定者 の名 前 と出賀土地の場所 ､ 面積 等提供土地 が確定 され るo
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4 法律的設立事務 の段階

現物 出賓に よる株式会社 の設立 の場合､現物出賀予定 者 が全 員発起人 となる必要が あ b､

いわゆる変態設立に 上る発起設立 である｡以後 の会社設立 の法律的事務手続 の詳 細は後述 の

現物 出質に よる変態設立手順 を参考 とされたho

<土地保 有組 合の設 立 と現金 出質に 上る地元会 社の設立 スケジ1一ル>(68べ- ノ参照 )

①～⑥ ①の公EE内部 の基本的考 え方の統- か ら㊥ の設立準 備会 の発足 までは 1の現物出資

に 上る会社設立手順 と同 じで ある｡

⑦ 設 立準備 会の鹸討結果 に 上9､二 段 ロケ ッ ト型 の土地保有組 合の設立 と現金出蛍 に

よる地元会社 の設立 方針 を確定す る｡

勧 公 臥 市､地元 の設立準備会 とで④ の基本的 合意 に沿 った地元会社の設立基本 事項

にかかわ る覚書 きを取 bかわす｡

⑨ 設立聾備 会 は土地保有組 合設立事務 局 と地 元会社 設立事務 局 とに分れ て設 立募集 要

項 を作 成す る｡土地 保有組 合の関係 では組 合事業 の概要 ､出 費 に伴 う評価要項､組 合

規約 の大網 (将来 の組 合契 約の素案 )､募集要項 等を作成 し､地 元会社の関係 では会

社設立趣意書 ､会社 概要 ､募集 要項等 を作成す る｡ また要項 の作成 に当 ってt土地保

有組合 と地元会 社 との 関係 を明記 して お く必 要が あ り､特 に土 地を出侵 して組 合-秦

加 す る地主 と現金出貿 のみ で参加 する地主 との地元会社 の持株 ンェ7- については予

め決 めてかいた方が よい｡

⑲ 設立聾 備会 で は地区 別説 明会､PR,;ンフ L,ソ ト､広報 ニ ュー ス展示 等 の手 段 で土

地 保有組 合 と地 元会社 との募集 要項の周知徹底 を図る｡

㊥ 十分 を広 報活 動を経 て土地 保 有組 合設立事務局 では地主名 簿記載の全地主 に漏れ な

く土地保有組合の 易集 申込 書 を正式 に送付す る (配達 証明郵便等 )｡ 同時 に地元会社

設立 事務局 で も株式 募集 の割 当て基準 のため硯金 出賀 申込 予定額 を各地主か ら申告 を

受 けて お くC,

⑲ 土地 保有組 合- の出 資応 募嶺 を集計 し､応募規模が予定規 模を下回 ってい る場 合は

応募規嘆通 Dに､上 Lgってい る場 合は 予を規模 になる よ う割 当て調整 する｡調整 の方

法は lの現物 出蛍に よる会社 設立 と同様の方法C,

q3) 調整 の精巣 ､土地保有組 合-の参加地主 (組 合 員 )の名前や出 頃土地 の場所 ､面積

等提供土 地の元 地が確定 す る と同時に組 合 における持 分比 が決 定 される｡ 土地 の評価

故は 1の 現物 出 資に よる会社 設立 と同席の 評価 基哩 を予 め作 成 して おきそ の基 準に よ

る｡

qb 組 合員は創立総会 で組 合規 約 を作成 し組 合組 我､運営機構等に つい て も全 員で合意

す る｡ これ ら規約等の東 は予め設立事務 局の案 を引継 ぎ修正 し正式決定 す る｡
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⑯ 土地 提供地 主 (土地 保有組合 の組 合員 )で地 元会社 -現 金出 資 も希望 す る者 が中心

とな b地元会社 の設立発起 人 となD地元会 社設立 の法 律的設立事務 を進め てい く｡

⑯ 発起人会 で定 款を作 成 し認証を受 け る. 発起人で ある土地 提供地主 の株式引受額の

払込 み発表金に対 するシ ェ 7-は予め募集 要項で壱 めた範囲内 とす るO

㊥ 定款 認証後､硯金出 資に よる参加希 望地主 の株式 募集 を行 な うが ･募集 に当っては

資本金 か ら⑯ の発起 人の株式引受額 を差 引い た残 りを⑪ で徴求 した 現金出 賀 申込予定

額 に基 づいて割 当て､その割 当額 で 申込 ませ る○但 し応募辞退 を予想 して募集額 に満

た ない場 合は 肩替 わ bして申込 みをす るダ ミー を決めておいた 方が安 全で あるo

⑯ 現金出資に よる株式会社 の募集設 立手続 については現金 出資に よる募集設立芋版 を

参考 とされ たい｡
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発起設 立の手続 (変塘設 正の場合 ) 募集 設立 の手続 (現金出現の協合 )



<現物出 資に 上る変態設 立手 順>

(1) 発起人会

① 発 超人 7名 以上 (168条 )

④ 現物 出賀者 は全 員発起人 (168条 2)-･･.混合出環 (現物 ･現金 の混合 )は 困難 であ

るか ら現物 出資者 のみ発起設立 とな るO

⑨ 発起人総 代 (社長予定者 が多 い )の選 出

(i) 定款 の作成

⑤ 法定 事項 では ないが株式会社 設立契約 書､事業 ｡諭吉 等を訂 雲監 憲 莞 も霊 芝

㊥ 発起人会議事 録の作成

(2) 定 款の作成

変 態設立事項は定款 に記威 しなければな らない｡ 従 って硯物 出蛍 をなす者 の氏名､出資の

E的た る財産 および価格現物 出役者 に対 して与 え る株式 の額 面､無街 面の別 ､種類 お よび数

を定款 に規定 しなければ なら75:ho (168条 1項 5号 )

(3) 定款の認証

公証 役場 で認証 (予め事前打合せ しておく)

を款は 4部 (原 本 -会社 保存用､正 本-公証 役場で保存 勝 本-検 査役場選任 申請用 設

立登記用 )定款認証は代 理人が発起 人全 員の定款認証の委 任状 及 びE[鑑証明 書 を添 付 して 申

請｡

(4) 現物 出賃の株式 引受け

現物出饗に よる株式 引受けは定款 の効 力発生 (定款認証 )に よって効 力を生 じるの で株式

引受 けにつ き書面作成 は要 し食いが通常Iji発起人の 呪物 出費に よる株式 引受証 (引受 株式 数

と現物 出賀財 産 日赤記載 )を発起人総代 -提出す る｡

(5) 現物 出色LZ)履行

① 現物出賀 者た る発超 人は払込 期 日に出資 の目的財産全部 を新会社に給 付す る｡書面上 の

手続 は 3 現物 出 賢財産給 付請求書 (発 起人総代- 出雪者 )

㊥ 現物出 頃財産給 付書 (出負着-発 起人総 代 )

0 出賛財産引受受領 書 (発超人総代-出 埼者 ) の形 を とる

(彰 金 銭出 頃の際 の よ うな払株 取扱場 所 の制限 は ない｡

⑨ 所 有権 移転登記は会社成立後 で よいが (172条 )登記に必要 な書 類は ､払込 期 日にお

いて 発起 人に引渡 され るo

④ 現物出 饗が払込 期 日において現物 出資の全部を給付 しない場合､p-徐､失権 手続 きは行

ない えない｡発起 人は強 制執行 に よってその給付 を強 制 しなければ な らない｡

給 付がで きない場合は発起人全員の 同意に よb定 款を変更 し他 の現物 出頃- の切替 えが

なされ れば設立手続 きを続 行 で きるが､定款変更が 認め られ ない場 合は会社 は不成立に終
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(6) 取締 役 監査 役の選任

現物 出資 のE]的 物 の全部 の給付が完 了 した ときは､発起 人は遅滞 な く1枚 1議決権 の原則

にエ b発起人全員の議 決権 の過 半数 に よb取締 役お よび監査役 の選 任を行 な う｡ (170粂

241条 1)この決議 は会合に よらず書 面､持 回 少の決議 で エh o (発超人会 議 事録Z)作成)

累積 投票の制度は認 め られ ないo

(7) 代 表取締役の選任

取締役会 の開催 (取締役会議 事録の作成 )O

(8) 裁 判所 に検査 役選任 申請

代表取締 役 はそ の選任後 遅滞 な く検 査役の選 任を裁 判所 に請求 し75:ければ在 らない｡

(173条 1)申請は検査役選任 申請 書 に よる｡ 申請人は 代表取締役､ 申請代 理人は弁 識士

が普通 ､申請先 は管轄地 方裁 判所民 事部

添付書 類 oj:定款勝本一過 ､取締役 お よび監査役 ,D選 任 を証す る発起人総 会議 奉還 1通､委

任状 1通

(9) 検査役 の選任

裁判所 は弁 護士 ､鑑定士､そ の他の利害関係の ない適 任者 を検査 役に選任す る,, この検査

役の 報酬は成立後の会社 負担 とす るo

qQ) 検査 役の調査

検査 役は現物 出頃の E]的物 の全部の糧庇の ない給付が あ ったか ど うか を調 査 し結 果 を書 面

(検査役 の調査報告書 )をもって裁 判所に報告す るO (173条 l )

醸査 役の調査 報告 書に添 付す る書 類は定款一通 t現物出笹の E]的 た る物件 評価書一過株式

引受証写 Ⅹ通 ､現物 出頃の 目的た る財産引疫書 x通 その他変 改設立事項 (例えば設立菅 田

計算書 etc)があればそ れを証する讃類 0

8i) 裁判所 の 承認の場 合､定款変更の通告 の場 合

検査役 の調 査報告 を うけた裁判所は正当 とみれば承 認の通告 を し､設立登 記へ進め る｡

変態設立 事項 を不当と認めた ときは発起 人た る現物 出 資者 お よび取締 役の陳述 をきいて理

由を付 した決定 呑も って変態 設立 事項 を変更す る裁判 を行 を うことが で き､その変 更 を各発

起 人に通 告す る｡ (173条 2 非訟 129条 12)

この変更は ､現物 出質の E]的財産が過大 に評価 された出貿者 に与 える株式政 を正 当な評価

値ま で減少 した b発起人の特別 利益 ､報酬､会 社 の負担すべ き設立 費用 の缶 を不 当と して.

これ を減少 する ことである｡ (当会社 の場 合は現物出 賢の過大評価 が問題 となる. )

任う 変更 の通 告 に従 う場 合

裁判所 の変更通告後 2週間以 内 に株式 引受 け を取 消 した発起 人がい ない場合は ,定款は通

告 通 Dに確定 し設立 に威 して発行す る株式総数 も当然 に変更され る ( 173条 4)
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この場合の定款変更は公証 人の認証を必要 としなho

変更後の払込資本金蔵 の威少に よD定款所定の綬権枠が設 立に癒 して発行する株式総数 の

4倍 を こえる場合は発起人全員の同意を もって痩権枠の変 更を し設立手続 きを続行で きる0

89 変更の通告 に従 わない場合

裁判所 の変更を不服 とす る発起人が ある場合は 2週間以 内にそ の株式引受 けの全部又は一

部を取 消す ことが出来 る｡ (173条 34 )

株式引受けを取消 した発 起人が あるときは所要の定款 変更 の手続 (定款記故の現物出 役者

の叔少､頃本金飯の叔少 )をへて設立手続 を続 行 できる (173条 3)が定款変更について

発起人全員の同意 〔発起人会 に於ける宅款変 更決議 書 〕が得 られ ない ときは会社は不成立に

終 る,.夜お冠鼓変更が行 われ る場合は公証人の認証が必要 とな る｡

84 設 立 登 記

設立登記の 申請期間は次 に掲げ る日か ら2週 間以 内とす るo

① 検 査 役の調査 報告書に基 づいて裁判所が変態設立事項を変更 しない ときは検査 役の調査

報告書 を取締 役が受領 した E]O

④ (1) 変更処分 を行 ないその通告 か ら2週間以内に株式 引受け を取消す発起 人が いない とき

は､通 告の日か ら2週間揺過 した 昆 (188条 ､173条 4)

くロ) 又裁判所が現物出笹に よる株式 引受け を変更 しこれに応じて発起 人が定款を変 更 した

ときは その定款変 更について公証人の認証 を受けた 日D

⑨ 株式 引受け を取 消 した発起人がいた場 合これに応じて発起人が定款 を変更 し設 立手続 き

を変更 した ときはその手続 き完了の 日O

設立登記は通 常司法書司に委 任す る｡

設立登記申請 書 1通

※定 款 (勝本 ) 1通

株式 の引受を証す る書 面 X通

偵査役の調査報告書 及び付属書類 X通

検査役の調査 に関する裁判の勝本 1通

取締 役及び検査役の選任 決議書 1通

取締役会議事濠

取締役 ､代表取締 役 および監査役 の就任 泰諾書 X通

委任状 1通

※原始毒針 i公証人の認証 を うけた ものが必要であ るO裁判所の決定 (172条 2)に

ょって定鼓変更が行われた場合を除 き定款 変更 について も公証人 の認証が必要 である｡
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第 3節 地元会社設立 におけ る諸 問題

地元会社 設立に おける諸 問題の うち ①地元会 社の土地 取得 の方法 とそ の問題 ④ 出現に伴

う課税上 の問題 ⑨ 募集上 の問題点 ④ 地元会社の株 主構成 の問 題点 ⑤ 脱退 ､解散対策の 5

点 について若干考 察 してみ たい0

1 地 元会 社 の土地取得 の タイプと問題点

地 元会社の主 たる業務は出頃 され た土地 に センタ-施設 を埋設 し題号管 理す ることで ある

とす るなら､地元会社 が いかな る方法 で センタ-の土地 を収得す るかは重 要 な問題 であるO

第 1の方法は地主 共同型の地元が土地 を出 資 して株 式会社 を設立す る タイ プで あ D､第 2の

方法 は二 段 ロケ ッ ト型の地主が土地を出 質 して民法上の土地 保有組 合を設立 し､別途現金出

資に 上る株式 会社 を設立 して土地 保有組合 との間で土地 の賃 貸借契 約 を結 ぶ タイプであるO

各々のタイフに 上る課税面や契約主体 .登記方 法､利益 の配分 ､業務組 織等の差異 について

述べ てみ るo (第 3の タイプの共有土 地介在型 とは土地 保有組 合介在型 で土地を組 合財産に

せず地主 の共 有 とした場 合である )
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土地 保有組 合の業務執行 (タイ プ 皿)

組 合契 約の変更

組 合員の加入.除名 (組合契約 に ない場 合 )

業 務執行組合員の解散

組合の解散

共有契約に 上る業務執行 (タイプⅢ )

対外的契 約

共有者何 共外伺名代理人 × >x

共有著名 連記



2 課税上 の問題点

地主が地元会社 を設立す る ケース で ①土地 を現物出 資 して会社 を設立す る場 合 (地元共

同型 )は明 らかに譲渡所得税 が課 せ られ るが ④ 地主 が民 法上 の土地保 有組合を設 立 し組合

財産 として出 発土地 を共有す る際の所 得税 について は国税庁の見解 では組 合へ の出質は土地

の共有 であD､共有は原則 として譲渡所得税 が課税 され るとみ なけ れば な らないが所得税 法

§58の交換 の特例措 置の条 件を満せ ば､非 課税扱 いの可能性 もあ としてい るO但 しこの場

合 も民法上 の組合 といえ ども組 合の代表者 の権限 を強 くし､各組 合 員の個性 を超越 して営 利

活 動を営 めば､税 法上 か らは法人格 な き社Ejjとみ なされ ･株式 会社 -土地 を出資す るの と実

体的 に同等 とみなされ課税され るおそれ もあ D､土地保有組合の組織づ くDの如 何に よb課

税関係 も異な って くるとみ られる｡

二段 ロケッ ト型 の土地 保有組合 の設立 動機 が ①出 頃の際 の非課税扱い等課税 問題 か らの

理由 と､㊤ 地元会社 賓本金規模 を押 え る便 法及 び ⑨現金 出頃者に も参加 の機会 を与 え るた

め土地 保有組合 と現金出資に 上る株 式会社 との二 元 ステ ップを踏 むの 3点にある と考 え られ

るが､土地 保有組 合- の出頃の際､課 税扱 い とされれば土地 保有組 合 を介在 させ る メ 1)ッ ト
l

が大幅 に耽 少す ることになろ うO

課税上の考 え方の整 理をす ると

問題 1.

地主 が土地 を出 督 して組 合契 約 を締結 し､土地 保 有 を共 有 す る際 の所得課税 につ い

ては結論 として譲渡所 得が発生 する もの として課税対 象 とな Z'O〔国 税庁の見 解 )

考 え方 1.

組 合への出 資は､組合財産 として組合員の 共有で ある｡ 共 有の課 税上の考え方 として

は､各組 合 員が 相互に土地 を交換 した とみ られ ､交換 は課税 上全 く等価交 換 の場 合に も･

交換の際 ､利益 の実現があった とみて課税す るのが建前 である0

課税技 術的 には提供土 地の時価 評価旗 と挿価 (簿価が わか らない場 合は時価 評価額 の

5% )との差額が譲渡益 とみ なされ税 墓に基 づ き課税所得 が算出され る ことになろ うC

但 し､所得税法 §58の交換の特例措 置の適用 を受け る余地が あ れ この場 合は課税

され ないo

(1) 全 ての組 合員が 1年以上 有 してい る ことD

(2) 交換前 の用 途 と同一 用途に供す る こto(宅地が あれば全 て宅地･山林 であ れば 全

て山林 )

(3) 取得 督産 と譲渡 頃産の価額の差倭 は 丁岩 を超え - ことD

(4) 確定 申告書 を提 出 し､そ の適用 を申請する｡

上記 要件 の うち(1)(3)(4)は 満 たされ る ((3)について は共有 におけ る交換は等価交換 )

(2)の要件 を満す ため
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例 えば

① 出 資対象の元地 の地 E]菅統一 す るO (山林- 宅地 に変更手続 を とっておく)

④ 飛換地 で セ ンタ- に換地 を受け てか ら共有化す るO この場 合はすべて宅地として統→

化す るが飛換地が個 有名義 で入って くる こと及 び組 合設立が換地後 にをること等 で問

題が残 る｡

考 え方 2.

従 前 の土地 を処分 して新 らた に全 休の土地 の持 分 を樽た ことになるD

もし組 合が営 利事業 を営 みかつ組 合代表者 (理雷等 )の権限が強 く独立的 に業 務行為 を営

む とす れば ･形式 は民法上 の組 合であ って も法人格 なき社Ej]とみ なされ ､法人税上 は納税主

体 とみ をされ ることに在る. この場 合･税 法上 か らは一種 の株式 会社 と同様 .地 主 は土地 を

出督 して株式 とい う証券 自体は なVlが これ と同様 の権利を得 るわけ であ るか ら､土地 を出頃

して株式 を得 た場合 と同様 に譲渡所得課税がか か るもの とみ るのが税 法上 公平である,

考 え方 3

組 合- の土地 出頃 は土地 が持分権 に変換 した ものであ D､交換そ の ものでは をいが ､交換

の変 型 とみる ことが で きる｡

譲渡所得課 税 の譲渡 とは所有権 の移転 が原因で あれ この交換の変型は所有権が移転 され
＼

る取引 とみ なす ことが出来 る

但 し､組 合- の出 管 について非 課税 説 もあるO

民法上の組合は法人格 が な く各組 合員の共有 であ D､所 有権 の移転は 夜いとみ られ る｡従 っ

て共有 (組 合- の出餐 )関係の発生 時点 で譲渡 所得 問題を考 えな くて もよく､利益 が実現 し

た場合 に各組合員の個 人所得 と して課税され るのが 本筋 であるO

問 題 2

組 合に関す る課税 関係 について

① 組合 自身 の法人税適用 の有無｡

(彰 組合 の組 合員に対す る利益配分 の課 税

に対す る考え方 と結 論は以下 の通 Dである｡

課税関係



(1) 法人税 法の考 え方は

民法上 の組 合 (任意組 合とい ってい る ) 各組 合員個 人の所 得 と して課税 ｡

組 合 自身は納 税の主体 となb得 ないO

法 人格 な き社 Ej] 法人税の納税主体 とな る｡適用 は法 人

と同様 であ るO

(2) 任 意組合 と法人格 な き社団 との相違

法 人格 な き社 EE- 法人でない社 団で､代表者又 は管理 人の篭 めが ある もの､ 多数 の

者が一定の E的 な達成 す るために結 合 したEil絵 の うち法 人格 が な

く､単 なる個人の集 合体 でな く､EE体 と しての組織 を有 して統一

された意思の下にその構成 員の個 性 を超越 して活動 を行 な うもの｡

任 意 組 合 一 複数の 当事者が出資 して共同の事業 を営 む こと を約束す る債権契

約 たる組 合契約 によって作 られ る一種 の団体｡

組 合財産 は総組 合員 の 共有 とな るが 各組 合員はそれ に対 して持分

権 を持つ. しか し単 な る共有 とは異な17､持 分 の処分 の禁止 ､組

合財産 の分割禁止等､ ある程変の組合財産の独立性 が存す るO た

だ社団の よ うに構成員が社 EB財 産に対 して個 有の持分権 も財産 管

理権 を持 たないの と比戟 す る と財 産の独 立性 は少ない｡

(3) 本件 の組 合 をど うみ るか

法 人税法 も民法上 の組 合の存在 を認めて L̂るが､税法上か らは､人格 なき社 団 と任 意

組 合 との差異 は実体 面からみて仮に組合形式 を踏んで も事実上組 合代 表者 の権限が強 く､

各組合 員の個性 を超越 して営利活動を営 めば法 人格 な き社団 と して納税主体 とみ なされ

る おそれ が あるo従 って税法か らも組 合の取扱 い を受け るには ①組 合た る ことを強調

㊤組 合員の持 分 を明示 ⑨ 代表 者 の代 表権 の稀薄化等の措置 を講ず る必要があ る｡

ただ組 合は事実 上 の トンネル会社 で収益 はすべて組 合員に還付 されれば 法人格 な き社

EEとみ なされ て も実 質的 には差異が夜 L̂といえ る｡

任意組 合 とみ れば地元会社か らの賃貸料 は各組 合 員の不動産所 得 となる｡

法人格 な き社団 とみれば 雑所得

問題 3

土地保 有組 合が地 元会社 に土地 を 賃貸 した場合の課税上 の問題点

(1) 地 元会社 については ､低 く借bた場 合み な し課税 され る (支払 うべ き権利金 と実 際の

権利金 との差額 を贈与 とみ なされ 課税 され る )

支払 うべ き権利金 - (土地 の地価 一通常収受すべ き権利金 )x

(地価 一実際支払 った権 利金 )×賃貸料
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みな し課 税 - (支払 うべ き権 利金 -実際支払 った権利金 )x法 人税垂

(2) 土地保有組 合につ いて は､税 法上任意組 合 とみ なされ れば納 税主体 ではない｡

税 法上 法人格 なき社E3とみ なされ れば納税主体 で あるが利

益 (会社 か ら受け る賃料 -組 合員- の配分利益 )が 出ない

上 う組 合員- 配分すれば課税 され たVlo

(3) 組 合員に つV,ては､

- ･･ ∴ 一 一 一 ㌦ - .

権 利金 について- 長 期譲渡所 得
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3 募集 に係 る問題点

地元 会社 の募集の 問題点 と して ① 募集対 象 ④ 募集条件 ⑨ 募集 の方法 ④応募敬の調

整の 4点 をあげ､整理す る.

(1) 募集対 象

地元会社 の募集対 象は募集 直前 の公EB区画整理施行 地区 の地権者 名 簿記載上 の地主 とす

る｡

(2) 募 負条件

募集条件 としては ④地元 共同型では土地 に 上る現物 出頃､二 段 ロケッ ト型 では狭小 地

主 (例 えば換地前 で 100坪以下 の ため換 地後 には自己居住宅地 しか生 み出せ ない地主 )

を除いて土地 保有組 合へ土地 を出侵 して組 合員に なることO㊥出 資土地 の評価は評価 委員

会で篭めた客親的 評価基準 (例えば区 画整 理の従前地換地指数 と不動産鑑定士 に よる地点

評価 とか各筆別の評価版 を出す )に従 うこ と｡ (評 価基準 は予 め コンビユー ク~に入れ て

ぉき､各地主 の出頃面積 か ら自動的 に出 管嶺 が算出で きる よ う71ロク ラム化 してお く)

o応募旗が予定希望額 を上 回 った場合の割 当て嶺 につVlては予め篭めた基準 に従 うことo

㊤出頃土地 の最低規模 及 び最高規模 等 を篭 めて か くO

(3) 募集 の方法

募集方 法は設 立準備 会 が対 象全地主 に配達証明郵 便で募集通知 をし､応 募期 日迄 に応募

ムにする必 要は な く､ コ/ピ1- メ-処理 を可能にす るため カー ト化す るのが便利 と考 え

る ( カー トには応募人の名前-住所 及び出頃土地 の場所 ､面積 等 の欄 を設け る )また正

式 な募集期間 (各地主 に募集 通知 を し回答を受 け る迄の期間 )は事 前に募集 の広 報活動 を

十分 しておけば 1カ月程 度で よい と考え る｡

を算出 し.応募規模 が券集 予定規模 を上回 ってLnる場 合は ､予め定 めた基 準 (割 当て プロ

グラム )で割 当額 を貸 出 して各地主 に通 知す る.

(4) 応 募数 の調整

応募規模が 募集 予定 規模 を上 回 った場 合の調整基準 と して

① 応募復 に比例 して圧縮す る方法 - この方法だ と少額 応募者 の規模 をさ らに圧縮す る

こ とにな D､一見公平だが ､少額 応 募者 に不利 な方法で ある.

④ 募集予定規模 を応募人数 で際 して応 募人一人当 Dの平均割 当復 を算 出 し､応 募額が 平

均割当額 を上回 った応募者の応募頚 をEE縮 す るO

④ 土地保有組 合- の出 餐 シ ェア一に比例 して割 当てるo (二 段 ロケ ッ ト型の場 合のみに

適用 可 )
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応 募 規 模 の 調 整 方 法

応 募 人 A B C D E F G H 】 ∫ % &5,500450045004,500

応 募 額 10tー 200 300 400 5f)0 600 700 800 900 10()0

割当徳 比例割当法 82 164 245 327 409 491 573 654 737 818器 量 豊 吉 10ー) 200 300 4lーα 472 517 560 606 650 695

同 B 1ー)0 200 300 40() 500 600 600 600 600 60()

(設例 )応募額 5･500･応募人 10人を 4･500の募集予定額 に修正する方法

〔1〕 比例割当法 応 募額 × 4,500
5,500

〔2〕 平均以上調整法 1人当 b平均割当敬 450を下回る靴 応募額 を割 当額 とし上

回 る者を以下の方法で修正 する.

① ① 平均応募額 を下Lglる分の合計 (A-Dの合計 )I-1000

④ 平均応募額 を上 回る分の合計 (E～Jの合計 )-4.500

⑨ 同 割当飯 の合計-㊨ -① -4,500- 1,000=3.500

④ 平均割 当額 ×上回 る人数 -450x6-2,700

割 当額 =平均 割当額 (450)･(応募臥 450)x㌫ 芸
⑬ ⑤ 平均応毅額 を上回る者の割 当て平均1-⑨ 丁6-583

⑥ 従 って応募人 Eは応募額 を割当街 として F～Jについ て均一

割 当 (軍 -06000 )

4･ 地 元会社の株主構成の問題

地元会社の株主構成 の問題は ① 地主以外 の第 三者 を株主 とすべ きか どうか ㊤地主 相互

間の株主構成 を ど うす るかの 2点 につL̂て地元 共同型 と2段 ロケット塾の 2つ の塾につV'て

検討す る｡

(1) 現物 出資型 (地 元共同型 )

土地 を現物 出質 して地元会社 を設立す る塾はt土地提供が株主 となる前提条件 であるか

ら･狭小地主等土地提供 の余裕の なL̂地主は事実上 参加機会を失tJへ 大地主 を中ノLとした

会社 が設立 され ることになるo iた公臥 横浜市が土地 を現物出資 して株主 となることは

前例 もな くまず困難 と考え られるので､株主は地主 のみ で構成 され ることになろ う｡

地主 相互間の株主構成 は原則 と して応募額 に比例 して決 まろ うが､-地主の個人的色彩
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が強 く出ない よ うにす るた め には･ ノ工7-の最 高限度 は設 け てお小 た方が 良いo (但

し出資希 望地主の数が少 なければ 自ず と-地主 の /ェ7- は高 まるこ とになるので 7 ン

ヶー ト調査 等の事前調査 で予め出萄希 望者 の概 数 を把握 した うえで /-7-限度 を決 め

る ことになろ う )

(2) 二段 ロケ ット塾

① 地主 が土 地 を出頃 して民法上 の土地保 有組 合を設立 し､別途 ･現金 出資に 上る株式

会社 (地元会社 )を設立 し､前者の土地 を後者 が借受 けて セ/ クーの開発 を共同で進

めて い くもので この場 合､地元会社 の存立基盤は土地保有組 合か らの土地 提供 (賃貸 )

が あ って始 めて成立す る関係上 ､地 元会社 -現金出 頃す る株主は原則 と して土地 保 有

組合参加地主に限 る とい う条件 をつけて お くべ きと考 え るo地元会社 へ の現金 参加地

主が 多 くて､土地保 有組 合-の土地 出色地主 が少 なLnと･地元会社が設立 された もの

の事業基 盤が担保 されず に セ ンタ-土 地の 共同開発 とい った理念 も実 現され浸 くなる

おそれが あるo

㊤ ただ二 段 ロケッ ト型 の利点 の一 つは･土地保有組 合 とは別に地元会社 を現金出色 で

設立す る ことに より狭小地主 等土地提供 の余裕 のな い地主に も出 頃機 会を与 え ること

にあ D狭小地主 のための割 当枠 を用意 してお く必要があるが､珠主 上の メ リットは､配

当期待 よDも参加意 識 の満足等精神的 要 素 と転 業対策 としての地元会 社 とのつなが り

に意義があるとみられるし､前述 の通 り地 元会社の運営 は土 地提供地主 の意志 を反映すべ

きと考 えるの で､現金 参加地主 の シェ7-は累積 投票請求権が得 られ る 25% を限度

とすべ きと考 え るO

⑨ 従 って土地 保有組 合- の土 地 擢供地主 (組 合 員 )で地 元会社 -現金出 頃を希 望す る

者が 地元会社 の発起人 とな 9-rE枠 (例 えば 75% )を引受け ､残 Dを現金 出資地主

の募集枠 に篭 め る方 法が考 え られ るO

た だ発起人は定款 に記載 される関係 上 ･発起 人の数 は余 り多 くしない方が得策で あ

D､該当者が 多い場 合 は組 合-の土地出 賀規 模 に よる選択基 聾 を設け てか く必 要があ

ろ うo この場合､募集枠 とは発超 人に な らなか った土地提供 地主 (土地 保有組 合の組

合員 )と現金出頃 のみ に 上り参加 する狭小地主 (非組 合 員 )との合計枠 とな るo

④ 土地 保有組 合-の出蛍は組 合利益 に応 じた配分 に よ れ 地元会 社- の出頃は利益 か

ら持株比に応 じた配当 に よ9還元 されるので､土地保 有組 合 と地 元会社 とが コマー /

ヤルへ- ス (土地 の市場 ベー スでの賃貸借契 約 )で リンク してい る限 D､ どち らに ウ

エイ トを置いて出資す るかは地主 の判断 に任すべ きと考 え るが､地元会社 の応 募規模

が 募集 規模を上回 った場 合の調整 方法 と して･土地 保有組 合- の出賀規模 に リンク し

て副 り当て るの も一法 と考 え る｡

⑤ 現金 出頓に より設立 され る地 元会社 と窮三 セク ターに エD設 立 され るC l(E とは株
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式 を相互 に持合 うことになるがCX Xの地 元会社 -の持株 比墓は※ 10%程度が 目途 と

思 われ る｡ (※筆頭株主 としての ンエ7- )

また住宅公 臥 横浜市 も港北 二 ユー タウンの事業主体､行政主体 と して地元会社 を ')

- トす る形 で出資す る ことも出来 よ うが､CxK-出 驚す ることに 上bCxKを介 した

間接 参加 に とどめ るこ とも出来 よ う｡ (特に住宅公 EEqi国 L,ベルの機関 であるため､地

元会社 等の地 元 民の開発会社 に出 賛する ことは 困難が伴 うと予想 され る )

㊤ 仮 少に公臥 市が地 元会社-出頃す る ことになれば地元 会社が窮三 セクター とな D､

別途第 三 セクター として設立され るCKIこの性 格規 定が困難 となろ う｡

◎ 土地 を提 供 したV)狭′｣､地 主等 の現金 出頃の株主数 が著 しく多 くなる場 合は､持株 会

(組 合 )を設立 して持株会 を通 して地 元会社 -出 督する途 もあろ う｡

J8 独 株 主 相 少 数 株 主 fTi
10 % 25 %

～刺 256ノ3株式 Jl取伯東iF溺閲東j方東電よ等 263くわ○代衣訴訟 272する. 並虎申立 381止 452 293ノ6,430 鵜研汝郡】舟求 256ノ一l
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普 通 決 議 特 別 決 泌 特 殊 な 決 感

r" 足 故

_｣決 諸 要 件

決+Jt¶71 政 fi 375会社 の解散 405ホ後設 立 246

5 地 元会社 か らの脱退､会社 の解散対 策

地元会社が地元の自発的意志 と責任に基 づい て設立され た会社 である限 り､地元会社 か ら

の脱退 や会社 の解散は基太的 には地元民の問題 として処理 され るべ きと考えるo

Lか し太件 の場合 Q)地元会社は飛入換地等換 地上 の優 遇措置を前提 としてい るこ とo

㊤従 1て地元会社 は ニ1- タウンの セン ター施設 の 計画的開 発者 としての機能 と責任 を分担

されてい ることか ら､地元会社 の機能 を全 うすべ く地元会社 か らの脱退･会社 の解散 につい

て何 らかの対策 を講 じる必 要が でて くるO

地元会社 か らの脱退 ･･てついて は ① 会社設 立前の脱退原因の排除 (例 えば現物 出役に よる

会社設 立や土 地保 有組 合の設 立の標 ､評 価の問 題や募集 (具体 的 には株式 ソエ了等 )の問題

で トラブルが派生 しない よう公正 妥当 夜基準 を予め篭 めてお く ) ㊤会社設立中に脱退者が

続 出 して会社 その ものが不 成立に終 る事態を事前に防止す る方策及び ④ 会社 設 立後 の脱退

(会社 設立後 の脱退は原則 と して 自由であるべ きだが､優先 飛入換地 を投機的手 段 に利用 し

て会社 に 参加 し､換地後 に 即 1呆式 買 却 に よ畑 J輪をかせ ぐ等 の行 為のは どめ )の 3点 で あ

り､別途､優先飛入換 地の前提 として公EE､横 浜市 と取決 めた基 本事項 (会社 の基本的性格 )

に沿 って会社が道営 され るべ き方策 を見 出 してお く必 要が あるo

以 上の諸点 を勘 案 し､現物 出色 に よる地元会社 と土地保 有組 合 との脱退 ､解散対 策につ い

て検討 してみ るO (地元会社の脱 退 ､解散 対 策は､提供土 地 との絡み か らくる要請が強い の

で二段 ロケ ット型 の現金 出餐に より設立 され る地 元会社 (株式 会社 )については省略す るO )
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(1) 現物出資に よる会社 設立の脱退 ･解散対 策

① 現物出 資の評価

地 元会社設立準備委 員会 に土地 鑑定委員会 (不 動産鑑定 士等外部 専門能力 の活用 )を設け

公正 に評価基準 を定 め るD

の 地 目別等 の一 室評価 (例 えば宅地 な らば-奉 伺万円 と規 定 )

④ ある地点 の価格 ×筆別 の相対 評価 指数

)㊤ につ vlては公団の換地 設計 の従前地評 価指数 (原案 )を参考に し､従 前地 の時価 につLnて

は公示 価格 等を参 し､鑑定 士 に依 額す る方法が ある｡

Lf､ 鼠 fi二

予定規模> 応 募規 模 予定 規模 を圧縮

予定 規 模<応募規模 ①応 募額 に比例 按分 して応募 規模 を調整

㊤ 平均 応募宙 を上 回 る者につ いてのみ応募坂に比例 按分 して調

整｡募集 にあた っては応募規模 の範囲 を設定 してお くの も二

法で ある｡

㊥ 会社 設立中 の脱退者 の扱 Ln

① の 評価 ④の募集につ いてL̂ず れ も客戒的 基準 を設定 し募集要項 に記載 することに よb

応募の 前提条件 に定 めるo

① 現 物出 資者が払込期 日に現物 出費 の履行 膏 Lをい場合は､現金 出資に よる会社設 立の よ

うに失権 手続 が認め られ ていない ので発起人は強制執行 に よD､そ の給付 を強 制せ ざるを

得 ない｡ 従 って定款記載通 9現物 出資者 の履行 を行 わせるには定鼓認証前 に予め出 資財 産

給付書 怒先 日付 で受 け て おき確定 段階 で認証手続 に入 る方が安全 であるo定款認証 前 を ら

変更が あれば別の出資者 を代替 させ るか資本規模 を縮小 す るよう発起 人の 同意で定款 を直

してお くことが出来 るo 出資予定者 と発起 人組合 とが譲渡予約契約 (第 三者 -･･･設立 俊

の会社 の ため にする契約 )に基 づ く所有権移転 の仮 登記を済 でせ てお くの も一 法で ある｡

④ 裁 判所 が ある出資者 の現物 出資 の評 価哲 を過大 と して変更通告 し､ それ 菅不服 と して株

式 引受 を即 肖した場 合､発 起 人全 員の賛l司の もと定款 を変更 (定款 か ら当該 出 資者 を削除 )

設立手続 を進 め る｡

④ 会社設 立後の脱退者 の扱 い

定款 に株 式譲渡制限条 項 (譲渡 の原 は取締役会 の暴認 )を付 し､不 正 な ル- トに株式 が 流

れ をい よ うは どめ菅す ることは 出来 る｡ 理想 的 には株式 買上げ機朗 を設 け､脱退者 か ら株 式

を買上 げ る機構をつ くる ことが考 え られ るo

⑤ 会社 設立 庚の義務 違反 (飛換地後 )

飛入換地に よ9-度換 地 され た中心 セ/ クーの土地 を切売 bする等 ､会社が義務 違反 を犯

した場 合､実効 力の ある制裁措 置は困難 と考 えるO(Cf 公 Eh取得 地か ら会社 に払下 げする
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場 合 な ら買戻 し条件 を付け る ことで対抗 できるO )

ただ し① 定款 上の会社 の E]的 ､営業 種 目を厳密 に規 定 し､拡 大解 釈の余地 を与 え夜V'よう

定 め る｡

㊤ 会社設立前 に公 B]との基 本的 定 (覚書 き )で明確 に規定 してお くO

㊥ 上 記l耳の 目付け役 と して会社 の役員 に公正 75:る第三者 (公 団や市そ の他 )を加 え

る. (現物 出資に よる株主 と して公 EE､ 市が加 わる ことは 事実上 困難 )

④ 切売 Dが出来 ない よ う換 地設 計で操作 す る.

等 の間接的防止策 は考 え られ る｡

但 し会社 設立後 の業務円容 の規制は会 社成長 の うえで阻害 と在るので㊤ の党竜 きて方

向 を取 極め てお く程 匿 と考 え られ るD

檀) 会社の解散

解 散の原因 として

① 大 多数の株主の脱退

垣) 事業 の失 敗､倒産

の二 つが考 えられ る｡

O の場 合は地元会社 と しての性格 が75:くな るが CXK外部 資本等の肩替 Dに よ b継 続 の可

能性 あるo

④ の場 合は会社整 理か会社 更正 の場合であ るが倒産前 に外部 の肩香D措置を講ず る必要 が

あるo

解散事 啓の防止策 とは とD も直さず いか に会 社 を うで く運営 軌道に乗せ るか であ D､その

意 味二で

(D有能 なる経 営 者の選択 経営 者 の問題

壇)会社組織 ･会社運営 の明郎化 組織 の問 題

㊥営 業種 目や投賛規模 タ イ ミ ン クの適 切 なる選択 業務遂行 の問題

(む 行政指 導援助 行政 の問題

等 を配慮 した会社 づ くDが必要 と在るO

(2) 土地 保有組 合の脱 遅､解散対 策

① 現物出蚤の評価

現物 出資 の会社設立 と同 じ

㊤ 募 集

同 上

◎ 組 合員の脱退

① 任意脱退 (組合員の意思 で脱退 )は､組 合契約 で組 合の 存続期 間を定 め てい をい場 合は
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原則 と して可能 である｡但 し組合の為 め不利 なる時 期 (組 合の E的 ･事 業経営 の状況 ･経

済 界の情 勢 をどか らそ の組合員が そ の時期 に脱退す る ことが組 合の E)的達成 のため特 に不

利 益なる時期や組 合の財産状 態や損失分担の割 合か らそ の組合 員の脱退 が他 の組 合員全 員

の不利益 におV,て脱 退組 合員に不 当を利益 を与 え る場合 )には巳 む得 ざる事由を除 き組 合

の脱退 は出来 ないO

(む 非 任意 脱退 と しては組 合員の死亡､破 産､禁治産､除名の事由 に よる脱退で ある.

但 し､組 合員 の死亡 につ いては相続 人が死 亡組合員の地位 を承継 す る旨の組合契約 を定

め ることに よD､死 亡 に よる組 合員の1枚少 を防止 す ることは出来 るD

④ 脱 退組 合員の持分の払戻 しは､脱退当 時の組 合 財産の状 況 (財産 E]録や貸借対照表 )に

従 い組合員の特 分 に応 じて金銭 清算 すれば よい｡ 組 合員の出資財産の分割 請求 は禁 LLされ

てLnる｡従 って問題は6)金銭清算す る際 の評価 ㊥金 成清算す る際 の清算代金 の調達

0飛換地 に よる組 合財産 の資産 価値の増大 を予想 して換地 後に脱退 し金 銭清算 を受 け る投

機 行為 の可能性 の以上 三点 であ る｡

6)については公認会 計士等の外 部専門能 力を活 F目して､組合財産 の客観 的資産評価 yステ

ム (例 えば貸借対照表 の正味 資産 )をつ くb出 し特分 に応 じて清算 する｡ 組 合員の

合意 に よb客観的 算 出基 準をつ くb出 してお く o

㊥ については､換地 前で あれば従 前地 を返還 (出資土地 の払戻 し )して もよいが､組 合財

産 を担保す るため原則 として金銭清算 すべ きであるO 換地後 は すべ て金 銭 清算が望 ま しho

その場 合の資金調達 方法 と して ① 新規加 入組 合員を加 える (形式的 には特分極 の譲渡 )

㊤現組合 員で資 金 を捻 出 (現組合 員の持分化 の増大 ) ㊥ 組合財産 を担 保 と した資金 の借

入れ の三方法が あるo

O については投機行為 と予 想 され る飛換地後 の一定期 間円 の脱 退は巳む得ざ る事由 を除 き

組合の為 め不 利なる時期 (組 合 の 員的遂行上 )の理由を もって脱退を制限 する条項 を組 合

契約 で締結 してお くO (｢組 合員は正 当の事由 な く組 合を脱退 す ることを得ずO脱退に付

ては組 合の承認を要 す ｣とい う任意 脱退を許 さなLn趣 旨の組 合規約は無効 であるが､組 合

員みずか ら締結 した契 約 にある程度 の拘束 を受け る ことは団体 事業の執行 に便宜 で あ D､

許さ れ ると解 され るべ きで あるo

⑤ 組 合の義務違反

組 合の E]的 に反 して換地土地 を切 売 bす る等の義務違 反 を犯すのを防 ぐた め

① 地 元会社 と換地前か ら貸 借契約 の予 約 をさせ るo

その他組 合契約 の業務円容 の厳格 を規定 ､公 EEと覚書 きの締 結等につ い ては､現物 出

資 の会社設 立 と同 じO

(む 組合 の解 散

組 合の解 散
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(イ) 法定 解散 事由

① 事業 目的 の完 遂､破算 ( 682)

① 巳 む碍 ざる事由に よる組 合員の解散請求 ( 683)例 えば義 務違背 ､背信 行為 に よる

組 合員間 の信頼関係 の破壊､不和

(ロ) 法定以 外の事由

① 存続期 間 の満了

㊤ 全組 合員の合意

③ 1人組 合員

組 合の成否 は地元会社 の成否 とも密接不 可能 を関係 が あるo 土地 保有組 合は組織的に不

安定 な面 (人的結 合関係 が強い )が あるので､地元会社 の成長 に つれ漸次賃貸か ら売却へ

切 bか え事業 目的 の完 遂 によ b解散 し､地元会社 - 一本化す るのが望 -2しい と考 える組 合

の解 散は 清算 人 (総 組 合員共同又 はその過半数が選 任 した者 )の手 で現 務 の完了 債権の取

立､債務 の弁済 ､残 余財産 の配分 等の消算 事務 を進 めるO土 地保有組 合の土地 については

広地権 を地 元会社 -譲渡 (賃貸 か ら売却 - )す ることに よb契約 関係 を完了 するのが 自然

で ある｡
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節摘β 港北 -ユ ータウン中心地区の諸施設量の推計

序 まず始 めに第2部 に於て推計 され る諸施設 量は､第 3部の経営 計画を作成す るに当 っての基

礎となるもので あるO中心地区の 商業施設等の経営 は､第 3セク ター及 び地元会社 が事業主体

として考 え られ てい るO従 って諸 施設量 の推計 も･ これ らの事業主体 が LEPノL地 区の南北両地区

で分担す ると考え られ る ものに限篭 してい るoす 夜わち公共 EE体 等の他の事業主体が-建設運

営す る と想定 され る諸施設 (例 えば庁舎･郵便局 ､公 会堂･病院 ､鉄 道施設等 )や･南 北両地

区外 に立地す ると考 え られる諸施設 (卸売施設 ､ ホテル等 )については ､最初 か ら施設 量推計

の対象か ら除外 してL̂ るo

以上 の ことか ら､ 本調 査 で施 設量 の推計 を行 った ものは､′｣＼売､飲 食､業務 ､娯楽 の諸施設

であるO又 駐車場 については､第 3セク ターのCKXが 分担 するもの と し､用 地面積 32,800

"tについては公E日の想定 に よった｡

又 二 1- タウン中心地区の施設 の中心 をなす小 売業､業務 については･ 二 -- タウン全体及

び中心地 区 について施設需要の推計 を行 った0- 万飲食 業･娯楽業については･中心地 区部 分

のみに限定 した.



第 1葦 施設量算定の方法論

施設量算定 の方法 と しては､都市比戟 法に よる もの と､家計消費等か らの積み上げ法に よるも

のがあ るo前者は･施設 量 膏算定 する際に･対 象地 域 と規模 ･性格 が類似 している地域 を選零 し､

それ と比威す ることに よって施設量 を求 め よ うとす るものであるo又使 者は､対 象地域の購買力

を理論的に積 み上げ ることに よって､施設量 を求め よ うとす る もの である｡

これ ら両者 の一般的 な考 え方の フロ-は下 に示 す とかDで ある｡

く都 市比教 法>

く積 み上げ 法>

両者 を比戟す ると都 市比戟 法は､業務施設 ､ サ- ビ ス施設､ 商業 施設 等様 々の施設算 定に用 い

られ ･積 み上げ 法は､商業 施設 (特 に/｣､売業 )の算 定 に比較白勺多 く用 L̂ られ る｡

前者 の場 合の間遠点 と しては･類似都 市の選定 とい う点 に あるo 元来地域 は､そ れぞれ に応 じ

た地域特性 を持 ってV,るO従 って様 々な指 標 を用いて類似地 域 を選 定す ると して も､それ に 上っ

て算 定され た施設 量が･対 象地域 の地域特性 との関連 に おいて どの程度 のへ だた Dを持 ってい る

か･又更 には許容 し うる範囲内 に あるか ど うか については .あま 17明確化 しえない よ うである.

これ らの こ とか ら都市比較 法に よる推計 は､施設量 の平均的 な基隼 を出 す とい う意味 しか持 た な

い こ とを示 してい るo Lか しある種 の行 政 施設等 ･地域特性 の変動 が比薮的/｣＼さ く又社会 的平等

の見地 か らそ うあ るべ きもの については･一 種の -/ピル ミニ7ム的 を もの として意味が ある｡又

逆に変 動が極 めて大 き く理論的積み上げ にな じまない ものについては､そ の変 動巾を含め て一つ
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夢繕 港北ニュータウンの商業 (′｣＼売業 )販売額の推計

#1節 港北 ニューク ウ/商業施 設 と競合商業核

1 港北 ニ ユー タウ ンの位置付け

港北 ニ ュー タ ウンは･人口 30万人の都市 として計画され ているO そ して クウ/セ /ク-

の性格 は.横浜 副都/LIとして､商業 のみ な らず行政､文化 の面に かいて も､ 広域的 な機能 を

果すべ く位置付け られているO

そ こで港 北 二一一 タウンの′｣＼売業の 商業規模が どの程度 であるか､それ を くわ し く後 に推

計す る前 に､S45年 現在 で､港北 ニ ュー タウ ンの完成 時人 口を仮定 した場 合の′｣＼売業 販売

額の推計 を､ 一つの目安 を得 るため に行 な ってみ るo

この推計 に当ってそ の他 の仮定 と しては ①港北 ニ ユー タウン内外の購 買力の流 出･流 入

は､差引 きゼロとなる｡(垂)世帯 当 b人員は､S45年現在の横浜市 の平均世帯 当 b人員 と等

しL̂O⑨世帯 当 り店舗消費額 は､ S45年 の横 浜市 (全 世帯 )の世 帯当b店舗 消費嶺に等 し

い｡ などをおいて いるO (注 1)

以上 の仮定 に よって小 売業の商業規 模 を計算す る と･横 浜市 の世帯 当b人員 348人 /世

帯 よ930万 人に対す る世帯数 は約 86,200世帯で あ り･又横浜市 (全世帯 )の世 帯 当 り

店舗消費額 は 665,824円/世帯 ･毎 で あるか ら､/｣＼売業 の商業規模 は 57･399百 万円
(注 2)

/年 と75:るO

この後 を昭和 45年 商業統計 に よって東京都･神 烈 日県 の市区 町村 の年 間小 売販売復 と比

較 してみる と､東 京都 に おいては･八 王子 ､立川等各市町村を上 回 り又区部 に おいで も文 京､

荒川の両区 を上回 る規模 であ るo又神 奈川県においては-横浜市 の西区･中区及 び川崎･横

須賀の両市 を除 く各 市区町村 を上回 る規模 であ 9､港北 二 -- タウンの潜在 的 を小 売販売嶺

は､極 めて大 きな ものが あ り､横浜市の副都IL1として相応 しい潜在 力 を もっている とい える

だろ う0

2 既存競 争商業核

この よ うに行 政区画 へ-ス で′｣＼売業 販売短の規模 を比 較す ると･港北 ニ ユー タウ ンの競 争

商業核 としては横浜市 の西区､中区･川崎 市 ･町田市 (S45年 年間小 売販売額 49,527

首万円 )が考 え られ 又別格 として銀 座･渋谷 ･新宿等 に代表 され る東京 が あげ られ るであろ

うD

しか し行政区画 ベー スで見 た競 争商業核 は･行政区画の 面積 の大′｣＼も勿論で あるが ･それ

が密集 してV,るか拡散 してい るか､又 その 版売構成等 に よる特性 で･周辺 に与 え る影響 力が

異なる と考 え られ るOそ こで最 も買国力性 の高 い代表的品 目 と考 え られる衣料 品について ･

削 ヒエ ユ- クウ が建設され る港北､緑 の 両区が ､上記 商業核 等 か ら現在 どの程度 の影響 を

受けてい るかをみてみ ようO
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昭和 45年の神 奈JZ原 消費性 向調査書 (県 商工指 導所 )に よれば ･港 北区､緑区 の高級衣

料品 の流出墓は･各 々横 浜 (西区 ､中区 )- 578-31.4%､川崎- 2.1-07%､東京

(銀座 新 宿等 )へ 10CI17.9%､町 田へ 0-245%で ある.

この こと よb高級衣料品では､両区 に対 して､①横 浜都心が大 き75:影響 力を持 っている こ

と､④ 川崎 の影響は あま b大 き くない こと ⑨東京 の影響 力がか 夜bある こと ④ 町田は緑

区 にかいて特 に強い影響力を もってい るこ と害がわかる｡

そ して上記 の商業核以外 -の流出が/J､さい ことか ら､現在すでに競 争商業核 と しての力 を

持 ってい るのは横浜都心 ､町 Ef]市 ､東京 (都Jい 副都JLI)川崎市 の 4つ と考 え られ る0

3. 既存競争 商業嶺 の将 来動向

更 に これ らの競 争商業核 の将来 動向 としては､まず横 浜市 西区 の横浜駅 西口の再開発 は､

駅 前広場 に面 した地区 (新 相鉄 ビル等 )が昭和 48年秋 に完 成予定 で あ り現在す でにその外

周部地域 の再 開発計画が計画 されてい る. 又従来 商業機能 としては あま bみ るべ きものがな

か った横浜駅東 口に おいて もL醐横浜駅東 口開発公社の下にt唱和 51年 3月の竣 =を目標

に事業計 画が進行 しているo

これ らは､市営地下鉄 3号 線 の開通 と連関 した ものであD､ これ らの再開発の結果 ､′｣､売

業 売場 面桁 は昭和 45年 の西 口 58ha 東 口 05ha か ら.昭和 51毎 には西 口132ha

東 口 91ha と､約 35倍に大拡 充 される と予想 されている｡

又横 浜市 中区 の中心 商業核 である伊勢佐木町にかいて も､再開発の核 となる ソヨ ノ ビ / タ

セ ンタ- (二 むね､延床 面桁 10ha )の基 太設計 が､市 に よって昭和 47年 に作成 され地

元 に提示 されたo又桜 木町周辺 の野毛地区 に おいて も､地区 面積 20ha を対象 とす る再開

発計画の 7ス ター ブランが ､協議 会 (市､地 元 ､民間 デベロ ッノし )の手 で昭和 47年中 に

作成 され よ うと して お り､ 10年越 しの再 開発計画 も軌道 に乗 bつ ･_つあ るD

町 EE市 においては､国鉄横 浜線原町 EEL駅 と小 田急 線町 EE]駅 間の､市街地再開発事業が進行

中である｡

この事業は､昭 和 4 7年 3月に都市計画 が決を されて お b､計画区 域の面積約 2 1ha ､

容積 塞 500～ 600%､最終完 成期 日は昭和 50年 9月を予定 してい るo

川崎市 に おいては､国鉄 川崎駅東 口駅 前再開発 (大 E!∃本電 線跡地約 5ha )が計画 され

ておれ 西 口では硯在 の工場用地 を業務用地 と して再開発 する構想 が ある｡

又東京 方面 では､東 急田園都市線が昭和 50年 9月 (1- 2年遅れ る見込み )に渋谷 に直

接乗 i)入 れ る予定 である.又 現在東急 東横 線の始発駅 である渋谷 に おいて､渋谷再 開発促進

協議 会が作 られてお D､す でに N渋谷の再 開発計画 66 N ､ u渋谷再開発 計画 700等の構

想 が出 されて いるOそ して地 下鉄 11号線の建 設 とか らみ proJeCt別に段階的に再開発 が

行 な われ ること となろ う｡

全般的 に､港 北 ニュー タウンに対応す る既存競争商業核の再 開発動向は ､活発化 しつ つあ
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LJe存 虎 fJr商 j港倭 の 好 く謂 発 2秒向 S LL7句17 11軌 宅E

地 区 ミTT, 菜 主 体 内 容

班浜捕 横 浜 .駅 西 口 (チ/,'- 卜増 築 )相 模 鉄 iEL 横浜高島屋増 築 (完成後売場両横 4.2ha ､昭和 48年 10月開店予定 )

三越 (昭和 48年秋開店予定 )

新相鉄 ビル (第 1期工IlI､延面続 16ha .昭和 48年 9月完成予定､将来比延面横 20ha

防災礎薬餌区造成組合 西口 ビル (延床面航 6ha ､昭和 50年完成予定 )

横 浜 市 新EEI間川埋立計画 (プロムナー ドとして商店街又は公園緑地 の予E:LE )

柳 沢 駅 東 口 (財)横浜駅東 口開 発 公 社 横浜駅 東 口再開発 (完成予を昭和 5 1年 3月､完成後小 売業 売場両横 9.1ha )

伊 勢 佐 木 町 再開発lqMIrT7組 合 .市 I/ヨツt=./タセンタ-銀設 (二むね､延床面横 10.1ha )

野 毛 地 区 市 .地元 ー民間デイベロツノミ- 野毛地区再開発 (対象面俄 20ha､10年来 の鵬想 )

町[日 原 町 Eu地 区 市境地 再閑発組合 対 象慮椛 約 2.1ha ､容析 奄500- 600%､商菜 及び菜務施設､昭和 50年 9月完成

H1 (柿) 横浜線 (小机 -八王子問 )複線化は昭和 50年 度予定

川崎 束 口駅前再E消光 三 菱 ク ル - 7'等 大日E]本'.G線跡地 (約 5ha)中心L西武百if店進 出予定

市 (デ ノ{- 卜増 築 ) FE.r築後 売場 面ql､さいか屋 2.4ha､ こみ や 1.68ha､岡EEl屋 1.2ha



D､ しか も港北 ニ-- タウンの入居開始 が予定 されている昭和 52年 3月 までには､横浜駅

西Lj､東 口･原町田地地 をは じめ相次 いで完成が予定 されてい るo従 って将来 にわたって､

これ らの商業核が港北 NTセ ンターの強 加 競争商業核 と して存在 しつづけ ると考 え られる｡

4･ 潜在的競争商業核 の動向

港北 ニュー-タウンの商業核 自体が ･上記の既存商業核 の潜在 的競 争商業核 である 上 うに､

現在 の時点 (昭 和 47年 )か らみ る と､昭和 60年以庫 は極 めて長期的 な将来 であD､その

間 に まった く新 しい大規模 商業核 が成立 す る可能性 が ある｡

潜 在的 商業核 の候補 としては･南部感沿 線の溝口･ 武蔵新城 ､武 威′｣＼杉 ､ 東 急 東 横 線沿

線の日吉､網島 ･菊名 ･東急 田園都 市線沿線 の常軌 多摩 ブ ラ-ザ､青菜台 ､横 浜線沿 線の

中山､新横 浜 な どが上げ られ る｡

南部 線沿線 の薄口､武威/｣＼杉 は･登 戸 とともに川崎市副都心 として位 置付け られておD､

又武威新 城は･港北 NTに入 る東京新 線 と南部 線の結節点 にな る地 区 で あるO これ らの地区

の周辺 は･まだ人口冠着の余地 が あD､川崎 市が川崎地区等 の既成市街地 で人口減 (S40

- 45 )とな って L̂るの に比 較 して･ 人口急増傾 向が続 いてい る地区 であるo しか しなが ら､

これ らの地区 は､川崎中心地区 及び東京な どの強 L̂影響下 にあ b･地元 商店街 が大規模 に発

展す るには条件 が悪 い地区 といえ るだ ろ うO

又 東急東横 線沿 線の綱島 等は､沿線 の人口定 着 もか なb進ん でお り､両端に渋谷､横 浜を

ひかえ･特に 買回 9品 については横 浜の圧 倒的 を影響下 にあ 9･今後 も大 き く広域型 に発展

す る可能性 は少 ない と見 られ る｡

東急 田園 都市線沿線は ･削 ヒエユ- クウ /同様区画 整理方式 に 上って住宅建 設が行 われて

い るが ､港北 二 -- タウンと比戟 して計 画的 な人 口篭 着の 占め る比 重が よb小 さい とい う餐

件下にあるo従 って商業施設等の建設 も､ どちらか とい うと後退 Ln的 夜 もの にな らざるを得

ず､港北 ニ 1- クウ /の よ うな広域型商業核 には成長 せずに･田園都市線沿線 の冠着人口 を

狙 った よb狭城的 な ものに止 ま る可能性 が強 h o

最後に横 浜線沿 線の中山､新横 浜につ L̂ては･ 人口定着及 び町田､横 浜駅 西口 との関係 か

ら･大規模 商業核 の可能性 は少 ない と考 え られ るo 特 に新横浜は ､新幹線開通 8年 後 の現在

もみ るべ き商業施設群が形成 されてL̂夜L̂o そ して横 浜駅 西口再 開発の動向 か ら も､港北 -1

- タウンとの中間に位置す る新横浜は大規模広域型 の･商業核 と しての成長 よDも､む しろ

業務 地区 と しての方向 をた どる可能性 が強い といえ る.

以上の各商業核は､港北 ニ ュー タウン中心 商業核に対 して､ 同格又 はそれ以上の 異国 9品

を中心 とす る競争 商業核 として エDも､ む しろ一 段 レベルの落 ちた段牌 の商業核 として成 長

す ると思 われ るo従 って･ これ らの商業核 の港北 ニ i一 タウンの中心商業核 に対す る影響 と

しては･ ある程度 まで地元吸収 室 を高め る要素 と して､ これ らの商業 核が存在す るとL̂ う点

にあ る｡
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(注 1) 3･44人/出荷

(注2) S45年家計調査年 報

那 節 商 圏 の 設 定

商圏の設定には･有名な ラ イ リー ･コソバー スの法則 ･ - フの確垂 モデルな どがあ るO

ライ .)-の法則
2

: - ､∴ ･::-∴

ハフの確塞モ デル

∴

pl泣JTl])

Ba.都 市Aが 中間 の町 Tか ら吸引す る取 引量

B b:都 市 Bが

p a :A市 の人口 Da:Aか らTまでの距離

pb .B市の人口 Db:Bか らTrまでの距離

plト あ る特定 の/j＼売店の位置 )で 買物 をす る .地域の消費者の

確 塞

sJ .ソヨ ッ ビ/ク セ /クー )の規模､それは特 定 ク ラスの 商品

の版元に使用さ れてい る売場 の広 さで測 った規模 で あるo

T日 .消費者 が家 1か らある ソヨッt'ンクセ ンター )までに要す

る旅行時間

:い ろい ろな買物 に要 する旅行 時 間 (距 離 )の効果 を経験 的

に反映 させ る ように推定 され た パ ラメー ターで あるO

(以上 ｢マー ケ ッチ イ/クと都市 の発展 ｣ ドナル ト ド ミ-ル ビヒル等著･ 宮沢他 7

人の訳 に よる )

これ らの理 論式は ､基本的 に人口 (商業規 模 )の集積匿 と､商業 核-の交通利便 性 とい う二

っの観点 か らみてい る｡ しか しなカ;ら･ ライ リ- ･-ンノミ-スの法則 においては ･新 都市 の場

合どのよ うに基礎 となる人口 (商業規 模 )を とるかは難 か しい問題 であ b･特に連担 した市街

地地域に おいては､そ の区域決定 の娼感性が大 きho又 - フの確妾 モデルは､理論的 に勝 れて

いると考 え られ るが､ノてラメー ターである ^は経鹸的 に決 定され る値で あ9･日本においては

末だ実際例が少 な く､ この点 で困感性が ある. そ こで港北 二 一一 クウ/の商圏設 定に当っては ､

削 ヒ二 ュ_ タウ ンの ダウ/セ ンター と競争商業核 との時間距経 に従 って商圏 を決定 し･それぞ

れの商圏 別の 吸収 率は､消費性 向調査等の質料 を もとに経験 的 に決定す る こと としたO

取市営 3号 線が港北 二 ュ- タウンの ダウ/セ /クー を通 って多摩 71ラザ一寸で建設 される こと､

又東京 方面か らの地下 鉄 11号線が昭和 60年 に同 じくタウンセン ター を通 って中山 まで建設

されることである｡



交通利便性 の指標 としての交通時 間の設定 に当 っては､現行鉄道路線は遅行速慶 (停車時

間を含む )が速 いこともあって現行 の速 度 を採用 し.又新線 の速度 は地下鉄 ･国電の現行遅

行速匿か ら36Km/時に設定 した｡ なお乗換 えに 3分を要す るとしたO又鉄 道駅 に至 るまで

は/<スに上る ものとし､/ミスルー トは地域に対 して均質 のサー ビスを行 うと仮定 し･停車時
(注 1 )

問 を含む平均遅行 速匿は多摩 二 一一 タウンの事例か ら 15Km/時 に設定 したo
(注2)

以上の条件で地域区分 を行 い､計 画性 の観点か ら港北 ニ-- タウン区域 を第 1次商戯･又

その周囲で競争商業核 エDも港北 - a - クウ/-の交通時 間が/｣＼さい区域を第 2商圏 とし･

そ の他は第 3次商圏 とした｡但 し､川崎市､町田市及び横浜市神奈川区､旭区 の地域につ L̂

ては､各 々東京､町田､横浜 等の既存商業核の吸収 力を考慮 して商圏外 とした｡又更 に港北

区の東急 東横 線沿線の第 3次商圏 に当る地域 も､横 臥 東京等の吸収 力を考慮 して､商圏

外 としているo
(注3)

(注 1 ) パスルー トは未定 の為､地 域に対す るサ- ビ スを路線位置に従 って差 をつけ るこ

とが不可能で ある｡

(注 2) 賀料 2- 1､ 2- 2参照

(注 3) 商圏別 NT吸収墓の設定 の墳及び萄料参照

(注 4 ) 商圏図の凡例

一 一 既設鉄道及 び駅

一一一●一一一一一●一一一一新設鉄道 (市営 3号､東京新 線
11号 )及 び駅

港北ニ ュー タウン界

商 圏 界

港北 .緑区行政区域
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第 3節 将来人 口と世帯の推計

1. 人 口賀科

将来 人口の推計に当 っては.横 浜市行政区再 編賃料 q横浜 市の将来 人 口 〝(市総 務局行政

部行政調査 室 最終年 次 S60年 )及び u横浜市の将 来人口 `(市企画調整室 ､S

477･最終 年次 S60年 )に よったo前者は 町丁 別･後 者は区別で あるOそ こで区の総人

口は最新 質料の後者 に合わせ ､町 丁別にお ろす際は､前者の比重 を参考 としたD又S60.ー

65年 については ､人口増加 の傾向を延長 して求 めた｡

又町EB､川崎 両市 については商圏外 と したので･商圏内 の人口推計に は直接 関係 はないが､

参考 と して人 口推移 をみ ると町田 市･川崎市 西部 (中原 ､高 津､稲田各地区 )は､近年人口

増加 の急 激夜地域 とな って お り､当分 この傾向が続 くもの と考え られ るo

く 世帯 資料>

更 に これ らの 人口推計 をもとに､ tt都 道府県別将 来推計 人口 " (厚生省 人口問題研究所

｢人口問題研 究 ｣第 119号 S467 )に よる世帯 人員の推 計か ら･各地区 の世帯数 の推計

を行 な ったD なお世帯人員の将 来 値は､本推 計のMed値 を採用 したO又 昭和 61- 65年に

ついては推計がを く､かつ昭和 60年 に おけ る神 奈川県 の平均世帯 人員は 312人 と低い値

である ことか ら､昭和 60年 の値を この期問について固定す る こ ととした｡

一方港北 NT区域の 人口世 帯の将 来 値 につ L̂ては ､住宅公 団の 人 口定 着計画質料 (S48

年 )に よった｡そ して第 1次 商圏 (港北 NT )と第 2次 商圏 との境界 で双方 にかかる町 丁が

あるので､ それ については面積 配分 で 人口世帯 を振 b分 けているO又第 2次 商圏 と第 3次商

(注2)

(注 1) 質料 2- 3､ 2- 4参照

(注 2 ) 頃科2-5参照
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- 卦 替 わ 頭 有 望 ~ -- 一 口 皆 / > 丹

2 tLt北 N'l潤雌別人utiと併電怒懲屯

8 50 551 S52 S53 S5′i 555 S56 S57 S58 S59 S60 S61 862 S63 S64 S65

ニー-タウン内 人 口比 借換 出 35.90ー)9′ll9lO.I)12 JIB.looll.766113.708 60.1001559618.Jl92 80.90020.90725f)LIβ tl2.78529.12335.136 147.17(I37.95846,135 177.95545,8EL555.961 204.64052.65264,759 22732558AO872396 2JI600063.LO878.8′l6 259B856().57883.296 272fー7069.64387.202 282.45572,27890530 291J)L1074.Ll8693282 297.72576,2Ll295h25

人 口Ltt 箱 13953535.156 152.619LIB.389 165.70350Ji74 L78.78755JHl 191.87159ノ川3 20495563β̀19 21552Ll67562 2-26,09371.098 2こ】6,66274B93 247,72I78.736 332.266106.Ll96 352202112,L185 119Ji58 :195,73LIl:三6,8:ー8 419.Ll7とll34,Lld8 LILl-1,638142,512

人 LILll}iT Ll7,920こi5.625 126.98038596 136.0一1041,602 l′15.10:)44.6LI6 l5一u6ー)47.728 163.-22150.848 170.92253.581 l78.62356ユ71 186.32458,963 19Ll,02561.791 l27.260Ilo.788 13LIB9643236 142.98945B30 lらl,56948580 160Ji6351̂ 95 1702995458:i

小 ,ir 人 に】lie 補 257.Ll5577.781 279599M.985 SOL.7Ll392.276 323.88799.657 3Ll6J)31107ユ31 368.L76114.697 386.LLLl6121.1′日l ･日)4.716127,269 Lt22,986133B56 Ll.Ll.256lLlO.527 LL59.526ll1728Ll Ll87.098156.L21 5L6323165.JI88 5,I730.'ll75.LIl8 580.LJll185.94:ー 614,937197.OLJ5

合 計 人 口Lit 併収 世 257,Ll5577.781 315̂ 999LL.doll95897 llLl6,843loヰ.042LOB.98Jl 383.987LIB.253日8.いl9 426931128D38132.177 Ll80.961143.820いl9,833 533jiL6159,日日167.278 582.671173.114183,230 627.626186.5一一8198.615 668581198.935212.923 705526210.392226.130 746983222.69リ239.417 788,39:i235.131252.690 829.758247.696265,948 871.181260.一l29279.225 912ji62273.337292.520

t止イi7人Ll舵即 (人/tlH;;)

S50 33L S 51 こ暮29､S52 327. S53 325､ S54 323､S55 32I

S5() 319､S57 3 I 8 S58 3I6.S59 3I4. S60 312

換 tLl-換井 Iiiii?故はこ..1タウン円の人口をJrj姓't;人LjrJ,.l也朗の神奈川児ut帝人il推計 (Med他)で験 した もの

である｡

2jY2次 那:1次戯曲(')SSI1年山肌の政伯は S55畔の軌dlに 上る ものである｡



第4節 世帯当 b店舗消費の推計

世帯当 b店舗 消費額 の将来 推計 の方法 と しては･窮 1に項 目別 店舗 消費旗 の構成 を過去の時

系列的 変化 を もとに して予測 す る方法 (タイムシ 1)- メ )が あ 9､第 2に項 目別店舗 消費額の

構成 が所得借 級 に よって異 な るこ とに着 目して､所 得階級構成の変化に よって頂 目別店舗 消雪

額の構 成の変化 を説 明す る方法 (クロスセ クンヨン )が ある.

これ らの いずれ の方法 を とるべ きか を考え ると.過去 15年近 く日本経済 の高 度成長が続 V,

て お b､将 来 もか なDの期 間経済 の高度成長が続 くと予 測され ている.従 って店舗 消費恋 の構

成変化 も ドラス ティ ックを ものに なる と予測され､ 当予測 の如 き長期予測 に 卦いては､所得階

級区 分の デー タ上の制約 か ら無理 が考 え られ るので.過去の時系 列的変 化 を もとに予測す る方

法を採用 した｡

又予測 に当 って､港 北 NTと周辺地城 は首都圏内 にあ り､居 住世帯の所得水準 が高 Ln こと及

び地域 に よって項 目別 の店舗 消費嶺構成 が異な る ことか ら地 域性 を入れ る こ ととしたo この点 l

をふ まえて､項 目別消 費支 出額 の構成 比及 び項 E]別店舗 消費額の構成比の過去 の実績 デー タと

採用 した｡更 に 二ュ- タウン内は､世膚人員 の水準 が高いの で､換算 世帯数 を用い る ことで所
(注 1)

得水準 補正 を行 った｡

但 し京浜 (全世帯 )の デ- タは､昭和 38年家計調査の 方式 が大巾に改正 され てか ら以降 の

ものであ D､ 可処分 所得 及び平均 消缶性 向の デー タが得 られないOそ こで可処分所得 について

は､ 人口 5万以 上 の都市 (勤労者 世帯 )の過去 15年 (S30-45 )の実質平 均伸び豪 545

%か ら､ S45- 65年あ実質平均伸 び藍 を年 間 55%に設零 した｡又 金額 については S45

年 の京浜 (勤労者世帯 )の 可処分所得額 を初 期条件 として与 えたO 又平均消費性向については､

京浜 (勤労者 世帯 )の S38- 45年 の デー タを将来予測 の デー タとして採用 した｡ (この予
(注2)

えた )

そ して平均消費性向 ､消費支 出 構成比､店舗支 出比 の将来推計 を行 うに際 しては､ 長期予測

である ことを考 え て､単 に時間に対 してのみ回 帰 させ る こととし.推計式 は log-a十 Dt

(P :推計項 目 t:昭和 ､年 ､ ab .定数 )を用 いた｡ そ の結果 ､住居 費､光 熱費 ､雑 費の
(注 3)

店舗支 出此 (各環 目の消建支出額 に対す る店舗 消卓支 出額 の比 )の推定式 は､ チ ークの変 動が
(注 4)

大 きい ことか ら相関係数 が低い ので､ これ らを採用せ ず S 38-45年の各年 の値の最高 と最

低 を除 いた 5年 間の平均値 を将 来に わた って固定 して採用 したo又項 E]別 消費支出構 成比の合

計は､必 ず しも100%にな ら75･いの で再配分 を行 って補正 したo

以 上 の方法で各年 の一世帯当 D項 目別店舗消費缶 (S45年価格 )の推言十を行 なったo

(注 1) 督科 2-6- 2-9参照 (注3) 質料 2-i2参照

(注2) 貿洋 2-10､2-11参照 (注4) 非店舗関係支出項 Elについては質料
2-13参照
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第 5節 商圏別N･T吸収率の設定と年次別販売額の推計

商圏 別 N･T吸収 室の設竜 に当 って､第 1次 商戯 (港 北 NT区域 )の吸収墓 については･既寺

の N･T の近隣消 費室 の調査 結果 を もとに し･そ れに港北 N･T の横浜副都心 としての性格及

び神奈川県 消費性 向調査の結果 な どを勘案 して設 定 した｡
(注2 )

第 2次商臥 第 3次 商圏に おけ る港 北 NIT の吸収 率の設定 に当 っては､神 奈川県消費性向

調査 の結果 か らまず地元 吸収 妥 (地元 消費妥 )を設定 し･残 Dの流 出部分 を港北 N･T と競争

商業核 との間 で配分 したo こ こで神奈川県 消費性 向調査 (S45 )は､食 料品 と衣料品 (高級

衣料 品､実用衣料 品 ･身辺欄貸 )のみで あるので､住居 費につ いては同調査 (S41)の文化

晶 を参考 と したo 又千里物 流調査 ((財 )運輸調査 局 )の結果 に かいて､光熱 費は食料費 と雑
(注 4 )

費は住居費 と同様 の地元 消費傾 向を示 してLnる ことも参考 として､ これ ら相互の 消費傾 向 (敬

収 薮の傾 向 )は 同一 と した｡

なお第 2次 商圏 ･第 3次 商盛に おける競争 商業 核間の吸収室の配分 については､ 消費性向調

査 書 の結 果 を参 考と して､東京 の吸収妾 を最 初 に設定 したO

更 に港北 N･T､横浜 ､町 田の三者 の間で の配分は各 々の商業規 模等を考慮 して､ おお よそ第

二 次 商圏 では港北 N T と横 浜 の吸収 力は互角､長 津田等 を含 む第 3次 商圏では三者の吸収 力

が略互 角 として設定 したO

をお S60年段曙で第 2次商圏 に おけ る港北 NIT ､横 浜の吸収 壷が低下 してい るのは､第

1に多摩 ブラ-ザ等の地元の地元 商業 核の発展 を考慮 した為 で あるO又 第 2レ⊂は､東京 方面か

らの地 下鉄 11号線が国鉄横浜線 中山 まで延 伸され る とした結果､港北 N T の第 2次 商圏が

地元 吸収 力の 相対 的に高い と考 え られ る中山地区 をも含む為 で ある0

更に吸収垂の設 定に当 っては､昭和 55､60年 を基 隼 と し､中間の年次 は恵め らかな変 化

をす る もの と して設定 してい るo又昭和 60年 以降 については､超 長期 で もあ り､各商圏間の

吸収 力が バ ランスする もの として固riEしたo

以上の ように して設 定 した商圏別の吸収 墓 と､先に求 め た商幽別 世帯数 及 び世 帯当 り店舗消

費額 の推計か ら､年次別港北 N T 商業販売額 (購 買額 )の推計 を行 な った.

(注 1) 質料 2-14～2-17参照

(注 2) 資料 2-18-2-24参照

(注 3) 資料 2-22参照

(注 4) 賃料 2-16､2-17参照
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注 m在dtm もi5- 全 世帯 のrE桝 At I を袋わす･- NT- 収 - る店■榊 - 上瓜であ り そ の 昔妹で所在とした･
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那 章 港北ユニ-クウノ中央センター商業施設量の推計

第1節 売場効率 の推計

売場 効妥 (1,げ当 D年間販売敬 )は･地域特性､年次 ･業種､販売形 態 (百貨店 ､ス-,く-

,｣､売店等 )等に よって大 き く変化す るこ とか ら､港北 N･T の売場効 墓の デー タと して との よ

ぅ友デー タを採用 す るか とい う問題が生 ず るO
(注 1 )

都 道府 県 ト スで見 ると､港 北 N･T が僅設 され るFJ.三川県/r+-､卸売業 の販売 加 比較的弱体

である｡ 一方′｣､売業 の販売 加 ､全国的 にみて高水準に ある人口増加 と世 帯 当 日 肖費水埠 に支

ぇ られて､極めて活発且 つ強 力で あるO この為小 売業に おいて は､売場 面桁の拡 大が 活 発であ

D､ S43年 か ら S45年 にかけて売場効 墓は名 目値で も停滞 を示 してい るo 又神奈川県 の売

場効 墓を､ S43年 の商業統言十に よって全国的にみ ると､東京臥 大 阪府 な どには及ば ないが

愛知県 を上 回 り高水準の グルー ブに属 してい るo

そ して港北N･T が建設 され る横 浜市 の売場効 豪は ､神奈 川県 の水準 よ Dも高 く､ S43年

では東京 2 3区 の売場効 墓には及ばない もの の､東京都全体 とはL,5,同水準にあ るD (但 しS

45年 は､横浜市 の売場効 塞が停滞 し､東京都 の売場効 墓が大 巾に上昇 した結果､か な り格差

が生 じてLnる｡) 港 北N･T の売場効壷の設定 の為 の チー クの採用 に当 って､港北 N･T が横

浜市副都心 として位置 づ け られ てい るこ とか ら､高水隼 の売場効妾 と地域性が予想され るo L

かし一方狭城 を とる ことに よるデ- クの偏 よ りも考え られ るので､横 浜市/｣＼売業の テ- ♂ (S

45年 )を､港北NTの売場効墓の チー クとして採用 す る こととしたo

横浜別 ､売美 の過去 16年 (S 29- 45年 )の売場効墓 をみ る と､名 目額 で約 2倍に上 昇

してい るが､消費者物価指数 で補 正 した実質 売場効 墓は､微増 に止まっているoその推移 をみ る と､

前半 8年 間の年平 均実質 売場効垂の伸びは 021%､後 半 8年間 の年平均 の伸 びは 09%､全

期間 を通 じて年 平均 05 5%の伸び で あるo 全期 間 を通 じて売場効 豪の伸 びは 売場 面横拡大 の

結果 ､実 質的 には低い伸びにな ってお り､特に前半 8年 (S29- 3 7年 )が著 しい｡(注 2 )

又そ の性格か ら､売場効 室の水準及び伸びが高い と考え られ る百貨店 の売場効 墓 をみ る とS

35- 4 5年 に かけ る全国百貨 店の実賀 売場効 墓の伸 びは､年 平均 285%であるO 同期 間の

六大都 市百貨 店の実質 売場効 峯の伸び は 422%で あるo
(注 3 )

以上 の ことと､港 北 NIT の性格 として､その計画性 か ら競争 に対 して相対 的に閉鎖的 であ

ること エD､ S4 5- 6 5年 の年平均実質 売場効 室の伸 びを､ 2%に設 定 したO又珊瑚 条件の

数値 としては､ S45年 の横 浜市 ･小 売業 の売場 効室 菅用い たo

(注 1 ) 復料 21 2 5- 2- 27参照

(庄 2 ) 資料 2- 28参照

(注3 ) 資料 2- 29 12- 30参照
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横浜市ノ｣＼売菜売場効 垂

分 類 (百万円) ('㌦) (万円)
年 間 版 売 窺 売 場 面 析 売 場 効 塞

百 貨 店 59,764 97,955 61.0

その他 の各種 商 品 597 1,168 51.1

食 料 関 係 201,228 353,097 57.0

被 服 67,322 151,594 44_4

光 熱 5,680 14,777 3&4

*住 居 60,892 119,455 60.0

雑 費 ** 60.186 115,792 52.0

* 燃 料/｣＼売業 (ガソ [)ンステ- ノヨンを除 く ) 横浜市の商業 よb

** 自動車 等 を除 く

く 年 次 別 版 元 効 垂 の 推 計 >

S51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

食 料 関 係 64.0 65.5 66,6 68ユ 69.5 70.6 71.9 73.3 74.7 76.7 77.7 79.3 80.8 82.4 84.0

住 居 . 67.4 68.9 70.1 71.6 73.1 74_3 75_7 772 78.7 80_8 81.8 83.5 85.1 86.8 88.4

光 熱 〝 43.1 44ユ 44,9 45.8 46.8 47.5 48.4 49.4 50.3 51.7 52.4 53,4 54.5 55.5 ･56.6

被 服 〝 49,9 51.0 51.9 53.0 54.1 55.0 56,0 57.1 58.2 59.8 60.6 61.8 63.0 64,2 65.4

雑 費 . 58.4 59.7 60.7 62.1 63.4 64.4 65.6 66.9 68.2 70.0 70.9 72.3 73.7 75.2 76.6

S45年 比 1.123 1.149 1.168 1.194 1.219 1.238 1261 1.286 1.311 1.346 1.364 1.391 1.418 1.446 1.474

㌧ - - - - - - i i i 団



第2節 センター別施設量の配分

センター別施設量の配分 に当 っては､港北 N･T 内でセンター別 の商圏設定 と吸収 室の設定

を行 な うべ きであるが､条件設定 に際 して流動性が あるので (例 えば区 画整理区域外 の人口分

布等 )､簡略化 して配分 を行 なった｡

配分の考え方としては､各 セ/クーがおおむね均等に配慮 されていることか ら近隣性の高 い
(注1)

食料関係 ､光熱関係は セ/クーに対 してほほ等分に吸収 さるる もの と し､又買回 か性 のある住

居関係 ､被服関係 ､経費関係 は-殻的 な消費性向 (S 4 5神奈川県消費性向調査の結果 )等を

参考 としつつ､中央 センターに 5 0%､ 4カ所 の新 センターに 2 5%､ 6カ所の近隣 センタ-

に25%を配分 した｡更 に第 2次商臥 第 3次商盛 よ9港北 ニ -- タウ /に吸収す る購 買敬は､

非常 に買回 り性が高い と考え られ るので､中央 セ ンターに全てを吸収 させ る こととして配分 し

た｡

(荘1)資料 2- 31参 照

以上 の売場効基の推計､ センター別施設丑の配分及び第 2章 の購売額の推計か ら､年次別に

港北 NIT の センター別施設量の配分 を行 なったo 左か売場面積 を非売場面積 を含めた床面積

に換算するに際 しては､通常 の基準か ら床面積 に対 する売場面抗 の比墓を60% としたo

以上の積算 の結果港北 N･T の中央セ ンター- の集中重は､昭和 65年 で購売額 において

462%(第 2､第 3次 商圏分 含む )である｡

l 港北 NT中央tyr一(a収 ナ る店d巾*rのdiR 斗位百万円
8～S 57 5暮 ～9 60 62 64 65

Jt氏一一PLJt H 【R 焦tf届 ,た れ ,舌k,++ .正 郎 1t▼Il.一TI,987.08I こ●心+2.76乙33ユ三86]0ー027○ 17l2.99179]3.DT 19601.7327l167216.212 1ユ895.791一一4.3365_7ZIGL9.386 3.777さ.879I14.9BS6.40○22_530 4.2I○7_6631○JL5577.5402LIJO 4.6S〇一一66Il°Gl38&37127.7ユ5 5JI93927)l20ー722ラ_l一930.375 5,5ユ71札0787,ユ○89.9673102l 5,97510.●■31一27.487lL7573i64一

3.31と67}ー■).28 8,llBL)､ 1ナ6.279&829214五 一26_7) 9,0790-loo7.d228_978U 一一､-=I)II

Jt衣i5～A-ーIA焦IE居.た れ.古見.推 せ .合 計 }I37.17 62i.83 90†●92276L7 l.2470】,0:l●I.25915一2 1.6481318I.6464.612 l.)340l.0:l2).3)93.685 1.一421.I五一L.4741,12L I.一一81.290I.6501.GOB I.■6～01.一一3i.8455.153 乙88一I.6t15.763 〇三)ユ一0l.885乙3076.4一6

JTLt tlm 駄旺店.光 点 一事思 .■文 .缶か 2_9lI.2一1◆l1.461i61736}～ 3.555.9812一Ll921.06■2 4.167.916.○～tlt24972 1.762I.300-_296lAユ9731一一〇 )2_2891279_530l2r27239.与17 5.lュoL一.02Ol2ll0_S○6]3_↓5941626 5.7L215.6一6lユ6ll.732lゝ一7一4&700 6.328l7,39一L1〇一)l7.20154.l16 6.97119.251ーtllt一一一19.01359,877 7.6372).213 札32123.375l◆一L7.SIS



S 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6一l 65

it 村 Eu 罷fE 店 一光 黙 .嘘 脱 .稚 1号合 計十 6.9959.67726012,063ll,79340.788 8.39513.41730815,89216.02554,037 9万6017,48535219.80720.60767,911 lOJ∋2822.2373852421525.90283一567 Ll.89026,02542027,29229,99095,617 Ll.12528,91833729.28230,15599.817 122523137843332.26736,375113,205 13.30031.718Ll7735,17539.6521123,322 14,37837,70850538.21243,065133.868 15,417LlO.7905̀一341.39246.560144,732 16,Sl741.07058344.71250.270156,152

8 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6Ll 65

･}1汰商【ヨ 允 利生 居光 熱凍 JR経 穴合 Ef 35754.3081315.153522818.395 Ll.7JlO6.2071757.0707,41525,607 5,7888,1832108.9259,6Jl532,751 613010.21723810.718ll.90239.805 7.56212i70268L2.41714,140Jl6,657 8.20714,01728713.89816.19052.59Ll 9,03015.6L33laL5.28317β1858.062 9,77316B9834316.55319,29762.864 1050518,lS736617.78320.73567,546 1120019,35239318,97222.09072.007 ::'5::I一l一2○.川●23,10176.296

セン′クー教 食料関係 住居関係 光熱関係 破服関係 感受関係

中央 センター 1 1 0 % 50% lo伶 50% 50%

駅 七 / クー 4 3 6 % 2 5% 3 6% 2 5% 2 5%

近隣 センター 6 5 4 % 2 5% 5 4% 2 5% 2 5%
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第 3節 商業施設量についての若干の補足的考察

<家計 消費 の将来推計について>

日本経 済 の成長 力並 びにそ れに伴 う家計 消費嶺 の伸び と内容 構成の変化 については､様 々な

見方が あ るが ､今後か な りの期間 につい て高度成長 が見込 まれてい るo 当推計 に おいても､昭和

30年代 か らの経済 の高度成長期 における各癌 デー タを採用 しておD､考 え方 と して当将来推

計において も基本的 には この傾向が続 くもの と して考え てい るD

しか し最近数年来活発化 した公害 乃至 は環 境問題- の関心 の高 まb等に も見 られ る ように､

経済の高藍成長 の中味 も福祉 を重点 と した もの に変化 して行 く萌芽が 見 られ るO イ走って経 済社

会等の変化 呑昭和 60- 65年 とい う超長期 の将来 につい て予測 す るのは＼急激 な変化 を示 す

E]本 の塊状 の下 では､多大 の困難が伴 っているO

従 って この分野 の問題 に深 入 りす ることを当推言1では避けたが､ (社 ) 日本経 済 研究 セ ンタ

_の予測 を参考 としてみ ようO 日本経済 研究 セ ンターの tt昭和 60年 の 日本経 済 "の予 測 に よ

れば､家計調査 (人 口 5万以上 都 市勤労者世 帯 )ベースの消費支 出構成比 (S60 )は､ 当推

計 と食料髭 ､被 服責等 でか な り違 いを示 してい るo又家計消 費構 成比 を国際的 に比戟 してみ る

と､各国 間で相当の違いがあ り､所得 水準 とともに地 域性､社会 ＼ 習慣 等の要素に よって ､家

計 消敢構成比が 左右され ることが推察 され るO
(注 1 )

日本 において も､ 住宅 問題が特 に大都市郎 こおいて顕著で ある等＼地域 に よって家計 消費構

成 の内容がか な り左右 され る ことが考え られ る｡ こ うした意 味 で当推計 に おい て臥 家計調査

の基礎 デ- クと して地域性 を入れ た もの を採 用 してい るo(但 し店舗 消費の総額的 な面では､ あ

ま り大 きな差は出ない もの と思 われ るO)

く家計 消資推計 と商業統計の関係 について>

家計 消費推計 では､そ の ベース とな る家計調 査上 の制約 か ら個 人消軽､法 人消費の部分 を含

んでいない｡ これ らの部分 についての理論的 7 71ローチは､ デー タ条件等 の制約 か ら非常 に困

雅 で あるOそ こで家計 消費推計 ベー ス と商業 統計 -- ス との比較 を行 なってみ よ うo 唱和 45

年度の全 臥 横浜市各区､東京都区部 で比戟 してみ る と､全国 では商業統計 に よる′｣＼売業版元級

は､家計 消費推計 ベースの 1･333倍 で あるo又東 京都区部､横 浜市西区､同 中区はそれぞれ

1540 4429 4043倍 であるが ､西区､ 中区の数値は明 らかに他地 区か らの流入の

影響に よる もの と考 え られ るoそ して横浜 市の 鶴見､神奈 川､西 ､中区 を除 く各区は､いずれ

も 1未満にな って お 9流出の影響を うかが わせ てい る｡
(注 2)

以上 の ことか ら個人消 臥 法人消費 に よる影響は地区 の性格 に よってか な b異 なるが､ 全国

では一応完結 的 に考 え られ ることか ら､そ の影智は全国平均 で家言十消費 ベー スの推計櫨 に対 し

て約 3割 強 と考 え られ る. しか し個人消費 ､法人消費 の推計 に関 しては ､今後 よ り多 くの調 査

作業が必要 とされ る｡

(注1) 資料 2-32-2-34参照 (注2) 資料2-35参照
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第 4章 飲食店､業務､娯楽施設量の推計

第 1節 飲食店の施設量の推計

飲食店 は､外食化傾向の増大等 を反映 して､着実 な増加傾向を示 してい る｡神奈川県 の S

27- 45年 の飲食店数の推移を見 ると､飲食 店数 は約 4.2倍の伸びを示 し､卸小 売業 を含め

た全店舗数の構成比に 1,-V)て も､約 2倍の 24%を占め る ようにな った｡

他方版売額 におLnては､′｣＼売業 販売感 を 100と した割合紘 1i.0%になる｡飲食店版売毎

の対′ト売比性昭和 45年 の商業統計 に よる と､全国平均 で約 109%であD､主要都道府 県別

にみると東京都が約 18__% と ズ,'抜 けてお D､大阪府 ､京都府がそ れぞれ約 153%､約

148%とそれに抗 いて る.又′｣＼売芙販売額に対する飲食店販売額 の割合の /'ラツキをみる

と､卸売業にかけるそか よDも′j＼さV,｡

港北 ニ l一 タウンの飲食店の販売額 の推計 に当っては､上記 の傾向 や地域性 を考慮 して､8

45年の横浜市各区 の飲食店対小売比等 を参考 として行 った｡ 同時 に推計の際は､時間的に港
(症)

北 ニ1- タウンの性格､規模が成長す るので､ この点 も考慮 に入れ たO

そ して′ト売業の版元効壷 (1けf当 b年間販売頗 )に対応するもの として､従業員 1人当 b年

間版売額 を採用 した｡ この将来推計 に当っては､横 浜市飲食 店の過去 16年間の推移 より年平

均伸び墓を 48%に設定 した｡従弟員 1人当 り施設面郡については､多摩 ニ ー- タウン言†画の

値 84'Ti/人を採用 した｡

(注 )資料 2-36､2-37参照

L 叔女I占版庇d刈小売比の&定

放火CiJ版元芯対小堀比は､頚印55年 5%､その蚊叫llちづつ上昇し娼fl]65年LてMax岨15qAに{=ると改定する｡

2 海北IYT中央-t=ンターの吸収する店息伯ft面の推移
JP位 百万円

ql位 千円

I 1歳当左 折 l 2r5491 2･671巨 - r 2934r 3P75F 3･222F 33- l 3司 3.7091 3- I ･D7.

S45年 L.595千円/人､蟹乎Y.J伸びJ;48''Jl'

4 枚大店成果ii出

中位 人

飲食店施政ihは (持ta:
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第 2節 業務施設量の算定 (含サ-ビス業 )

業務施設 量の算定 は､理論的疎 み上げ が困蛾 であるの で､類似都 市比教法に よって行 うこと

としたQ 類似都 市選定 の基準 としては､①首都盛 の都市 である こと ④距 離圏 と して港北 - A

ークウ/と略 同様 な位置 にあ る こと ⑨ 人口 10万人以上 の市 ④ 鉄道条件等 が類似的 であ

ること､ などと した｡そ して具体 的 には､中央線沿線 では武 威野､三鷹 市､別 個 沿線 では大

宮､浦和市､常盤線沿線では松戸､柏市､総 武線沿線で は市川 ､船橋市 と合計 8市 を選 定 したo

これ らの各市 につ L̂て､昭和 44年 事業所統計 及 び昭和 40 ･45年 国勢調査 に基 づL̂ て､

人口 1万人当 Dの事業所 数及び従 業者数 を安定 し､全体 の平均値を求 めたo算定 の対 象 として

は､業務 ･サー ビス業 とし､経 営計算 の前提か ら民営 事業所 のみ とし､公営 ､国営 ､公共 企業
(注 1 )

体 の事業 所については除 外 したo

更 に運 輸通信業 の うち鉄道業 ､電気 ･ガス 水道業の うち水道業 ､サー ビス業の うち宿 泊業 ､

映画臥 娯楽 業､医療 ･保健 につ いて朗 l途計画され る もの として対 象か ら除 い たOそ して残

余について､人 口 1万 人当 D従 業者数 を算定 す ると､繁 華街 の吉祥寺 を市城 に もつ武蔵野市 が

最 も多 く､松戸市 が最 も少 ないo又事業所 を ①金 融 ･保険 ､不 動産 ､電 気 ･ガス業 (以 下金

融 保険業 等 ) ㊤ 運輸 通信 業 (除鉄道業 ) ㊥個 人 サー ビス業 (洗た く､理容等 ) ④ そ

の他 サー ビス業に分類 して各市 の傾 向をみ る と､変動が ,J>aい のは個 人サ- ビス菜 であ り､以

個人サ ー ビス､そ の他個 人サー ビスは､ あ る程藍人口 1万人 当 Dの従 業者 数 とい う原単 位に な

じむ と考 え られるが ､金融 ･保漁業 等､遥輸通信業 につ Lnては ､かなD立地に よる影響 (変動

巾 )が強 く､原 単位の剛 方に も他 の要 因 を考慮す る必要が あるO まず金融 保険莫 等につい

てみ るな らば ､8市の中で武蔵野市は ズパ抜け て人口 1万人 当 り従 業者数が 多 く､8市 合計 の

平均値 はほほ横 浜市 の平均 で あるO武蔵野市の数値 には勿論集横 の結果 が 表 わされ てい るので
(注 2)

ぁるが､ 又市域 (人 口 )の小 さい ことか らす る増 巾効果 も考 え緒言O)横 浜市 で は､中区 が最

も人口 1万 人当 b従 業者 数が多 く､西区 はほぼ 武蔵野市並 み であるo従 って横浜 副都心 として

港北 ニ }_ クウ /全体 に対 しては､ 8市 合計 の平均値 を使用 しても よい と考 え られ るO

次に運輸 通信 業 をみ る と､ これ ら各市 の人口 1万人当 りの従 業者数 は各市所在都県の人 口 1

万人当 Dの従業者 数 よりも少 な く､金融 ･保険 業等 が概 して逆 の傾 向 を示 すのに比べ て特徴的

であ る｡ しか し8市 の中では浦和 市の如 く榛 - 少 ない もの もあ り､8市合計 の平均 値 を用 い

る場 合はや や過少 に出 る と考 え られ るo そ こで運輸 通信 業 については､中央 線沿 臥 総 武線沿

線の 4市 の平均値 を指 4円 '11095人/万人) そ して従業者 1人当bn床面雛 鯛 の性格 を

考慮 して､金融 ･保険 業等 とそ の他 サ- ビス菜 に対 して､ ビル実態調 査 (日本 ビルデ /ク協会

連 合会 )よb平均 15nfに設定 したO又個 人サー ビス業 ､運輸通 信業 については 7･5Tn2/人に

=&% !o)
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各 市 の 人 口 面 折 等 単 位 :人

1.武蔵 野市 2.三鷹市 3,大 宮市 4.浦和 市 5.松戸市 6. 柏 市 7.市 川 市 8.船 橋市

S40年 国 調人 口 133,516 135,873 215,646 221,323 160∫)01 109237 207,988 223,989

S45年 . 136,959 155,693 268,777 269,397 253591 150.635 261,055 325,426

S44年7月1日人口 136,098 150.738 255,494 259,878 230,193 140285 247,788 300.067

S 4 0人 口 密 度 121 81 24 31 26 15 40 28

S 4 5人 口 密 度 124 93 30 38 41 21 50 41

S 44人 口 密 匿 123 90 29 37 38 19 47 38

人 口 1万人当 b従業者数

資料 国勢調査 全国市町村要 覧

単位 :人

武蔵 野市 三 鷹 市 /｣＼計 大 宮市 浦和 市 ･｣＼計 松 戸市 柏 市 ･｣＼計 市 川市 船橋 市 ･｣､ 計 合 計

金融 .保険､ 不動 産､電気 .ガス業 408f)9 78_17 234,73 15790 209B9 184.26 75∴ー3137.63 98.92 149.92 142.99 146.13162.16

運輸通信業 (除鉄道業 ) 119,25 137Bg 129.04 10020 3698 68.32 62.16 69_28 64_86 117.47 88.27 101.48 88.25

個 人サー ビス業(洗 た く理 容等 ) 111.17 80.10 94B3 85.40 80.22 82.79 75.07 67.43 72,18 90,80 67.45 78.01 80.99

そ の 他 サ ー ビス 業 12521 6921 95,79 108.57 13728 123.06 50.82 67.59 54.19 58.76 57.52 58.07 83.64

S 4 4BI茄所 歳 計 都 市 崩

rl rl ~ ,_



以上 よb30万人段階の港北 ニ ュー タウ/の業務施設量 を算定 すると

I(16216+83･64 )×15十(11095+80199)×751×30-153,7965〝f

この中で 50% (77,000㌦ )を吸収 す ると設定 した｡

(注 1 ) 事業所 統計 に おいて以下 の ものを業務 サー ビス業 とす るO

業務 :H金 融 ･保険 業 Ⅰ不動産業 J運輸通信 業 Ⅹ電気 ･ガス ･水道

業

サー ビス :Lサー ビ ス業

(注2) 資料 2-38- 2-40参照

(注3 ) 各市 の人口面横 等参 照

(注 4 ) 日太 リサーチの レポー ト結果 (S43)と比戟 す ると､金融 保険 ､不 動産業 で

やや多 めであD､運輸通信 ､個人サー ビス､そ の他 サー ビス業でやや少 なめ であ

り､ (但 し運輸通 信は当試算 では鉄 道が除 かれ てい る )合計 としては当試算 の方

が少 なめである｡ cf 日本 1)サー チ 人 口 1万人 当 り 485人 (含鉄道業 )

(注5 ) 個 人サー ビス業は､建築設計資料 集成 等 を参照 し､ 又運 輸通信 業 については＼外

当 D床面積の 50% に設定 した｡ な お資料 2- 41､2-42参照

第 3節 娯 楽施 設量 の算定

娯楽 施設(絹 業施設､業務施設等 と斯 カ､その変化 のサ イ クル も短期 で あ D＼超長期 (例

ぇば 10年以上 )には､質的 に量的に大 きな変化 を示 すO娯楽は一面 では､伝統的 な遊 びを含

むが､他 方非常 に創 造的 な もので もあ9､現在 ､存在す る娯楽 の質 を もって超長期 の将 来予測

を行 うことは､ あま 少意味がない と考 え られ るo勿論マ クロ的 な意味 では 自由時 間の増 大､所

得の増刀口等 を要 因 として､① 高級化 ㊤ ライフサ イクルの存在 (ex ポー リ ン グ ) ⑨ 戸外化 ､

参加 化 と い った変 化等が 予 測 さ れ､ こ うした レベルの研究､予測は かなDの蓄積 を持 ちつつあ
(注 )

る｡
(症 )

前述 した超長期の予測 が偶感 とい う意 味 合いは､ こうした マ クロ-- ス､ ノ ン フィ ジカルベ

-スの予測 を ミク ロベースで ある具体的 な施設量 に 7･L,- クダ ウンす る際 の接続 について であ

る｡

しか し経営言十算 ､換地設計 等か らは施設量 に ブレークダウ ンす ることが要請 され て お D､ こ

こでは千 里二 一一 クウ- ノヤー センタ- ttセル /- "の実例 か ら､癌北 ニ i一 夕ウ/完成時

(S65 )に2倍 の 7 2,0 00,㌦を中央 センターに建 設す る と設定 したO (セル /-概要参照 )

(注 )日本長 期信用銀行 調 査月報 Nol17 S45 1 tlレジャー産 業 の現状 と展 望 "
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セル y- (Selcy)概要

(1) 会社概要

千里 レ リヤー セ/タ-㈱ は 7 ミ1- ズメン トセ/クー彊設 のため フジタ工業㈱ ､㈱ 第 一ホテ

ル､㈱ トー メン､㈱ 大和銀行 の 4社 に よ9設立 された｡ セルソーは昭和 47年 11月 15日に

オー ブンし､千畳 - -- クウ/の中央部千里中央地 区 (約 1q万坪 )に位置す る｡ 交通は地下

鉄 (北大阪急行電 鉄の御堂筋線 )並びに主 要道路 として新御堂筋､中央環状線 などがある｡

(2) 建 築敷地等面積概要

1. 敷 地 面 積 14,028,78lTl 7. 有 効 面 積 比 63%

2. 建 築 面 鏡 ll,173,72mT 8, 直 営 面 積 4,693坪

3. 延 建 築 面 市 51,084_2(ー'㌦ 9. 賃 貸 面 横 5,∩74坪

4. 階 数 地下 1階地上 6倍 10, 賃 貸 比 妥 52%

(3) 土地取得 費等の概 要

1 土地 取得費 1,061百万円(S46/3)"f当 9単価 75,634円

2. 建物工 事費 3,600百万円(S46/9-S47/ll)''f当 D単価 70.472円(設備疫含む )

3 テ ナ / ト条 件

賃晶貸 坪 Bl 9,075- 12,045 (円)
1.2F 8,085～ 10.065

ト 十円 3-5F 6,105- 9,075
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階 業 種

賃 貸 日内坪数 直 営(内 秤数

6 高 級 レス トラ ン(133)

F サパー クラブ (151) 中華料理 (147)

ス テー キ- ウス (85) 計 (516)

5 多 目的 ホ- ル (132) 求

F ス カ ツ ソ i (128) 計 (260) 1 (60レーン)リ
文 化教 皇 (174)

4F 計 (174) (170) ニ/グ場 (60レ-ンう3 子供 の国 (256) 屋外 ブール

F 計 (256)

2F ビ1- テ ィサ ロ / (90) 室内 7-ル (42レーン)
ワー ル ドス ナ ック (107)

ダ ンスホー ル (146) 計 (343) 延 (667.5) 延 (38555)

1 バザー タウン(338) リビングソ●-/(490)モ-クーソヨウ(179) ミュージックソ｣ン(234)

FBl 海洋 レ ジヤ- ソー- ン (150)

陸 上 レ ノヤ- ゾ- / (150)計 (1541)

映画館 (150) ノくチ ン コ (227)

大衆飲食街 (322) サ ウナ (246)

麻 雀 コー ナ- (38) マンモスノ｣ (142)









那 部 港北ユニータウン中心地;-21の経営計画

序 施設量のまとめと必要土地面積の設定

第 2部 で算定 した施設量 をま とめ る と下表 の通 Dで あD､更に平均容桁墓を設定 して必要 土

地面積を算定 した. (こ こでは注意 しなければ在 らないのは､土地面積算定に使 った平均容柿

室は､建物の地下部分 も含ん で卦D､いわゆる兵の容 析薮 としては場合 によD若干 これ よ｡低

いことであるO )

S65年成立床面積 (''i) 平均容積量(%) 必要血 面積(77i) 床面構成比(%) 土地構成比(%)

′｣､ 売 業飲 食 業 330,600 156,200 180 86,8nO 47.7 61.4- 22,400 200 ll,200 6_8 7.9

77,000 400 19,300 23.5 13,7業 務 154,000

娯 楽 業合 計 - 72,000 300 24,nnO 22.0 17.0

′ト売 業 の 内 訳

店 数 床 面桁 (けf) 容横 妥Vo)必要土地官爵 床面積BE805 土地構成比%)

デ J{- 卜 2 50,〕OO 500 10,000 32,0 ll.5

ス - ノミ- 2 20,000 200 10.000 12.8 ll.5

専 門 店一般小 売店 48,600 15q 32,4()0 31.1 37.3



第 1章 業務分担 の考え 方

る地 元会社 との間で､ どの様 な業務分担が行 な われ るか とい う点 は＼非常 に雌か しい 問題で ある｡

すでに､第 3セク ターの性格地元住民の資質の分析は行 な ってい るが､ それ を踏 まえて も将来的

に 両者 の性 格 を量的 な面 も含 めて想 定す る ことには困難が と もな うoそ こで壮 ttいか にあ るか "

は困難 であ bltいか L7:あるべ きか "とい う観点 か らの業務 (質 と蛋 )の振分 けが必要 となるOそ

してこの場 合 も一義 的に決定 す る ことは硯実的 では な く､む しろ各種 の経営 試算 の結果 か ら逆k:

業務分 担 の妥当性 が 問われ る とい う側面 もある程度生ず る と考え られ るO

以下 におLrlては､ CK l(､地元会社 の業務の定性的考察 ､施設 量振 b分け-の 7'レ- クダ ウ/､

換地設計 との整 合の順 に検討 を進め てい く｡

第 1節 CKKの業務の定性的考察

1.C】くEの設定趣 旨

① ニ ュ- クウ/居住者-ej利便性 の確保 ､及 び コ ミユニテ ィ-形成 を行 走 うO

笹) ① と関連 して二 -- タウ/人 口の定着 に対 して先行的 ､計 画的 75:施設 の建設D

⑨ 地 元会 社 (含地元地 主 )の施 設唾設等- イ/Jlク トを与え､町づ くbの誘導 を行 な う.

④ 地元 民の生活再建 - の鼠 力組 織 の一 つであるO

㊥ 横 浜副都心 に相応 しい ニ ー- タウ ン中央 セ ン ターの計画的建設の主体o

(む 低 収益 ､非収益 施設 の建設 ､運営 等の負担 (公 共負担 )0

⑦ 大規模施設､施 設の大量建設 の主体 (資金調達 等 事業能 力の確保 )

2･CK Kの業務 例 示

① ニ -- タウ ン居住者 の利 便等 に関す る業務 商業施設､飲食施 設､娯楽施設等 の建

設 ･賃貸 直営 ､催 し物等 の主催､ 商

会 等諸 団体 へ の協力

に関す る業務

㊥ 広域 型都市核の形 成 に関す る業務

④ 公共負 担に関す る業 務
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経営指導､各種 コンサル テイ ンク､

施設の賃貸

高級専開 店､大 規模施設等 の建 設

賃貸､ テナ ン ト募集

駐車場 の礎 設 ･運営 ､ ベテイス ト1)

7ンの建設 ･道 営､その他公会堂等

低収 益施設 の埋設 運営､市 .公EE

等の委託 事務



第2節 地元会社の業務の定性的考察

1 地元 会社の 設立趣 旨

① 地主 の生 活再建､転業 母体

④ NTセ /♂-の施設 の分担的開発機能 イ)総 合的計画 的 セ/ クー開発 の分 担

ロ) パ ライ7 テ ィー を付与す る役割

⑨ N T 建 設事業 に よる開発利益 の機会均等化

④ N T セ /クーの 土地 の分担 的提供主体 (提供 土地 の一本 化 )

⑤ 地元 民 の窓ロ イ)地元民の意 向の集約 の場

ロ)対 外的活 動主体

⑥ 地元 参加 型の開発方式 のノミィオ二 7

① リス ク分散機能 イ)地元 民の共 同体

ロ) 事業 の多角化

⑧ 新 旧住民の コミュニテ ィー形 成の接点 (ノミイ71)

㊥ 会社形式 にする ことに よる対外的信用 力の付与

⑲ 規模 の利益 の実現 ( ex 規模が大 きくなる ことに よる事業 多角化能 力の向上 ､対外 的信

用 ブコの増大等 )

2 地元 会社 の構 成

① 外部 EE体 の役 割

イ) 公 団

区画整理 - 土地集約 化 (飛換地 )､地元土地 の集約 /ステムの開 発

NT事業 - 地 元会社の土地 に 対す るプ ラニ ング上 か らの位置付 け (性格規定 )

ロ) 請

横浜市 の フ･ロノェク ト-対 象地主 (市民 )の生 活再確 等の支援

㊤ 内部 構成 (可能性 )
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機 能 の 分 担 可 能 性

土 地 株 主 支援指導 金 融 経営ノウ-ウ コミa_ティ 事業夷同化

飛 換 地 参 加 地 主 (⊃ ○

そ の 他 地 主(現 金 参 加 型 ) ○

新 住 民 △ △

公 団 △ ○

請 △ ○ △

金 融機関 ,農 協 etc (⊃

7- ベ ロ ツ /1' - △

テ ナ ン ト △ △ △

○- 可能性 大 △ ･ .可能性 あi)

3 地 元会社 の藁務 例 示

① 参加地主 の生 活再礎 ･転業 に関す る業務 - 生 崇的 店舗の整備 ､ ビルの メ/テナ ンス､

経営 コ /サル テ ィ/ク

㊤ 保 有土地 を生 か す薬種 (含土地 主 旨地 )- マ ンソヨ/の唾設 ･売 買 ･管理 ､貸農園､

倉庫業､土地の賃貸

⑨ 卓加地主 の排 七生かナ兼務 ク リ- /サー ビス､ 住宅桂官 ､ (駐車瑞 )､

(カ ソ リンス タン ド)､ (自動車運輸業 )

④ 不 参加 地主 とのつ なが Dか ら生 ず る業務 - 不動産 業 (土地 売 買 住宅 入居者の あっせ

ん )テナ ン ト募集 ､ ビル等埋設- の支援

⑧ 公E3]･市 ･CKEの下打的 辛横 団 地サ ー ビス､公 園捷地 等の管理､ ビルの

メンテ ナ /ス

③ 共 同化 を生か す業務 卸 売機能 (共 同仕 入､共 同版売 )

･① 外 部ヰ rl能力 と捷携す る菓務 進出企兼 との共同+菓 (共同 スー ノて-の足

首 ､ フランチ ャイ ズ店 の経 営等 )

⑧ 舶載･心形成の-JLt狙 )業務 車券所 ･書 ∩店 (卑心 性の祐V,)･択兼XSt

の整備

⑨ NTの コ ミ8-ティ形成 に寄与 す る業務 - 住民娯楽 セン ターの埋設､会館 の建 設､催

し物 の企 画 主催 等
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第 3節 施設量の振分け方法

前述 の CKX､地 元会社の業務 の定 性的考察か ら､ 具体 的 に施設量 に ブレー クダ ウ ンす るに

際 して､基本的 には商業施設量 の分 担割 合を基準 として､他 の業種 (飲食､業務 ､娯楽 )の施

設量 を振分 けす る｡ そ の理 由 としては､① 商業施設 は､ ニ ユー タウ ン住 民 の日常生活 の利 便性

と最 も密接 な関係 奇有 しておD､重要 な分 野で あるO㊤ ニ ユー タウン完成時 に中央 セン タ-で

成立 す る施設量 と して他 の業種 の成立 施設量 の合計 とほぼ等 しく､施設量 に占める ウエー トが

高いO⑨他の業種は､例 えば業務等 性格的 に振 分けが難 か しい こ とな どが あげ られるO

く 商業施設 量の振 分け>

商業 施設量 の振 分 け方法 としては､① 山分 け ④ 従 業員規模 ⑨建設 段牌 ④特 定施 設

⑤利便性確保 の最 低必要量 ⑥以上 のMIXの 6つ の基準が 考 えられ るo

l. 山分け に よる振分け法

単純 に比墓を定 め て施設 壷を振 分け るO比 墓につ V,ては特 別な根拠 はなV,が ィ､単純 で

分 か b易 い ロ､他 の基準 に よる施設量振 り分 け を見 る際 の 目安 となる､ な どの利点 が ある0

2 従業員規 模に よる振 分け 法

従 業者規模 別 ､店数 ､売場 面横 ソエア

II横浜市 (1-4人 ) 繁華街 (1-4人 ) 横浜市 (1-9人 ) 繁華街 (1-9人 )
店 数 売場面積 店 数 売場面 積 店 数 売場面 桁 店 数 売場面 街

食料関係 84.4% 58_3% 65.5% 45.2% 97.3% 79.2% 90.2% 73.4%

住居 ー 78.9 42_1 35.7 19.0 94.9 73.2 94,2 73.0

光熱 . 46.5 18.5 46.5 18,5 86.8 77.2 86.8 77.2

被服 - 78.5 29.5 33.6 12.6 95.0 61.5 75.9 49,1

雑費 ■ 82.∩ 60,0 43.5 31.8 93.0 82.1 82.∩ 72.4

注 1 横浜市 (S45商業統計 )店数 (除各種 商店 )､売場面析 (含各種 商店 )

各種 商品の店数 は少 ない ので無視 しうる0

2. 繁衝街 (S45商業統計 )の範緒は以 下の通 j)

横浜 駅 西口､横浜駅 ビル､ ダイヤ モ ン ド地下 街､伊勢佐木 町 1- 7丁 臥 川崎駅

ビル､川崎駅前

なおt

繁華 街の売場 面秩 /エアは統計上 得 られ ないの で以下 の算式 に よb言†算 した｡

肺 市 ｡ 1～ 4人 )禿脈 耕 シニア X芸芸苦 '(ll= 44^̂ 三悪芸 1::77
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- 繁華街 (1- 4人 )売場 面横 ソエ7

3 光熱 については､繁 華街の統 計上 得 られ ない ので､横浜市の数値 (店数､売場

面積 とも )に よったO

地元会社 に参加 す る地主 の生活再 埋､ 1)スク回避等の罰点 か ら地 元会社 には一般′｣＼売店 を

中心 とした小 規模生業的 店舗を分担 させ る｡ 具体 的 には この様 を店舗 を従業 員規模 1-4人

の店舗 と し､横 浜 ･川 崎の繁華街の従業員規模別売場 面積 の構 成に よって比 率 を定 め る｡

(資料 3- 1-3-6参照 )

3 建設 段階 に よる振分 け法

ニ -- タウ ンに おVlては初期の人口定着の立 ち上 i)カー ブが急 であるので､かなb先行的

75L唾 設が必要 とされ る｡一方横浜市/｣＼売業の S29-45年 の売場効壷 の動向か ら､通 常の

商業活 動が行 われる範囲 を施設量に対応 させた場合､ 売場 劾墓 に よって吸収 され る施設量の

上 限が 133倍､下限が 080倍 と設 定 しうる｡そして短期 間 の増設 を避 けて最低 3年 の期間

を置 くと､S56-57年頃 か ら3年 後 を見越 した施設 建設が前記の上限 ､下限 の範囲 に お

さま るDす なわ ちS57年 までは､民間の 自然発生に よって建 設され る可能性が少 ない と考

え られ るので､CEKが計画的 ､先行 的にS57年 の最低必要量を唾 設する必要が ある.

4 特定施設 に よる振 分 け法

大規 模施 設でま とま りが あ り､商業核形 成に戦略的 な意味 を もつ核店舗で あるデノミ- ト･

ス- ノL をCKEが分担 し､そ の他 の専 門店､一般小 売店は地 元 に まかせ るo但 しこの場 合

テノ,A- ト スー /,'-のみでは計 画的建 設 と商業 核の形成 は､充分 には保障され ない と考え ら

れ る｡

5 利便性確保 の最低必要量 に よる振 分 け法

最 低必要量 は､ 二 ユー タウン住民の利便性 の確保の観点 よbする もので､建 設段階 と同様

に横浜市/｣＼売業の売場効墓の推移 よ D､成立施 設量 の80% とす るO そ して この部分は CxE

が建設 を行 な うべ きであ るが､成立施設量 と しては広域対応 ､ ニ 1- タウン人口 30万人対

応 ､区 画整 理区域人 口 22万人対応の 3つが考 え られ る｡

6 MIXした考 え方に よる振 分け法

MIX の場 合は以上 の考 え方を もとに して､組み 合せ で決 め る もの である｡例 えば ､CKK

の分@_と戦略的核 店舗で あるテパ- ト､スー/て- と､ それ に附随 する専 門店 と設定 す る等で

あ る｡

第 4節 換地計画との整合及び振 b分けの決定

業務 分担 を具体的 に施設 壷に おろす場 合､成立施設量 に よる制約条件 とと もに､取得 しうる
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土地鯛 に よって も制約 が生 ず るO従 って業務分担 に よって建設施設量 を設定す るに際 して

公団に よる換地計画 と整合を持たせることとした｡

公 団の港北 ニュー タウ ン中央 セ ンター地区換地設計の方針 は次の通 Dで あるO

公共用地 35% 185 ha

公団 換地分 12% 63ha

保留地 分 21% 115ha

地元会社 ､'1 8% 42ha

民有地 (原地換地 )* 24% 125 ha

il 100% 530ha

*寺社用地 20 0け組 下 (従前 )の宅地 の枠外 飛出を見込む

この中で公共用地､民有地 (原地換地 )分は対象外で あD､又更に公 団取得分か ら官庁施設

用地等 の公益的施設用 地 884ha が優先的に除かれるo又駐車 場用地 は 3之8ha と想定

され ているO そ して公団取得分 と地元会社取得 分については､総 ワクは固定 してい るものの

比墓は流動的 であるoそ こで CXX､地元会社 を合算 して考 えると､駐車場用地 を除 き､商

業､芙臥 飲食､娯楽の施設用地に充 当できるのは 988haであ る｡

従 ってCXK､地元会社の合算取得 可能土地 面積 を最大 988ha と し､業務分担 を施設

量及 び土地面積 に プレ-クタ ウンする際は これを制約条件 と したO

又馴 分けの基準については前述 の 6種類の方法の 中か ら広域型 セ /クーに対応する もの

(以下広域対応 とい う )として､①従 業員規模臥 ㊤ デノ,･一 ト ス～ /｣ 型を採用 し､更に

ニュー ダウ/人口に対応す る センター (以下 30万人対応 とい う)として30万人対応型

(公EB提示 )の 3つを採用す ることとしたo それぞれ の型の 商業施設量に よる円容 をま とめ

ると以下の通 Dであるo

商圏対応 /{ p - / cEX の 分 担 地 元 会 社 の 分 担一般′｣､売店

広域対応 1. 従業員規模塾 チ-- ト.ス-J{-専門店2. デノL ト.ス-ノし 型 T-- ト.ス- ,.I- 専門店 ,一般′J､売店

合算取得土地 両横は ､従英員規模型､ デノ- ト ス-ノミ一塾の場 合駐車場用地 を除 き9･88

ha であ9､30万 人対 応型は 739haであるO

又他の業種 も含 めた施設 量分担は次表の通 Dで ある0
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CxK､ 地 元 会 社 の 業 務 分 担

主価 葵 種 区 分 1. 従 薬 品規 模 型 2. テJ.'- 卜.ス-/I-壁 3. 3 0万 対 応 型
施 設 面 携 わj) 土地 面 横 i't) 施 設 面 横 bd 土 地 面 横 切 施 設 面 析 iTi) 土 地 面 横 bt)

C '｣､ 売 英 97,200 38,100 70{)00 20,000 73,600 22,400
飲 食 英 12,90(ー 6,450 6,ロoo 3,000 4,200 2,100

Ⅹ 典 44,6∩(ー ll,150 50.0(川 12,500 61,600 119,200

I( 範 頼 や 415Or) 13,80r) 36,OnO 12,000 57,600 15,4∩0

小 計 196,20n 69,500 162,0ー)0 47,500 197f)On 59,100

駐 車 場 32,80つ 32,800 32,800

合 計 .196,200 ln2,3ー)0 162,000 80,301:) 197,000 91,900

地 小 売 英 21,1nt) 19,3r川 48,30(I 37,400 2,700 2,50∩
飲 食 英 4,10ー) 2,∩5∩ ll,00n 5,50∩ 7,300 3,650

7⊂令社 # # 14,2(ー∩ 3,55∩ 8,800 2,200 15,400 3,850
娯 楽 業 13,100 4,40r) 18,600 6,2nO 14,40∩ 4,8nO.

合 計 52,50∩ 29,3nO 86,700 51,300 39,8∩0 14,80-3

価 CKK :施設両横 (m2) CXXの分担 CⅠ日{:施設両横 (''{)
･T-- ト 50,000 ･業務施設 ･デ/,I- ト 501)00

考欄 ースーパー 20.000 金融､逓輸通信､怒気 ガス ･ス-ノく- 20.000
･専 門 店 27,200 ･娯楽施設千里NT七 ル ソー級 ･専 門 店 3,60∩

地元会社 施設面研 ("f) 地元会社 施設面析 (〟)



第2章 建 設計 画 の 作成

第1節 建設計画作成の基準

建設計画作成 に当 って全体に共通 を基準 としては以下 の ものが あるo

① 中央 セ/タ-は､ S54年か ら施設建設可能 となるo

④ 施設建設 に要する期間は 1年 間 とし､増設の間隔は 3年間 とするo

⑧ 土地取得は各工期 に建設され る施設に見合 う用地面積 を取得す る段階的取得に よるo

更 に各業種の建設計画作成の基準は以下 の通 bである｡

1 商菜施設

① スーノミ- 2店 (床面横合計 20･000ni)は S54年 に建設 し､S55年にOpenす

るo

④ デノミ- トについては､区画整理区域人口約 15万人､NT人口約 20万人に遠 する S

58年 に1店､区画整理 区域 人口約 20万人､NT人口約 25万人に達するS61年 に1

店進 出す るもの とするo (各 々床面積 25･000㌦ )

⑨ 専門店､一般小売店については広域対応の成立商業施設長 か らチ/,'- ト､ス一 ,(一施設
(注 1)

量を除いた最大値､最′｣＼値 (グラフのMaxI MlnI )の推移か ら少 な く も 成立 商

業施設量の最低必要量を潤す (す なわちMlnI≦0 )ようにす るD これを満たすには､

工期 との関係か らS55- 床面積 35,000mlの専門店､一般小売店の Open が必要

であD､この建設 を決定 すると､以後最低必要量は満足 され る｡次に､更に この 35,000

㌦を広域対応の成立施設量 の最大値 (Maxl)か ら除いた ものがMaxnで あり､ S55

年 で酌 っすかにマイナスとな D､上乗 せの余地 は ないO又 S58 IS61年 はいずれ も増

設可能 で あるが､東京新線が- 入れ を した後 の S61年 に増設 を行 なうこととするO

2 飲食施設 ､業務施設

飲食施設 ･業務 施設 については､年次別の成立施設量 の推移を もとに､建設後 3年 目の成
(注 2)

立 施設量の約 70-80%を建設 するものと して建設計画 を作成 した｡残余 の施設 量約 30

～ 20%につい ては､現地換地分 に 7tかせ る ものとしたo

3 娯楽施設

娯楽施設は､東京新 線乗 b入れ後 の S61年 に千里ニュ- タウンの セルソー級 の ものを まと

め て openして中央 センターの魅力を高める もの とし､ - ｣＼規模 のものを S55･S58

年に配分 した｡

4. 駐車場

駐車場 は､建設施設量 にt急ほ対 応させて取億 円地面横 を決定 したO

(注 1) クラフは従業員規模臥 デノく- ト ス-パー塾についての ものであ るが､ 30

万人対応型は 30万人対 応成立施設量に よって決定 してい るO



(注 2 ) 飲食業の年次別成立施設量は､飲食施設量の算定の項参照

業務施設については､成立施設畳を生 次別NT人口 に比例 させた｡

第2節 各 パター ン月日建設計画

前述 の基準 vc従 って各 ノてター ン別に唾設計 面 (S tag e p lan ) に ブレークダ ウンしたの

が次頁以下の表である｡

stAFe P l&n (従 ZFA 凍 gE丞 )

SS3SSl S55 S56 SS7SSS SSI S60 S61 S62 S63 S64 S65

人 口(人) 量 麦iJ! ?̂ 聖 書 38,lOl)60.lD0383987 5BP0○80,900426331 ■5.700112.765180.96) ll5DO○l一丁J70533β16 J一〇7○○177.9SSS32JUⅠ 1625002〇一.6●○627.627 179.9○○227,32566一5Bl 193き○○246J)l)a7○5,526 20230○259,8657一l69一3 2○9,4○○272.07078B,393 2日.70○2&2,15～一29.758 ZLJ70【l2t‖Jl4067u 81 2198○○297,725912J662

転 写 商手95設I (床面 )hlAXhtⅠN(売場 面8t) 40,7Jl85▲)■J32J63021̂ 73 54,○3772P48一3,23032一22 】】3.205150∫3590,56467.923 123,322164.125 1ユユ,866178.186 1一l一.732192>71 151;.152208,19724>50 36.79022J)7一l6556 9○5一6与4.32940.7一6 llI,12066,85150,Ilo 127,一8676.一9一57.370 133J)8679.85一59,89010958 73,993 8032l 86B39 93β91

飲 食 稚 殻 I 2570 3,973 5.662 7,753 9.719 ll,374 13.322 15.114 17.632 J9,967 22.400

壬 若 Jt i2 Jt 24.952 37781 一5一一7 52514 Se3一0 63,110 66.708 69P39 725 8 74690 77一)00

廿 ◆ JI B t 72DOl)

Jt 皮 I 合 一I 377L}○○

Jt B(■ー(NE没 )○p-､nbAAe ■ ■ JI 39.7001530○ 25b○○5J○○ }2.5l)○ 97,2○○2utH)

* ■ ■ 曲 I 3,loolZOO ).lOl)l300 3一〇〇).700 3300 l2.9○○4.loo

I + ^ キ I 26FO〇一Jtl○ lOJ【l○13○○ 7.9002.7○○ 41.600日200

et 兼 tb 取 I 5.50○6000 7.loo 36POO lL.50013.1○○

JG 設 JL 合 計 74.90030,800105,TOD 38,200lT,SDOs5.500 79.8001.40081,200 3.300i,loo 196.20052′5DO248,TOO

土 地(∫)(屯禍 ) 布 兼 ね tkjI)地 23JOOl一P36 5.0005264 IOノ)00 38.10019.3DO

政 * JtRhlJh 15506○○ 15506○○ L70085○ 1.650 6.一502pS○
兼 務 J5 枚 用 JL 66502.○75 2,5254○0 1575675 ll.)50355l)

lJIO○2.○C○ 2JIOO 12L)dO 13PO○1,400

山 ■ ■ ■ ● 1一,〇〇〇 7300 11500 31一〇〇

通 l 叢蛋l ー●ヽ＼＼

I..一iご _..･..一一-て~N ＼戻 ). -ゝ)aき ヾ こI-I_＼､＼､(- ),-ゝ)

＼ ､､､~ー＼､ヽ ＼ 一一十 一 '' 豊 実

＼＼ ､ ､､1ヽ--二 ､､～/ ミ ]～ 一一 ､_ - 誓 書

< I くニト ､ IーこT:/I - -J1 ㌧ -1 ､ 好■-こ､ l 一一一一
､一二＼ 一一

＼ ､＼_> ＼＼_-----＼ 三 (-一 つ.1) ､､ゝ ､､＼｢ ､･く= ＼ ＼＼､､宰 ミ 二一千 一一一一＼､＼ ＼ ~＼ 圭 こー _＼､ ＼ --＼ 二､､ 引(T_),､,､ (軸テ訂卜頑コご＼4'
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S 3 S54 S55 S 6 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S 65

A(人 )D悪 霊 だ 苧雲雀清 岡 ^ 口 J638 100100987 ら8Jl2 900goo931 818 700785961 lll153 000170616 ー11758 700955671 602 300640627 172266 900325581 192Ll70 5【)0000526 20257Jl 30O885983 202778 4()0070393 212882 700455758 212987 ZOO840181 2L2991 BOD725662

子4 号 商機 設袋 (床面 )MAXM ーN(完 額 面 凍 ) 121l 263350610958 32 593790074556 4532 788383630473 573 037048230422 695 91】546329746 8I65 567La208541̀tO 1 617486494370 91375 817086854Bワo ll1596 205936564923 12169 322425658993 一十1710a 86848609Ll32】 1419ll8 732971786839 1520l29 lらz197922691

飲 食 施 設 丑 2.570 973 662 753 719 1 374 1 322 1 414 1 632 1 967 2 100

来 凍 施 設 旺 28.952 3 78l 687 5 5lJL 5 340 6 140 6 708 6 839 7 508 7 690 7 000

娯 狐 施 設 丑 7̀ 000

施 設 Jt 合 計 32 600

施 設(nI)Jttk 十Openゎa許e 商 業 86 設 I 20,00035.000 25.000 21 000.300 704 OOF)300

飲 食 施 設 iL 4,300 4,300 0004DO 1 COO000

乗 務 26 苗と 丑 295,700.200 ll.3002.OOO 000600 50000BOO

軌 赦 施 設 丑 9.00O 9.600 3 000 3 000600

施 設 見 合 計 1510 700500200 3:5 3(】0900200 76.DDO17.38093.300 16824 080700700

土 地(a )(収得 )base 商 兼 地 殻 用 地 ll).00027.1こl6 5.COO 5.BOOlO.26Jl 23 000400

飲 食 施 殴 用 地 2,150 2.150 3′0【)0I,200 000500
実 務 施 設 用 地 7.4251.300 2,825500 2.25040O 12.5002.200
娯 狭 施 設 用 地 3,LJOO 3.200 l2.000 】2.0006.200

牡 Ji 壌 用 地 13,000 900 ]2.30D 32.800

施 設 用 他 合 計 31,loo33.6006′l.700 l 700βOO500 31 500900Ll00 8051131.300.300.600

s tage P lan (30万人対応型 )

S5二l S51 SSS S56 S57 S5Zl S59 S 60 SI S62 S63 S64 S 65

人 口(人 ) 区 画 を 理 区 竣芸 北ln" T̂ 全 哲 3638 100loo987 5842 00003】 +ll18 700785961 ll1453 00D170616 1.lO1758 700955671 162062 004027 172266 980325581 l92170 500000526 ZD2574 300885983 202778 40070393 212882 7DO455758 212987 2【)0040]81 2129g】 8DO725662

ぬ 設(b')i E 十 MAXMtN(売切 両 横 ) 12l1 2633506tO958 2321 939074556 532788383630473 573 037048230Jl22 695 911546329746 8ll65 672(ー514D 91275 61748619一l370 I)l375 81708685489D ll1596 205936561923 12L697 322.425658.993 1317]08 868Ll8609̀l321 ⅠLl19】18 73297】786839 1520129 .152.197,922.691
玖 食 施 設 甘 570 3,973 662 53 719 l 374 l 322 1 ‖ 1 1 632 1 967 2 400

兵 務 施 設 丑 2 952 37,781 4 687 5 14 5 340 6 】40 6 708 6 839 7 508 7 690 7 00D

机 炎 h) 証 せ 7 000

施 設 土 合 吉十 32 600

施 設(a)(埴設 )OPl-∩b8SC 商 薬 指 設 B 2 600700 25.000 25.000 7 600700

飲 食 施 設 I 10(I650 3.650 2.100 20〔I300

集 群 施 設 且 J ODOロoo 1 0000 7.2001.880 61 600loo

娯 楽 施 設 丑 川.尽OO 一汁14 DOoO 36.000 5714 OD00

施 設 食 合 計ナ 1L)3 000800

土 地(Ell(b?Fc) 爾 来 施 設 用 地 1 400500 5.000 5,000 40050(】

飲 食 施 設 用 地 050825 I.825 1,0SD 10(】65D

兼 務 36 殴 用 地 1 000500 3,600900 1,boo45D 1 loo850

机 爽 施 設 用 地 600 .600,800 12.000 1,200.800

牡 本 場 用 地 1 400 000 13.400 boo
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第三章 経営収支計算の前提諸条件

経営収支計算に当っての前提条件の大枠については､すでに第一章の初めに一部ふれ られてh

る｡一方CKK､地元会社の業務につい ては､業務の定性的考察の項 で述べた ように様 々を分野

が考え られる｡

しか し経営収支計算を行 なうに当って本調査では､CKK､地元会社の経営形態 として ビル賃

貸業を考えることとした｡その理由としては､①直営で′ト売業等をかなりの奄慶行な うには､c

KK､地元会社の性格上無理があ り､又画一的､独占的になり好 ましくなho◎直営が一部生 じ

た としても､経常収支の上からは よb有利に働 くもの と考えられる0(但 し収益施設についてであ

り､ この場合利益が上乗せされ るO )③ メンテナ/ス業務､コンサルティ/ク業務等のサービス

的 な事業は､見積 りの上で量的､質的に困難がある｡④ タ .)- ン事業等中央センター外でかなり

の活動が行われ るものは､中央センターの経営 とは少 し異質であり､む しろ別建Kすべ きである｡

等である｡

以上からCKK､地元会社について経営収支計算を行なう分野 としては､商集 ､ 飲食､ 業

務､娯楽施設の施設賃貸業とした｡CKKについては更に駐車場､ペデス トリア ンの負担
(注 )

を考えることとした｡

(荏 ) 駐車場収入は管理費をせか そう程度 とし､経営収支言i'算上除外 し､又ペデス トリア ンに

ついては別唾 とする｡

第 1節 前提諸条件

経営収支計算を行 なう上でモデルに lnputする条件の設定は､テナ ント条件を除 き以下の

通 りであるo

l. 創業費及び創業費償却

創業費には､会社設立前にかかわる創業費 (法税令 14条 1項 l号 )とともに､会社設立

後､営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用である開業費を含む も

のとするOそ してCKK､地元会社の創業費は､各 々 200百万円､ 20百万円とし5年間

で定額償却をする｡

2 資本金､増貿

CKKの資本金 は､他の第 3セクターの例 より､当初払込 500百万円 とし､第 2期工事

の時 (S57年 )に倍額増資をすることに した｡ 又地元会社は､当初払込 30首万円 とし同

様にS57年 に倍叡増資をすることとした. カ:お分離開発の場合､地元会社は現物出資で設

立されるが､経営収支計算上は特別に計算せず､現金出資における経営収支の地代と現物出

資の場合の配当を見合い として考察するに止めることとした｡ (経営収支計算の結果の考察

を参照 )
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3 人員計画

c K K : 第 1期=事 (S54 )40人でスター トし･第 2期=事 (S57)で50

人に､第 3期=事 (S60)以降 60人 に増員するO

地元会社 : 第 1期工事 (S54 )30人でスクートし･第 2期工事 (S57 )で 35

人に増員するo

以上の人員計画は､主 として事務管理部門より構成され､ ビルメ/テナ/ス等は外注によ

るもの とす る｡

4 不動産取得税､登藤税

用地費 (評価率 40% )､建築費 (評価率 80% )の 36率とする0

5 固定資産税､都市計画税

用地費 (評価 率 40%)､建築費 (評価率 80蕗 )の 16多とする0

6 地元会社の地代

地元会社の地代については､見 なし課税及び地元会社の金利水準 (年 9帝 )との関連から

①借地時評価額の 8飾据置き､②借地時評価額の 6多を初期条件に年 3帝値上げ･の 2ケー

スを設定した｡

(注 ) 時価に よる土地価格の 8留程度を目途に､見 なし課税の問題が発生する0

7 地価水準の設定

(1) 基準年 (S55 )の地価設定

容析室㈱ 土地面積 (m2) 地価 千Fq/mZ

チ ,I - ト 500 10,000 431

ス - バ ー 200 10,000 172

専 門 店 150 32,400 129

一 般 /｣＼売 店 110 34,400 95

飲 食 業 200 ll.200 172

事 務 所 400 19,300 344

# # % =# 300 24,000 258

駐 車 場 (110) 32.800 95

注 1. S55年 合算 地価を 180 千R/77㌔とした｡

荘 2 個別地価は､容横率に比例 して定めたo

注3 駐車場は､一般小売店並み (容積率の換算で )としたo

注4 年平均地価上昇率は､ 地元会社については長期金利相二分-85%/年

CxKについては公共審美の資金 コス ト相当分-75%/生 とした0
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(2) 地価の年次的推移

単 位 千円/〟

S47 S50 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65

デ J<- ト 224 287,397 431 468 507 551 597 648 703 763 828 898 974

ス ト ノ''- 90 114 159 172 187 202 220 238 259 281 304 330 358 389

専 門 店 67 86 119 129 140 152 165 179 194 210 228 248 269 292

一般′j＼売店 49 63 88 95 103 112 121 132 143 155 168 182 198 215

飲 食 業 90 114 159 172 187 202 220 238 259 281 304 330 358 389

事 務 所 179 229 317 344 373 405 439 477 517 561 609 661 717 778

娯 楽 施 設 134 172 238 258 280 304 330 358 388 421 457 496 538 583

駐 車 場 49 63 88 95 103 112 121 132 143 155 168 182 198 215

8 建築単価の設定

(1) 基準年 (S 47 )の建築単価の設定

建築単価(千Fq/,i) 備 考

デ パ - ト 110 実例に よる〟鉄筋コンク リー ト造想定

ス - /こ - 75

専 門 店 65

一 般 ′｣＼売 店 50 鉄骨造主体を想定

飲 食 業 CKK 65 鉄骨鉄筋､鉄筋､鉄骨の平均

地 元 55 鉄骨造を想定

事 務 所 CKK 75 鉄骨鉄筋､鉄筋の平均

地 元 60 鉄筋､鉄骨の平均

娯楽施設 CKK 70 鉄骨鉄筋を想定

注 1. チ,,.- ト､ ス-J1-は､実例に より想定 したO

をお､ス-I,'-については近年の高級化傾向をふまえてい る｡

荘 2 その他は､建設経済月報 (建設省計画局監修 )に よ9建築単価を設定 した｡ (設備

=事費含む) そ して同資料は=事費予定額であるので､補正係数 1.2を乗 じた｡
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注 3 年平均建築単価上昇率は､上記統計中の標準建 築史指数 (東京 )､建設=業経営研

究会のS 40- 46年 の推移から6帝に設定 したo

(2) 建築単価の年次的推移

単位 千Fq/TTLZ

S47 S50 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65

デ パ ー ト 110 131 165 175 186 197 209 221 235 249 264 279 296 314

メ - ノて - 75 89 113 120 127 134 142 151 160 170 180 191 202 214

専 門 店 65 77 98 104 110 116 123 131 139 147 156 165 175 186

一 般 ′j＼売店 50 60 75 80 84 90 95 101 107 113 120 127 135 143

飲 食 業CKK 65 77 98 104 110 116 123 131 139 147 156 165 175 186

地元 55 66 83 88 93 98 104 111 117 124 132 140 148 157

事 務 所CKK 75 89 113 120 127 134 142 151 160 170 180 191 202 214

地元 60 71 90 96 101 107 114 121 128 136 144 152 162 171

178 188 200
娯楽施言封::KK 70 83 105 112 118 125 133 141 149 158 168

構 造 別 ･ 用 途 別 越 年 Lrt 伍

sd7年2月Jlひ 10月介

族 骨 造

(仰l) 抑拠単価 伽t十 t1順 や禦(†円) ml:+ Il (¶】) (千円) (千円.加l) (千Fq) (御 )

601.702555.02946.673 35.078.32332.166.8()72.911.516 58.358,062.4 3,201.8682.775.118426.750 20.621.715 49_447_8LI古.3 1.431.1471335.02896.119 58.765.1675Ll,827.5113,887.656 41.1LIL_140.,I

飲 食 店 用そ の他の商-R用 855.395348.2784.367165.540239.66697.544 65.315.LL｣1224.SOIL.439250.Ll9314.831.53417.631.3767.797.600 76.471.257.489ー673,680,0 787.83488.55836.524lD1.72374.58886/l38 43.923.4962.278,7137.192.JL85A.451.6144,519.JI25 55.852.262ーJL70_759.752.3 1.587.579I.135,71897.86151.589125.357177.049 53.526.53624.390.JI514.JI84,5082.705,4996.608.7975.337281 33.721.5Jl5.852.452.730.1

118.378 3̂ L)9,737 28,8 338.725 20.584,252 60.8 389.l64 12.341.872 31.7

その他のサ ー ビス器用 655.6662Jl9̂ 1933.683 35.953.06214,608.6532.490.505 54.858.673_9 1.127.186404.04()143.056 59,562.09718.638.4587.281.511 52.846.150.9 872.6LL6383.967322.389 言≡;7:A:4:肯 きl=…

(注) なあ,Tl料 3- 7を FZli
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9 平均人件費の設定

平均人件費の設定に当って臥 会社を構成する人員の役職構成､年令構成､男女比率､福

利厚生費等によって変動するDそ こでまず CKK従業員の年間給与額臥 賃金センサス (質

金構造基本統計調査､ S46)不動産業を参考 VCす ると･東京地区･企業規模 1.000人以上･

男子で 1.673千円/年 であり､これを従業員 1人当 り年間給与額の基準 としたo(注 1)

更 に不動産各社の有価証券報告零 (729)等 によって･①給与水準の妥当性 ②福利厚生

費､役員報酬等に よる水準補正を行 ったo

その結果CKKの 1人当 り平均人件費虹 昭和 46年 を基準年 として･従業員 1人当 り年

間給与額の 150帝相当､ 2.500千円/人 とした0 50帝増の内訳 としては､①役員報酬の

影響分(1g52車) ②福利厚生費 (- 金等含む )の影響分 25多 ㊥新会社の雛 の影響分10

蕗を想定 したo

又地元会社 の平均人件費は､諸条件 を勘案 して､CKKの 80啓､ 2･000千円/A (基準

年 S46)とした｡

これらを年平均 人件費上昇率 10多(名目 )と想定 し､年次別人件費を求めたo

単位 :千円

- S46 S50 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65

C K K 2,500 3,660 5,359 5,895 5,894 7,133 7,846 8,631 9,49410.443ll.48712,63613,90015390

(注1) 賀科 3- 8参照

(注2) 人員構成 として､比較的役員の比重が大き く在ると考え られる｡

10 駐車場工事単価

S65年のニユークウ/完成要では､空地等 との関係から･駐車場は平面の広場式を想定

す ることとし､構造的 には､ 7スフ7ル ト舗装で簡易構造の屋根付程度を想定 したo

そ して工事単価は､広場式駐車場の実例か ら･ S47年 (基準年 )において 3千円/TnZと

したO又工事単価上昇率は､唾築単価上 昇垂 と同様年 6帝と設定 したo これに より各工期の

=事単伽 ､ S54年で 45千円/m,2･ S57年で 54千円/m=､ S60年で 64千円/mB

となる｡

ll.ペデス トリアン面積､工事単価等

ベデス トリ7 /の面積､栴迄については､ フィジカルブラン上未決定であり､設定が困難

であるo 又=事単 価は､構造に よって大 きく変動するo従 ってペデス トリアンについて臥

経営収支計算の中に含めず別姪で考 えることとす る｡

削 ヒニュータウンにおけるペデス トリア ンの構造臥 デ ッキ構造を想定 し､面横の基準 と

しては､CKK､地元会社の用地面積 (除 く･一般小売店用地､駐車場 )に対 して 10%と
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したo(注 1)

工事単価は S47年を基準年として､40千円/TnZとし･年平均=事単価上昇率は 6帝性 2)

とする｡

従 って=事単価は､ S 54年で 58千円/坑 S57年で 7 2千円/mZ･ S6 0年で 85

千 円である｡

又ペデス トリアン面積､費用等は以下の如 くであるo

1. 従 業員規模型 2.デJL ト､ス-ノし 型 3. 30万人対応型

ベテストリア/ 費 用 費 用 ベテストリア/ 費 用
面積 (nz) (百万円) 面積 (〟 ) (百万円 ) 面積 (Tn ) (百万円)

S 54 3,710 215.18 3,720 215.76 3,140 182.12141.84

5760 1.2602,760 90.72 1.380 99.36 1.970234,6 2.850 242.25 2.030 172.55

合 計 7,730 540.5 7,950 557.37 7,140 496.51

但 し対建築面積比に臥 一般小 売店建築面横を含めないO

荘 1 参考 として高蔵寺 ニユータウン中心地区経営計画 (S 47 8 )では､ベテス トリア /

は枝道平面路であり､面桁 12r654mZ･ S55年=事単価 2千円/7nBであるo このペデ

ス トリ7ソ面杭は､施設用地面桁 に対 して､容蘇率 10 0帝の薄約 27多忙当たる○

しか し港北 ニュ--タウンの場合虹 地価が高い とい う点か ら(S55年､港北 180

千円 /mZ､高蔵寺 23千円/仰Z)､土地負担は行わず施設費負担のみ とした｡

注 2. =事単価は､構造上 より鉄筋コ/ク 1)- ト造を想定 し､専門店建築単価を基準に､壬

として本体工事部分 と考えられる60帝分 として算定 した0

12 サービス ･ヤ-ド面積 ･工事単価

施設建築面積､建築単価に含めて考 えた〇

13 維持修繕費

修繕鮒 ､建築費の 05帝としたD又維持費については･共益費 ･管理費に より支払われ

るもの とした｡

14 滅佃併却費

建物につい ては､併却期間 60年･残存価値 10帝の定額償却･施設につい ては､償却期

間 20年､残存価値は ゼロの定額岱却 とする｡

15 支払利息 ･借入金利

当期借入金 につい ては､平残化率 05多を乗 じて平残を求め､借入金刺を乗ずるO繰越の

借入残については､借入金利を乗ず るo 又借入金利はCKKが年 85多･地元会社が年 9 0
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多である0

16.借 入 金

借入金は次式のとお Do 総支出 一 総収 入 - 借入金

17 受 取 利 息

当期の保証金､敷金､家賃収入 (月当9 )に対 して､平残 化率 05を乗 じて平残を求め､

利率 2 20啓で適用する0

18 繰越金運用

繰越金は､利率 220啓で運用す る0

19 その他諸経費

備品費､事務用品費､通信費､交際費等で建築費の 05%とする｡又地元会社については､

地代を含む｡

20 配 当 率

配当率は､年 10啓とし､繰越欠損がなく､かつ配当によ9期間損益が赤字 とならをい場

合 に配当を行 う｡

21 税 率

税査 (法人税等 )は 50蕗とする.但 し過去 5カ年間の期間欠損は､課税対象外 と して期

間収益から除外する｡

22.役 員 'iulj:ち

役員茄与は､収支計算 モデルで外生変数 と して与え られるが､今回の収支計算上は対象外

とした｡

第 2節 テ ナ ン ト条 件

1 賃 貸 料

賃貸料は立地に よる差が あD､又例えば商業施設の中でも差があるO(注 1)これを細か く

積み上げ ることは困難であ9､ 又誤差 も生ずると考え られ るので､ある程度大分類で賃貸料

を設定すること忙 し･ 3ケースを与えて シミュレ-y ヨ/することとした｡ (注2)CKK､

地元会社 別にそれぞれのノミクー/忙ついて設定 した賃貸料は.別表の通 りである｡

注 1 より細分類の商業の家賃負迫力については､資料 3- 9- 31 12参照

珪 2 設定資料は､祭科編参照 ｡ ヌケース設定に当っては一応上限､普通､下限 とした｡

2. 有効面積比率

総床面横に対す る賃貸床面積の比率は 7 0啓とした,

3 保証金 ･東金 ･返還金

保証金は 30カ月､敷金 6カ月 とし､返遊金 (無利息 )は 10年据置き､ 11年 目か ら10

年間に均等返済する0
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4 共益費 ･管理費

共益費 ･管理費 (冷暖房費.清掃費､警備費､ 水光熱費 )は､賃貸料 とは別に テ ナ ントか

ら全額 徴収 戻 入 す るも の とす る｡

CKK 設 定 賃 貸 料 一 覧

単位 .円/月

ケIス 分 類 1. 従 業 員規 模 型 2_ チ,,-- ト.ス-,I-壁 3_ 30万 人 対 応 型S55 S58 S61 S55 S58 S61 S55 S58 S61

A 7-- - トス - ノヾ - 1,5002,0002.000)2.000 3,000(1,640) (3.280)(1.790) 1,5002.000 3,000(l▲640)(2,190) (3,280)(1.790) 1,5002.0002,000)?.ooo 3,000(1,640) (3,280)(1,790)

専 門 店一般小売店飲 食 店 (2.190)(2.190) (2.390)(2.390) (2.390) (2.190)(2,190) (2,390)(2,390)

燕 務施 設娯 楽 施設 (2.190) (2,390) (2,390)3.000 (2.190) (2,390)

B チ /i- トス - /I- 2.0002.5002,500)2,500 3,500(2,190) (3.820)(2,390) 2,0002.500 3,500(2,190)(2.730) (3.820)(2,390) 2,0002.5002,500)2,500 3.500(2.190) (3.820)(2,390)

呼 門 店一般′J＼売店飲 食 店 (2.730)(2,730) (2,990)(2,990) (2,990) (2.730)(2.730) (2.990)(2.990)

菜 務 施設娯 楽 施 設 (2.730) (2.990) (2,990)3▲500 (2.730) (2.990)

C 7-ハ ー トス - I,'-専 門 店一般小売店飲 食 店 2,5003,0003,000)3.000 4,000(2.730)(3,280)(3,280) (4.370)(2.990)(3.580)(3,580) 2.5003,000 4,000(2,730) (4,370)(2.990)(3,580) 2,5003.0003.000)3.000 4,000(2.730)(3,280)(3,280) (4,370)(2,990)(3,580)(3.580)

注 力,コそしが初胡値､カ,コ内は年平均上昇率 3車で計算 した値であるo

賃貸料ケースは,A.下限,a.普通.C:上限であるO
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ケI_ス a b 1. 従 業 員 規 模 塾

A 専 門 店一般小売店 I,500 (L640) - 1 2-2.5001.5002.500 (2.190) (2,390)ト ≒ -飲 食 店業 務 施 設娯 楽 施 設 (1.790) (2,730)(1,640)(2.730) (2,990)(I,790)(2,990) (1,640)2,000

ち 専 門 店一般小売店 2.000 (2,190) - ) ::5.0.0.2.0003,000 (2.730) (2,990)I) 2JOO_0 -飲 食 店業 務 施 設娯 炎 施 設 (2.390) (3,280)(2,190)(3,280) (3.580)(2.390)(3,580) (2,190)2.500

-134-



第四章 経営収支計算の結果 と考察

前章までの前提に従 ってCKK､地元会社の経常収支吉1算 (資金計画､損益計画 )を ンミニ レ

ーションモデルによって行 った｡計算期間は S54- S68年の 15年間 であるo 又 シ ミニ レ-

シ ョ yを行 ったケース数は､CKKでは､各バクー/毎に家賃に よる 3ケースで小計 12ケース

地元会社では各ノてク- ソ毎 に地代 2ケース×家賃 3ケース- 6ケ-スで′J＼計 18ケース､合計 し

て 30ケースである｡

第 1節 経営収支計算の結果

経営収支計算の結果は各年毎に以下の項 目で算定されてい る｡

1 資金計画

①支出 (用地費､唾築費､施設=軍費､創業費､一般管理費､その他諸経費､維持修繕費､

不動産取得税等､固定資産税等､返還金､支払利息.収益関係税金､配当金､fi卓 )

②収入 (出資金､営業収入､保証金､敷金､受取利息.繰越金運用益 )

⑨借入金 (増加額､減少額､残高 )

④繰越金 (増加飯､減少額､残高 )

2. 損益計画

①収益 (営業収入､利息､繰越金運用益 )

②費用 (一般管理費､その他諸経費､維持修繕費､租税公課､(不動産取得税等､固定資産税

等､娯楽施設利用税)､減価債却 (唾物､施設 )､創業費償却､支払利息

⑨償却後税引前損益 ④収益関係税金 ⑤税引後当期純利益 ⑥ 当期未処分利益剰余金

⑦配当金 @ 芥与 ㊥繰越 利益金

以上の項 目に よる算定結果は､繁雑lKなるので､経常収支計算の主要 を目的 である損益計

画の税引後当期純利益 と繰越利益金につい て､家賃 との関係 をパターン別会社 別 (地代別 )

に グ ラ フにまとめたC,

そ して損益計画及び資金計画を全 ケースについて概略的にま とめたのが次頁の表であるo



3 経営収支計算結果のまとめ

① CKK

J< ク - ン 家 経 営 収 支
質 期間黒字転化 繰越欠損解消 借入 金完 済

1.従 業 員 規 模 型 AB 10 24 見込薄

C 3-6-8 10 28

2. デJ,I-ト.ス-,,I-型 Aち 9 21 見込蒋

C 6-8 ll 28

3. 30万 人 対 応 型 AB 6-9 17 見込薄

注 1 経営収支欄の数字は､事業開始か らの年次

注 2. 期間黒字転化の欄で〇一〇の先の数字は一時黒字転化する年次を示す0

② 地元会社

/{ ク - ン 家質 也代 経 営 収 支期間黒字転化 繰越欠損解消 借 入 金完 済

1. 従 業 員 規 模 型 A 8帝据置当初 6%
B 8多据置当初 6多 63-6 見込薄14

C 8摩据置 3-5 6 8
当初 6多 3 5 8

2, チ/I-ト.ス-/I-壁 A 8啓据置 3-5 ll 13

当初 6多 3-5 8 10

B 8%据置 3 5 8
当初 6蕗 3 4 6

C 8%据置 2 3 5
当初 6蕗 2 3 5

3. 30 万 人 対 応 型 A 8帝据置当初 6%
B 8留据置当初 6多

C 8摩据置 6 10 ll
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第 2節 結 果 の 考 察

1 CX X

経常収 支計算 の結果 は ､C 】くEについては家 賃A (M IN催 )の場 合は ､3つの ノミター

ンの総 てが経 常的 に赤字 であ b､経営 は成 b立 たないO

家 賃 B (M ED値 )では､ 3つの-くク ー /と も9- 10年 で期間黒字 に転化 す る○又従

業員規模塾 を除 く､ デ ノミ一 ト スー/I-塾､ 30万人対 応型 では､ 17- 21年 で繰越欠

損 が解消 す るが､ この繰越 欠損 の解消時期 は､最終投 資 (第 3期工 事 )をす る S60年か

らさ らに10- 14年 後 になるo ClくEの第 3セク タ- としての性格 か らは､非現 実的 と

して捨 て切れ ない ケースである と して も､総 ての -'ター ンで借入金 の完済 見通 しは薄 く､

経 営 の見通 しと しては非威的 であるO従 って他 の投資 負担 (例 えば駐車場 の高層化 ､ペ

デス トリア ンの負担 等 )には耐え られ 奄い水準 であ るO

家 賃 C(Max値 )では､各 ノ,'ク- ンと も5-8年 で期間 黒字 に転 じ､繰越 欠損 も8-

11年 で解 消す る.借入金 も30年以円 に完済 の見込み である｡ この家賃Cの ケ- スでは

いずれ の ノ,'クー/ も経営 見通 しは良好 で あ り､他の投資 ･負担 に も相当耐え られ る水準 に

あるU

ここで世 間相場 に照 ら してClくⅩが とDうる家賃水準について考えると､港 北 -i- タウ

ンの場 合､現地換地部 分及び地 元会社 部分が あD､ C X Kが限ず Lも独 占的では ない とし

て も､施設量 で各 ノてター ンと もほほ半分以上 奇占め てお り､又立地的に も恵 まれ ることか

ら､通常 の競争的 環境 よbもや や高水準 の ところに家賃設定 の妥当性 が考 え られ る｡従 っ

て港北 - -- クウ /に於ては､平 均的を家賃水準 と して､家賃 C程度 を見込ん で も現 実性

が あると考え られ る0

2. 地 元会社

一方地元会社 の方は ､ ノ'ターン毎 にやや経営 見通 しが変化 しているO従 業員規模型 に お

いては､家賃Aは経 営成立の可能性 が75:く､家賃Bは地元会 社 と しての性格 上経営 維持が

苦 しい見通 しで あD､家 賃Cが採算線 で ある｡ つぎに デノ{一 ト ス-ノミ-型 は､専 門店 を

もち又施設量 も大 きいた め家 賃Aの ケースではや や苦 しい もの の､家賃 B Cな らば充分

経営 が成 b立つ見通 しで あるO又 30万人対 応型は､施 設 量が最小 で あ D､ 人件 費等の負

担 か ら家賃A ･Bでは経営成立 の可能性 が な く家 賃 Cで もや や苦 しV}見通 しとな っ て い

る｡

以上 よb地 元会 社 につ いては､その性格 か らあま b家 賃水準 を高めに移行 させ る力が な

い こと も考 えて､家賃水 準 B (MED値 )で成立させ るために ① デノ｣ ‥ ス-ノ- 塗

業規模 を設定 す るのが安 全側 である と考 え られ るo Lか LCKEと同様 - i- タウンの特

性 か ら家 賃Cを設定 する可能 性が ない訳 で はな く､ この場 合は従 業員規 模型 も充分成立 す

る｡
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又地代 水準 に よる地元会社 の経 常収支 への影響は､経営 見通 しがた つ各家賃の ケースでは

あま b差 が生 じてVlない｡

3 現物 出資 の場合

最後 に地元会社が現金 出資では な く現物 出資 に よる場 合は､地代 と配当金 の見 合いで結果

を判定 す る こととなるが､課税上 の差 もあ り､社円 留保利益 の面や借入金 返済 上の面 でか な

b不利 とな っている｡例 えば地元会社 の経 営見込が 一番 良好 をデノ｣ ト スー ノ.'-塾の家賃

Cで両者の差 をみ る と､地主 の取得 金額 として地代 が土 地価格の 8%の場 合に対応す るもの

に結､現物出 資の場合 に昭和 56年 6%､昭 和 57年 8%､昭和 58年以降 1n%の配当の

場 合が ある｡ この時 15年後 の損益 ､資金計画は 前者 がそれぞれ 約 100億円弱の黒字 に対

して､後 者はそ れぞれ 50億 円台 の黒字 で あ bかな りの差が生 じてい る｡

又現物 出資の場 合の問題点 としては､経営 収 支の優劣 の他 に､地主 に配 当金 が入 り始め る

時期 の問題が ある｡ すな わち一番見通 しが明か るいデ/ミー ト･スーノミー型 におい て も配当の

始ま りは､串菜開 始後 3年 目の昭和 56年 で あ り､他 の ケー スの場 合は これ よ b遅 くなる｡

従 って地 主 の ビヘ イビアが より早 く投灸の果実 を受け とbたい とい った場合には現物出 資の

ヶ-スでは この果実受 取 の時期 の点 で も不利が生 ず る○但 し地主 が何年か の無配 に耐え られ

るな らば デノミ_ ト ス- ,｣ 型 の家 賃 B､Cは と Dうる ケースで あるo経 本的 にみ て現物 出

資は地主 に有利 とい う形 態 ではたい と考 えられ る｡



む す び

11 本研究 でわれ われ は､区 画整理事業 に よる港北 - --タウンの中心地区 につ いて､地 元民の参

加 しうるつ ぎの 7つの/(ター ンの経営形 態を示 し､各 ノ(ター ンの利害得失 を提示 した.

(カ 自然発生型 (原地換地 を前提 )

㊤ 地元共 同型 (原地換地､飛換 地のいずれ も可O現物 出資 を想定 )

④ 地 元 ･デベロッ/｣ 提携塾 (原地換 地 ､飛換地いずれ も可o現金 出資 を想定 )

④ コンペ塾 (飛換地o現 金 出資､現物 出資 のいず れ も可 )

⑤ 二 段 ロケッ ト型 (飛換地 ､現金 出資 を前提O土地保 有組 合を介在 )

㊥ 第三 セク ター元型 (飛換地 ､現金 出資 を前提 )

㊤ 地元一元 会社型 (飛換地 ､現物出 資 を前提 )

ついで､全 /(クー -/の性格 を複 合的 に有す る地元 共同型 と二 段 ロケット型 について法制面 ､手

つけ るため､中心地区 の概 略の需 要予測 と採 算面の試 算 を行 った.

2. 以上 の研究 の結果 ､地元 民を参加 させ る経営形 態は い くつか考 え られ る し､ また慎重 に地 元民

の コンセン サ スを得 てゆ くな らば､実行 の可能性 もある ことがわか った｡

しか し､そ れぞれ のパ ター ンについ て実施手続 をたんねん に追 跡 す ると､そ こにはい くつかの

問題 がか らんで お b､その間題 を解決 す るために事前=作が 必要 で ある ことも事実 で ある｡ た と

えば､土地 保有組 合 をつ くる場 合の譲渡所得税 の問題 ､ あるL̂は現物 出資 の形 を とる場 合 の評価

基 準の問題 な どがそ れで あるOそ して 事前解決のた めには､かな b高度 を専門知識 を必要 とし､

場 合に よっては法律 の解釈 を根本的 に考 え直さ なければな らをい もの もあるo この ような問 題

の処理 に不慣れ を地元民に とっては､問題の あ Dか を理解 す るだ けで も相当の時 間 と努力が必要

か も しれ ないO

ひるがえ って ､ よ り基 本的 立 ちかえってみ る と､港北 ニ ュー タウンの ような大規模 でかつ複雑

な区画整理 事業は､ これまで前例 の ない もので あって､既 存の法律解釈 の枠 のなかで事業 をすす

め るこ と自体に 無理がある ことも見逃 せ 75:ho新 しい仕組み をつ くb上げ るためには､そ のため

の法律や手続 きを新 た につ くりあげ るつ もDで事業 をすすめる こと も必 要 である と思 う｡

た とえば､二段 ｡ケッ ト方式 における地主 聖 土地保 有組 合軍芦 地元会社 とい う発想 は､ つ

ま る ところ､中心地区 に おいて一体 的 に土地 を確保す る こと と､単 なる土地 の賃貸 にはか か ら75･

h譲渡所得税 を回避す る ことか らでている｡ もし､中心地 区に飛入換地 を与 え られ る地主 が､自

動的 に地元会社 と土地 の賃貸 借契約 を結ぶ ような換 地処分が可能 な らば､手続 の複雑 な土地保有

組 合の設立を省略 す る ことも可能で あるO
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また､ 住宅公 EBが一時的 に中心地区 - の飛入換地 を うけ る土地を 買入れ て､ これを地元会社

に優先賃貸 す る方法を とれば､現物出 資の複雑 な手続 菅 と らな くて もす むだろ うo

hずれ に しても手続 は できるだけ簡単 な ものが 望ま しく､後 の争Lnが少 ないo 癌北 ニ ー- ク

ゥ ンでは既存 の法律に と られず､新 しい一つの慣 習法をつ くDあげ てゆ くことを期 待 したい0

3 地 元民の参加 を考 えるにあた っては､ どの ようか仕組 みが最 も公平で あるか とい うことをま

ず念頭に入れ る必要 が あるが､ そ の公平性 などの段階で適用 す るかが一つの問 題であるo まず､

参加機会 の平等を もって公平 で あると考えてみ よう｡ この場 合には貞一段階の人的 な公平 純

保 た れ る｡ しか し､地主 が現物出資に より地 元会社 に参加 した場 合には､土地保有量 の多寡が

株式 に転化 して発言権 の大 きさが決 - ､第 2段階 で人的 な平等は失 われ て しま うo また新 た

にで きる地元会社 は設立後伺 カ年か の問は無配 となるが＼二 段 ロケ ッ ト方式 で土地保有組合 に

土地 を供供 した地主 は､事実 上処分権 をも失 い､ 無配期間は土地 か らの収 益 をえ られ帥 D こ

こでは発言権 も処分権 もせば め られ る こととなるO

この ような種 々の局面 での公 平さ を全 て満足で きる方法は見 出す ことが で きたho われ われ

は､参加の機会 を地主 全員に与 え ることを もって最低限 の公平 さを保 ち他は地主 の選択 に よっ

て変 って くるもの と考 えたが､ この辺 につ いては実行 に当 って さ らに検討 す る必要が あるか も

しれ 売いo

4 最後 に､今回 の研 究 では､地元会 社に 直接当 って意向 を確 かめ る ことがで きなか ったo理由

は､時間的 に余裕 がなか った面 もあるが､区画整理 事業 の実 施時期 との関係 で､現段階 で意向

調査 を含 める と､か えって混乱 を まね くおそれが ある と判断 され たか らで ある0

本調 査 についで住民の コンセンサスを得 る ことが第 - に求 め られ るが､区画室理 事業 とうま

くタイ ミ/クを合わせ て意 向を確認 してゆ く必 要 もあるo









序章 各作業の狙 いと説明

〔I〕 配置計 画 として､検討すべ き事柄 を次 の ように設定す るo

(イ) どの業種 を

(口) どの位 置に

配列す るか

〔皿〕 これ を決定 す るための根拠 とな る情 報 を整理す るO

現実の商店街の実態の 中にある法則性 を抽出 し､手 がか bを得 る｡ 実態 の分 析 にあた って

上記の設 問 を次の ように分 離す る｡

仏) どの業種 を

中心 的 yヨ ッt='ンク街､ 日常品 買物街､飲食街 等を特徴 を際立 たせた筏区 を造成 して､

雰 囲気 を保持 させ 相互 に補完的機能 を分担 させ る｡

CB) どの位 置に

′l) 駅 か らの距離､ アクセシ ビリテ ィー と業種の立地

川) 歩行者量 ､地 価 と業種 の立地 の関連

(IID となDの業 種 は何か･･･業種 相互の立地上の関係

tvD 7 メ リカの /ヨッt='ンク七 /ク-計画 に おいて くt顧 客の動線 が長 くなる ように､即 ち

混み 合 う歩行者流を完成 す るように配慮す る "とい う方針 がた て られ 核施 設 (magnet)

の重要性 が指 摘され てい る｡

何が強 L̂magnetとなるか ?についての検討 を行 う

(C) 業種 の 配列は当該 商店街 の トー タルと しての性格が どうい うもので あるか に よって 変動

す る｡

まず トー タルの規模 と菜種 膚成比 に よって当該商 店街の性格 ､方向 づけ な検討 す る｡

〔ul] 以 上の狙V)にそ って今 回行 った作業 を流れ図 として次 に示 すo

H 抑 細 ,APけ ンプ ,レグ 1



〔Ⅳ〕フローチ ャー トに示 した各作 業 を次 に説明 する｡

(1) 主 成分 分析

商店街- の立地 の類似 性か らみ た業種特性

街 区 構成 の為 の業種分 類

(5) 駅 か らの距離か らみた業種 の立地特性

7 ク セ /ど リテ ィー

歩行者量 ,地価

(7) 隣接関係

業種 相互の隣接 ,離反の関係

(6) 相関分析

各業種 の立地特性 が商店街 特 性に よって

∩._

__■l闇
･…,｣ 一 芸区構成の為 の めや す

(B)と(C)の

ど う変動 するか

◎ 個 の(M)の核施設 についての検 討

現況調査 か ら核施設は何か 9何軒程度 ?

◎ ニ ユー タウン種 設段階 と施設整 備 の関係 dlnaml｡過程

対 象世 帯数
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第 1葦 商店街構成業種からみた業種及び商店街特性

対象 27商店衝の業種 別床面積 構成比 を計算 し ,そ れを もとに各業種 の相 関マ トリyク スを作

成す ると商店街- の立地 の類 似性 に関 する各業種 相互 の個 々の関係 が把握 されるo それ ら個 々の

関係 の中 に共通す る基本的 な性格 Tf抽出 する為に主成 分分析 を行 ったO (図 卜 1),(図 卜

2)が それ を示 す｡

これ をもとに して商店街 の構成 の仕 方 (現状 )に関 して業種を分類す ると次の (表 卜 2 )の

ようになる｡

作 業の基 本 とな った業種分類 表は (表 1- 1 )に示 してい るo

次 に この業種 特性 と ,商店街の床面積 構成比 に よって商店街 を位置づけた ものが (図 11 3 )

である｡ これ をもとに して ,各商店街 を分 類す ると (表 1- 3 )の ようにな るO

他 商店街 との競 合条件等立地条件 に よって様 々で あろ うか ら (秦- 3)をそのまま他 の計画

に応用す る事は不可能 であ るが一応の めやす と してみ るならば ,当該地域の商業売場面横 は昭和

60年 度約 42,000nfで あ b )吉祥 寺 エb少 し少 さい程度 であ るD食料品関係 の割 合は 157

%程 度で あ り(図 1- 4 )に線で示 したあた Dに位 置す るO 全体的 な性格 と しては中心 性 , yヨ

ッピンク性 を示す内容 に なる もの と考え られ ,その性格 に見合-た業種 の立地 〔(図 1- 1),

(図 1- 2 )が参考 となる〕が可能で あろ うO



(戟 - 1) 菜 種 分 類 表

分類番号 商 ロ｡ 菜種分類表第 1の分類番号 南 口ロ

文化Uu 123456 家 庭 用 器 機 .器 具℡ 頼文 具 具時計 .メガネ ー光学器機家 具そ の 他 1234I2356 甘 とう品 ,宝石 ,仏具 ,変がん動物

衣脂身回b 78910ll12131415 紳 士服村 人 .子 供 服呉 服 -寝 具そ の 他 の 衣 料くつ .は き物傘 .帽 子化粧品 .小間物 .7クセサ [)-か ば ん .袋物そ の 他 の 身 回 り品 7, 98, 10ll, 1312, 14151617, 18, 2019, 2 122 中古衣服 ,染物 ,貸衣鮭は与がき ,石けん

レジ-I--用 品 1617 玩 具そ の 他 26 楽器 ,運動具 ,自転車 ,碁 ,将棋 ,舵

デパー ト 18 デ パ ー ト 2 9

飲食料ロロ 19202122232425262728 別 食 品食 肉 .那鮮 魚野 薬酒 .調 味 料果 物薬 子莱 .の りバ ン .牛 乳その他の飲食料品 3/63 3. 41343537, 444 2433832. 40

住用 29303132 金 物 ー荒 物陶曲器 Jガラス器(す りそ の 他 46, 474 84 95 0, 5 1 疎器 ,じゅ うたん ,合成樹脂 ,燃料

ス-ノミ-飲食宿 33343536 食 堂喫 茶飲 酒 525 3, 565455

サrどス 373839 ク リ一二/グ月旦髭 .美 容その他のサ-ビス 5758, 5960, 63 フt]星 ,旅館 ,各種学校

金 融不動産 4041 金 敵 菜不 動 産 6 16 2 銀行 ,証券会社 ,保検会社 ,質屋

娯楽 4243 映 画 .劇 場遊 戯 場 6 465, 66 67 雀荘 ,玉一つき,パテ /コ,ポー リング

4Jl45 そ の他 6968. 0, 70以上 共同組合 ,巷務所

表中の菜種分類衣第 1というのは ,契態調査を行 った際に各店舗の扱い商品は全 て挙げるとい う方法をとD非常に細か

かな分病表 を作成 し7to Lか LI実際の店舗は ,その分数 左の 2つ又はそれ以上にわたる商品を扱 っておbどの分点

に組み入れるかがなかなか決定 し顛かっ私 そ こで調査の経巌から同時に扱 われる確妾の非常に志い もの本来同-の

分類に組み入れてかまわないと考え られ る ものをまとめて ,ここに示 す分紫衣を作成 した訳であも
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(表 1- 1) 商店街構成 業種か らみ た業種 の分 類

nー軸軸 中 心 性 中 間 近 隣 性

多倭悼 7-′､- ト喫 茶飲 酒映画 .劇場

シ一ヨ･■しーン′ク かばん .袋物 かさ .帽子

婦 人 .子供 服 呉服 .寝具

家 電 くつ .は き物

遊戯場 紳士服陶 位ガラス器そ の他の衣料その他の文化品

中 家具 金物 荒物 茶の b

間 玩 具 化粧品′l＼間物 くす b
副食品 英子 野菜

文 房具 時言1.メガネ その他の飲食料品

そ の他 の レジャー品 鮮魚 その他の住用晶

ス-/L マーケット 油調味料 その他のサ-ビス肉卵

※ これは あ くまで商 店街の構成 の仕 方か らの分類 で あ り,多様 な側面が 2つの数 直線 に よD

分類 されて いる結果 (しか も業種床 面積 の構 成比が基本 に 75:っている )

多少変 75:もの も含 まれてい る ようであ る｡

後 に示 され る立地点 の 占め方か らみた分類 との関係 で補 正の必 要が ある｡
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(表 1-3 ) 商 店 街 の 分 類

＼∴ 中 心 位 中 間 近 県 性

多様也 渋 % (236,800)新 宿 (771,800)大井町 ( 32,400)自由 丘 ( 27,90∩)E] 黒 ( 20.500)大 森 ( 48,100)

シ′ヨノtIン'ク 京浜 蒲田 ( 6,700)吉 祥 寺 (49,10∩)東海 道蒲田(37,800) 武蔵′j＼山 (19,700)

中 大 船 (24,SOP) 窪 辻 堂 (11β0(ー)
三 鷹 (28,100)(10POO) 高円寺 (20pOn)

国分寺 (24,000) 石神井公園 (8,5nO)

間 中 野 (29,200) 西小山 (8,1nO)

戸 塚(15βnO)藤 沢 (13,500)阿佐谷 (32,700) 西荻窪 =二19,400)

※ カッコ内は売場面凍 ("l)

(図 1-4 )

3分類の床面和偶成比

に隣保する商店街の位

置づけ
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第 2章 業種構成比か らみた商店街特性 とその他の フィジカル指標 との相関

相関 マ トr)ックスは (表 2-1)に示 してい る. まず 中JLI性が I軸 の負の方向 にある事を考 え

ると ,定 期外乗 降 客 ,乗換冬 ,商美 床 面横 ,地価 ,定期乗降客 と順 相関 しているo即 ち ,商店街

の 中心位の上昇 と乗降客 ･乗換客 ,床面額の増加 とが強 く関 連 し合 っているo どち らが因 で ,ど

ち らが果 で あるかは明確 ではないが活 動 の盛 ん を商店街 の中心性 が高い事は明 らかで あるo 規模

が大 き くI買物 客の多V,商店街の 中心性が 高い とVlうだけで ,中,L'性 と上昇 させれば必ず商 店街

が発展す るとは限 らない事は勿 論である｡

この 中JLI性 と商店街の 売場面横の関係 を (図 2- 1 )に示 す｡ 大体 売場面積 2 14 0 0m,を境

に ,それ以上 になると商店街 が中心 性 を示 す傾向が よみ とれ る｡ これか ら考えると ,今回 の セ/

クーは ,I軸 の (- 3･0 )程度の特性 に構成 す る事が可能 と考えられるが､東京 の都 rLIか らは か な

9遠 V'し ,客を運ぶ鉄道 ノ,'ク- /もそれほ ど有刺 とは いえない ので ,もう少 し中,LI性は低 くなる

か も しれ ないO

(表 2- 1) 成分分析結果 中心庭 ･立地条件の相関

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

成分分析 1 第 Ⅰ 軸2 tl3 E]4 中 心 度 100-0.21-0,05-0.84 1.00-0_37-0.ll 100-0_04 1.00
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第 3葦 床面積 の重 回帰分析

自然発 生的商 店街 の床面積 (こ こでい う床面- ･全 て売場- を指 してVlる )を雌 的入手

の容 易を フイソ クカ指標 を用いて重回帰分 析に よって予測 してみ ようo この作削 ･次 の 2つの

ね らいが あ る｡

1つ仕,一般 に商店槻 面横 の予測性調 査 に エ帽 - 設定 し,- 円 人口一所碍 ･当該商 店

街での消費比率 を求め る とV}う多 くの作美 - 要 とす るo更 に又 ･当該商 店街 で の消費比 客を求

める際に,競合商店街 の床- とい うデー タが必 要 とな 9, これは多 くの場 合突刺 し納 れば 在

らない｡ 概略 の値を求 める場 合･統計 資料 等に エD入手 の容 易な資料 に よって,床面 横が予測 で

きれ ば作美が非常 に簡単 とな るし･- 競 合商 店街 の床 面積 を実測せ ずに把握 する事がで きれば

大 きな メ リッ トが あるo

2つ 目は,重回帰 分析 に より計那 れ る値 は･自然発生的 商店街 の ｢周 辺条件 との関係 で この

程匿 が平伽 である｣とい う値 を示 してお り･この値 か らの垂離 と商店街 特性 との関係をみる事か ら

商英活動 と特性 との関係 をみ ようとす る｡

せず .重 回帰分析結果 を (表 3-1)に示す｡修正重 相関係数 の変 動 をみる と･第 3の ケ-ス

即 ち説明変数 紹 期 ,定期外 乗降 客･乗換 乳 業改床- に とった場 合に087となり･それ以

上 の上卯 み られない○被説 明変数を (床- ×地 価 )とす る とこの モデルで重 相関係数 は0･94

まで上 昇 し.自然発生的 商店街 の床面積 が このモデ ルで ある程 度推定 され る酌 分 るC第 3ケー

ス に関す る計算結果 を (図 3- 1)に示 す｡

ニ 1- タウンの建設が進 み セ/クー商店街が 活動 を始め る段階 に おいて ･そ の床面横 の概略 を

第 3･>-ス､又 は第 6の ケースに よってチ ェ ックす る事 も可能 で あろ う｡
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(表 3- I )韮回帰 分析患果

将司伸餅激 (MRC) T-VA LUE T-VALUE T-VALUE T-VALUE T-VALUE T-VALUE 偏回帰係数 (MRC) T-VALUE T-VALUE

･&上9 -200_91 -1,41 -174,54 -1.16 -16937.81 -1.30 -23249,27 -2_9一l

Lq,L)dtL>* - 1ー15 - 3.35 0_04 0.39 0,04 0,64 0.ll 1.44 ll .44 -Ll.03 -1,40 0_17 -0.04 32 93L16
2定 や tL,+ 193 5.34 0.20 111 0.02 0.18 0.18 -1.00 -01g 04 1 78 1.90 0_52 0,05 -1 .24

3一定肪DDかえ客 005 043 0.08 LIB 0.OS 1.90 0.12 2.40 12 244 77 -..0.75 0,10 0.04 30 .36

5平 均 池 田 1 85 62 562 84 7(ヽ

6 兼題 床 面胡 1.45 1 6.02 1.60 6.21 51 5ll 85,69 9_57 94.ll 8.58 78 7 1 74

米穀朋 (̂ LPHJL 33855ー93 7918_02 5251.83 9202.70 7859,38 89157.00 393177,70 222850.20

JL胡純銀がOr℃C. 96 0.65 89 0_90 0_90 0.969 0_96 0.99

書 正 hlCC 95 0.58 87 0.87 0.87 0.94 0,95 0,98

D -lV 比 24 197 24 2.16 2.00 2.LI6 2.72 2.JIB

チ / ブ ル 計算値こyc) (YC)-(Y) (Y) (yC) (YC)-(Y) (Y) (YC) (YCト(Y) (Y) (yC) (YCト (Y) (Y) (YC) (YC)-(Y) 災測伍 (Y) (YC)-(Y) (Y) (YC) (YCト(Y) (Y) (yc) (YC)-(Y)

1 火 rf] 野 3927.00 161151)1 12188.61 3927{)0 15920.74 11993.74 3927()O 83lLL05 Ll38705 3927DO 876302 4836D2 3927DO 85L5.Ilo 458B.ILO 6307081 142507.60 79Ll3762 183429.90 120359.90 8285025 1978625

3 高 円 寺 1996 30 8356B6 -11606.43 1996330 17364,37 - 259892 19963.30 15197.4 - Ll765且6 1996330 15789.55 -4417375 1996330 15703D3 -4260_97 Ll7790920 50ー917.70 2400850 53361520 5570603 47892470 101550

5 政 経 100 4 70 3782_79 - 626691 10049.70 266Lu.07 16591.37 100Ll9.70 16983_00 6933.30 1004970 15147.97 509827 10049.70 L6116.18 6066.78 420260JO Ll9JO62.30 7380225 38174130 - 3B518.75 LL78tO 0 57846_37

6 西 鉄 砧 1939 50 237874 -17018.76 lp二)97.50 1620O66 - 3196.84 19397.50 )8140.20 - 125731 lLJ39750 18923ー95 - Li7355 19397.50 19693.81 29631 752338{)0 IL事354.990 -103838.40 662904.20 - 89483,75 86877890 11一一390.90

7 甘 拝 ヰ 4906 50 3688932 -12178.18 49067.50 27Ll4JI59 -216229l 4906750 509167L 184921 4906750 50933_77 1866_27 4906750 5054928 J81.78 230.l685DO 2,L92733DO 18310800 2468191.00 163506.00 2288709 0 -15976一日)

g ilt: 成 境 1082 20 - 180226 -12627ノ暮6 10825_20 14901_55 4076.35 1082520 12174_97 1349.77 1082520 12706_26 1881()6 1082520 1250728 682.08 118093JO 210235L)0 9214256 17()696.60 5260356 - 14325D6 -1324▲8.10

10 小 金 井 1L!12 50 -2232G,82 -3645232 14125.50 17599.73 347423 1412550 16987 2 286152 日 12550 L72788_7 315138 1412550 17986.3̀l 3260.84 小lO88670 LH2251_20 1364̂ 4 374535.90 - 66:150.81 448777DO 789O25

日 Lg 分 Jtj 2397690 -10112.15 -340B9.05 23976.90 1844093 - 553597 2397692 22644 6 - 1331.9̀l 2397690 2475Lg5 775.05 23976.90 25273_53 1296_63 54492950 5′l9194,90 4265.38 651232.60 64031)6 560920月0 ▲5991,12

L2 大 井 町 3236 80 5【)737.87 L8377D8 3236OBO 3103224 - 132856 32360.80 30891 1 - 1468_88 32360BO 31204.3() - 1156.44 32360_80 3131070 -1050.10 1157143L)0 lLB6195.00 29052〇0 1240791DO 8364SDO 14403f)0

3778860 30533ユ3 -77255.47 37788.60 6143L 37788.60 3ー185g 3 - 2929_17 37788.60 346402O - 31.lŜ 0 37'/88j)0 32775.45 -5013_15

16 大 船 2∫125 00 7600 1 -L6651B6 - 2758B7 24252_OO 18662,9LL 一一.558906 2Ll252.Ot】 1862721 - 5624_76 2EL252DO 1914▲62 -.う1073B

L7 廉 沢 1345 30 8152 0 - 5306.90 35【)5.19 13459二】0 24878D8 11418_78 1:145930 22165ー27 8705.98 13,159.30 21621.ら.7 816227

)9 Ad:成小 山 1973 00 30195_62 10460.62 19735.00 1335350 - 638150 19735L)0 9913.66 - 9821.34 10735J)0 10302_50 - 9432.50 19735,00 10499.99 -9235Dl 508325.90 32298,L.70-18534120 】 36lA79.90 --1Jl6846DO 432797.70 -7552619

20 曲 小 山 808 00 24:i3398 16244.98 8089J).コ 10957.12 2868.13 8089.00 8326二11 23731 8089.00 9586.72 1̀l97.76 8089.00 写429_09 34009

2L 大 岡 山 8Lu ,90 31781.40 2336457 841690 13697.56 528OL)6 SLL16.90 121071)2 369O.12 841690 13682_75 5265_86 811690 13427.45 551O_56 109674.70 291855.70 L82181J)0 370672.60 260997BO 28E1041.90 17l一36720

22 El 由 Li 2791 50 760791)0 4811250 2791650 22767.14 - 5149.36 2791650 2376455 - JIl5195 2791650 23037.34 - 4879.16 2791650 2ーl253J)5 -..3662B5 L192796DO 88998850 -3027981)0 834274_20 -35852200 1053494DO -139302DO

66 5 00 3B633jl5 21980_45 6653.00 142▲11.52 7588,52 6653.00 1046859 381559 6653()0 12024L)9 537159 6653∫)0 11220.57 4567.57

24 El =IR 2049 60 56054,75 35557.15 2049760 32391,05 L1893.46 2OLl97i)0 2517:I38 4675.78 20497.60 24926.Ll3 4428B4 20JI97.60 25470L)4 4973.0.l 670830.40 75134910 80518.62 75619350 8536306 728100.70 5727031

25 洪 谷 2368020 353310 0 116507_10

26 gr 宿 771781.20 576373 0 -づ5407二75

27 JZLZ JL 1266 ･70 109329 0 9965950
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第 4章 重回帰分析結果 と商店街特性

<計算値か らの垂離 と特性 の相関分 析>

第 3章 の重回帰分析 に よる計算値 と実 測値の垂離 と第 1章の商店街特性 との鯛 を (図 41 1)

に示 す. 図中軸 が負 の値を とるのは･計算 に よって この程慶 が平均的 と計 那 れ る値に比 べ て

実測値の方が大 きい ものであ D,正 の値 は逆に平均的 と考 えられる " ,｣＼う な床醐 しか成立 し

得 ていない商店街 である.

図 をみ ると,中心性の上昇 と共に,床 面積 の平均的 な値か らの乗離が増大 してい る番が分 るo

相関係 数 は 0.49でそれほ ど高 くはないが商店街 の飛躍的発展 と中心 性 とい う特 性 の関連 がみつ

れたo そ してそ の中心 性の上昇 にと っては ･第 1童 (図 - 1)I (図 - 2)に示 した各業種

が寄与 してい る訳 で ある｡

(図 4- 1 )

床 面横の重回帰分析結果 か らの壷離 と中心性

y- 152こか+152

(γ-0.49)

50bl墓 花円斗 LTtitA小山 由tJT窪 人岡山白小山 火中一千AJ:kiAi■■

三rt tg介 .YL_L+ 大虎yt粘iELaEDノ …DOO0 -5000 TM羊ti キJL1TL'十D (tl叩 介 脚 土.らの し位 ) - 5000 g(



第 5章 各業種Vj駅かbV)距離か らみた立地特性

本市か ら各業種の商店街内部におけ る立地点 とい う具体的 な分析 に入る｡

調査対象畦 ,第 4葦 まで と同様 27商店萌約 1万 6千店舗である.各店舗の新 か らの距離を実測

し.その値 について各商店街の分布形態の速い (駅広の有無 ,路線状又壮面状等 )をそろえる為に

正規化距離を計算 したo

全商店荷 トー タルに関 して図に したのが (図 5-1)である｡ 図中左-い くほ ど罰に近 く立地 し

てV,るものであ 9,下 にい くほ どどの商店街に お 'いて もば らつ きの小さい立地の規則性の高い もの

であるO これ をTZとめると次の表の ようになるO

立 駅に近い 食堂 ,英子 ,靴 .喫茶 .時計 メガネ,飲酒 ,不動産

地点に比重変的 書籍 ,遊戯場 ,果物 ,金融
中間 あた b 婦人 .子供服 .化粧品′｣＼間物 ,呉服寝具 ,文房具

規刺性があ 副食品,紳士服 ,食肉卵

遠い 理宴美容 , ク リ- ニ ンタ.酒調味料 ,金物荒物

る規刺性が衣レヽ 野菜 .家具 .家電

比較的近い デノI- ト.玩具 .茶の 9,ス-,,I-,鞄袋物

(図 5- 1)

各業種 の駅か らの平均距離

と標準偏差



以上の駅 に近 い ･遠 い仕入- の量 ･地価等 ･立地条件の有利 ･不利 を示す主要 を尺度の 1つ と

なってい るとい う考えか ら分析 を行った訳 で あるが ･駅か らの距離が等 し くて も･そ の地点が メイ

ンに あるか側道に あるかでは ･立地条件は大 き く異 在 るo そ こで駅か らの距離 とい う立地条件指標

か らみた場合 に ･側道は メインに比べて この程度遠 い とい うウエ イ トを考え るo

その為に ,まず地価 とい うものが立地条件 を反映 してお b･又各業種 の立地決定 の大 き鯛 ｣約条

件 の 1つ になってい るであろ う事 か ら一地価 を外的基準 ととって ウエ イ トを求 めるo

いせ地価 (Y),駅 か らの距離 (X )の関係 を

Y-AX+B と考え る･- (1)

一般 に ,地価 とい うものは直線的に下降す るのではな く･双 曲線状 になる事が認め られているが

今回商 店街境界 と して ,とった駅 か ら500m程度以内 の メイ/ス トリー. 卜では ･殆ん ど直線的に

下降 してお b}インス トリー トに関 しての地- -駅か らの距離 との単相 関係数 は全 て109以上

を示 した｡ (6商店街 13本 )

次VC(1)式 のXの中身を メインと側 道に分けて

Y- aM X M+asx s+ち

XM
メイン距離

(2)

x s . 側 道距離

他は定数

とす る と Y-B-aMXM+asxs とな り aM･as は当然負 の値 を とる｡ 即 ち ｢地価

の下が り方か らみた場 合 メイン･側道の関- aM･asなる ウエイ トがつ く事 にな り･これは

重回帰合折に在って求め られ るo 今 臥 高円寺 の 2本 の道路 ･自由丘 1本 ･小金井 3本 ･西荻窪 2

本 ,大 岡山 2本 ･阿佐谷 3本 ･メインと側 道 に分かれてい る合言十13本の道路に関 して重回帰分析

を行 い

｡ s = 1.5 を得 た 〉 (志芸Kn三三芸琶 三買価 の相関係数つ

aM - 066

この ウエイ ト付 きの距離 を地価距離 と定義 し･Dpとす る と各地点 (1)の地価距離は

Dpl-066XMl+ 15Xsl となるo

各店舗 の地価 距離 を計算 し･それは先 の計測距離 の場合 と同様 に正規化距離-変換 した｡

先 に示 した計測距離 の場合 と･側道 に ウエイ トをつけた今臥 地価距離 場合で各業種 の立地点

は どの ように変動す るか を示 したのが (図 512)で あるO

物品販売関係菜種 の大 部分が地価 距離の方が近 くなってお 畑 店衝 の メイン道路に立地 してい る

事が分 る｡ 今回サ ソブ リン- た商店街 の- は ,大岡Lu･西′仙 の よう絹 店街成 立当時 と殆ん

ど変動 してい帥 ものが多 く含 - てお り･これは大体 の傾向 をみ るだけで , この結果 が即地価 負

担 力のめやす とは 在 り得 ないo

- 160･～2 -



こ こで在 日されるのは

食堂 ･････常に駅 に近 く立地す る傾 向にあ り,^の集散の場所か らの7ク七シビリティ-の有

利さは必要 とす るが立地点比 メイ/でな くとも側道 で もよい｡

喫茶.I-･.食堂 と同 じ傾向が ある｡駅か らの距離に関 して食堂 よDもば らつ きが大 きい｡

飲酒･--･駅か らの距離は比較的近いがば らつ きがあるO メインエDは姦通 Dに多 くなる｡

遊戯場 -駅か らの距離近い. 遠V,もの もある｡ 表通 Dに こだわ らないo

映画--駅か らの距離遠Ll傾向にあるが .立地点は決 まった特性 を もっていなV,O

酒調味料･･･-駅か らの距離に関 しては遠い｡ メイ/側点に関 してはば らつ きが大 きい｡

そ こで側道 で もいい とい う事は人通 Dにそれほ どこだわ らない と解釈すれば駅に近 くて .人通 9

枚比較的 こだわ らない とい う点に注 ElL.食堂 ,喫茶 ,遊戯場 ,映画飲酒等は駅に近い位置 にあれ

ば 1階 でな くて も良い｡即 ち単独 で も立体利用に応 じ得 る適性 をもっていると考え られる｡

その他 の業種について立体利用を考える場合は .売場 として成立 させるためにはやは 9,い くつ

かの業種店舗がその 7ロ7 1に軒 をな らべ .その フ.,7一においてショッピングが発生す るように

配慮す る必要があろ う｡

(図 5- 2)
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第 6葺 店舗位置と商店衝特性の相関分析

駅か らの距離が立地条件 を反映 してい るとはいって も･商店街 に よってその即 重要性は異 な る

即 ち,広域的 中心 として ･広 い地域 か ら多 くの買物客 を集 めている商店街 では ･駅が主要 絹 物零

の発生地点 と怒ってお 力 その重要性- く･その条- 又地価 の上 に反映 してい るo 又住 宅地商

店那 とっては ･駅が必ず しも買物客 の発生地点 とは在っ てい- で あろ う0 - 万 イ /ノ,'ルス パ イ

ィ ンクに脈 す る業種 ,即 ち買物 の際に衝動性が強 く介入す る業- とっては ,人通 りが多い とい

う事で ,駅 に近 い事は重要で あるo

以上 の よう蛸 農 を もちなが ら∴削 章 で求 めた商店- 性 と各業種の駅か らの距離 の相関係数

を計算 したo 結果 を (表 6- 1)に示す｡ これに よると

家電 ･-･･･中心性上昇 ･床面積増大 と共に遠 くな る

時計 メ ガ ネ ･ 一･中心性上昇 と共に遠 くなる

家具 ･. --中心性 ･ゾヨツE./グ性上昇 と共 に遠 く在る

婦人 ･子供服 ･･中心性地価上軋 床面積増大 と共 に近 くなる

かばん 袋物 ･･･中心位 上昇 と共VL近 くを る

くつ 続 き物- .･地価上昇 と共 に近 くをる

玩具-.･･-.EP心性 上昇 ･地 価上昇 と共 に遠 くな る

鮮魚････.･中心性上昇 と共 に遠 くなる

野菜--

金物 荒物 .･･中心性上昇 と共 に近 くなる

食堂-･･.- 中心性 上昇 ･地 価上昇 と共 に遠 くなる

喫茶 -･

その他に も表か らい くつかの傾向がみ られ る



(表 6- 1)

菜種の駅 か らの座 位 (計測 挺盤 )と商店街特性 の相関 (新宿 .渋谷及び地 価の とれ てない商店衝 除 く )

商 店 街 特 性 立 地 条 件 商店i千均也価 秦港床面棟 小売商A罪面a成 分 分 析 中心皮 都心距舵 乗 降 の bかえ全 業 種 デパー ト-ス一品願 - 全A秤 チIト除刺 定期 定期刺 定期 定期刺I 刀 I I ∬ I

く つ は き 物か さ - 相 子化 粧 , ト間 物 0_17---01)5-.012 -.0.01-..や.02002 0.17l l024 21^324.010.100352521OJ)8180ー13 3034一一.0.llOJ)77 -.0740-0.17-0′13---OD9

/ Illか ば ん .袋 物玩 ft-チ /i - ト副 食 品食 肉 ー 卵鮮 魚野 菜 020---Oho--028024---0_)5ODつ---0̂ 3---035 0136卜 .6;重出 宣言書一一一029 033 .012】0250503LID3OD30_120_12 02-.0.tO033035---027---0.H-0060620 -1)26-0,020ノ170.4Llq30---0.09---Or12OD1036-0280.日-.026-050028-0.】202254023_155105301)6029039022.01OA2230.13 -.0.l9-0.Ill0.07024027-0_10---034---020-1D5---や一lOD8.-やJ1--1).150.040.】3025---勺2201)7OD2--0_ll030020-1)01---0_)10̂6021030OA4-dD7--勺,19廼 調 味 料果 物薬 子茶 の 少 036---0100660.16025020-.0360.ト1---や.L60.13OD2---や270ノ190月2OJ)3---029---の21---0.18---0510.1lOD5 o:…言巨 三…023 .01-.0390ー133一.06 5703】2035 3)OJlO3031-.0.ー50.08-0̂ 60.日
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第 7葦 業 種 隣 接 の 分 析

業種 の立地 に関 して '業種相互の関係が重要である, この間題 は業種が隣接 して立地す る事 に よ

る売上げの純増 を指摘 したネル ソンの研究 を始 め多 くの研究が 夜されてい る〇

業種 の隣接 の メ リッ ト,デ メ リッ トを考えてみ る と

顧客 の関連買い等客 のや bとり上 の連関

製品 ,原料 の関係 ･倉庫 の共同使 用等経済上の連関

業種 イメー ジが相互 に及ぼす雰囲気上 の連関

等 い くつかの相互関係 が考え られ ･現状 の中にそれ らのL̂ずれかの側 - 対応 した立地決定がい く

つか行 われているであろ うo

Tiず 1業種店舗 (店舗数 N l)に対 して

】 〟 が C l3回隣接 していた とす ると

C

pl1- - ]N
1

は 】業種 に対す る )業種 の隣接率 を表 わ してい るo この結果 を (図 7- 1)に示すo これは単 に あ

る店舗 の とな りに ･とい う業種 の立地 して くる確率が高 いか とL̂ う事 に対す るめやす を与えてい る

もので ,上に述べた業種本来 の相 互の関連については何 も語 ってはい - o J業種 の店舗数が 多 く

なれば当然隣接峯は大 きな値 を とれ 図に もそれが現 われてい るO

現状の隣接率か らみ ると･店舗数 の多い事 もあって食堂 一喫茶 ･洋品下敷 くつ は き軌 婦人

子供服に対 して多 くの業種が隣接 してい ってお れ 飲酒 が相 互に よb集 まってい るO

次に この隣接率を もとに ･業種本来 の関連 (現状 の隣接 の平均的な状態か らの馴 )･計測隣接

回数 0の内容 を検 討す る方法 を考え るo

全店舗数 N

l業種店舗数 N

とす ると

.業種 に対す る J業種 ｡隣設回数 の期待値 C 11 は

NJ
cn - 2N

Nj - 1

(1)

と夜るo

実 測 回数 をCIJ とす ると

(c I C-3)が正 の場合 は偏 って多 く隣接 している場合で あ 畑 の場合は偏 っlJ 1
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て少を く0の場合は平均的な状態で ある｡

実際は .各店舗 について全て両隣 Dを調べた訳では貴 く,中には住宅が混在 していた D,商店街の

端 にある店舗については片側 しか隣接が計測 されていをい｡ 隣接の計測回数の ト- クルをTとす る

と T<2N で T F 2N と在っている｡

そ こで
N

o=̂= - T. -1 として

Ij Nl - 1

LllJ = CI1 - Cn
を隣接係数 と定義す る｡

T

これは .最大値が 1,平均的な状態 となると0とい う数値 をとD,負の値が大 きく浸るほ ど偏って

隣接が少 な く,相互の敬遠の状態 を表現 してV,ることになる｡

計算結果 を (表 7- 1)に示す｡ これは ,計算値 を 100倍 した ものであるO表か ら業種相互の

関係が よみ とれ ,街区構成上の手がか bとなるO業種相互の個 々の関係 ,定量的関係は この表 を参

照す る事 とし, この表 を もとに顕著 を関係のみ をと9出 したのが (図 7- 2)である｡ これに よる

と 同業種相互に隣接す る事が好 ま しい と考え られ る ものは ,その他の衣料 品 ,紳士服 ,婦

人子供服 ,傘 ･帽子 ,デJl'- ト,副食品 ,バン牛乳 ,その他の住用品 ,食堂 ,飲酒 ,そ

の他のサ- ビス,金融 .映画劇場 .遊戯場

が あ D,その他に大 きな傾向 として

○飲食 .娯楽関係業種が物品配売関係業種 に敬遠 されている｡ これは顧客の ウイ/ ド･/ヨツビング

等のそぞ ろ歩 きに とっ て雰囲気を分断す る作用があるためであろ うか｡ 又は ,人通 Dの多い事 を

他の物販関係ほ ど強 く必要 とせず ,従 って人通 Dの少 ない地価の安い所-立地す る傾向をもつの

であろ うか｡

○生鮮 3品 とよばれる魚 .肉,野菜が集 まる｡

○婦人 ･子供服が文化品 ,衣料品関係の とを Dに好んで立地 している｡

等が よみ とれ る｡
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(図7- I) 礁 稚 隣 接 国

(ト- クル )

くつ･はき物1312 m

#'-線 上の数値は虜 を/示す

'は第 1位 の隣接 を示す

153かこつい ては 18､ ユ9, 22

29､37､39､ 41､ 45､
50･ 55以外 の我執 d:全て 53

への隣接 がF}11位 であるの で国中

壮そLT)内 で･ 掛 て隣接 室の;Fujv,ち
の を表示 した｡



第 8葦 核 施 設 の 検 討

商店街計画に とって核施設の存在が重要であるO核施設の位置に よって･歩行者流の形態が大 き

く変動 する事は ,多 くの調査が明 らかに してお 9.核施設の重要性 もその事が最 も大 きな理 由の 1

つ となっている｡

これまでの分析に よ9,商店街の飛躍的発展に とって中心位 とい う特性の重要性が明 らか と在っ

てわ b.その中心性に とってデノ,'- トの寄与が特 に大 きい事 も明 らか となっている｡

今回の調査か ら,商店衝 の床面積 とデパー トの数 を図に したの が (図 8- 1)であるo これに よ

ると床面積 1万,,t以下ではデノ{- トは成立 していない｡ 1万を越えるとデノ,'一 トが成立 し始めるが

これ らは ,非常に規模の′ト音い もので .今後計画す るデ/,I- トは最低売場面積 10,000m2程度必

要 と考え られ .図か ら考えて も大体 デノく- 卜を含む合計売場 面積 20,000,,tに 1店 ･40,000

m2に 2店程度が安全側にたって妥当 と考え られるO図の もとになったデー タは ･目測の娯 Dもある

とは考え られ るが 20,00m2-4.000''f程度のデJl'- トが多 くあれ 一般に考え られ るデノて~ 卜

とはほ ど遠い｡ 今回の計画の床面積 に近い吉祥寺が 48,000m2程度 の総床面積に対 して 19.00

0m2程度のデ,(- ト床面積が実現 している｡

今回の′｣＼売商業尿面積約 42,000m2忙対 して ,デJ{- ト2軒約 20,00Dr,tは大体妥当な もの

と考え られ る｡

デノ{- 卜の位置は ,その他の業種店舗 に とって ,歩行者流形成力Z)面か ら重要であるが ･これま

での分析に よると,駅 に近 くメインに面す るものが多い｡ しか しば らつ きも大 きく･必ず しもこれ

が守 られ75:ければな らない ともいえない ようであるO

-応駅 に近い メインの地点 を基本 としなが ら考えてい くとい う事になろ うo

(図 8- 1)

デ/,I- トの床面棟構成比 と商店街床面積

｢ = 065

◎

◎

◎

◎◎◎
◎⑳⑳ ◎ ◎

2万 3万 4万

商 店 街床 面横 丁

＼-I～
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第 9葦 ---タウン建設段階と商業施設の建設に関する検討

ニユー タウン仕 ,完成 日標の人 口壮相当の ものであって も.建設壮除 々に進行す る ものであ り.

商業施設 も最終段階に対応す るものか一 時に建設 され得 ない｡各時点の二ユー クウ/人 口との釣合

いを考え .開店 した各店舗が成立す るように配慮 しなが ら,建設が進め られ なければ な らないO第

10章 で全休計画の方針をま とめてい るが. どの施設 か らどうしっう速度で建設 してい くかが又 .重

要な問題で ある｡

人 口の定着が開始された時に ,せず ど うい う菜種か ら充足 させてい くかが問題 となる｡ この手が

か bQj:.次の ように得 られる｡

1業種 1店 当 9年間販売敬
即ち

1業種に対応す る 1品 且 1世帯当 り年間消費額

を もって , L業種 1店当た 9受持世帯数 とよぷ ことにす る｡ これの′トさい ものは ,′｣＼さな住宅の集

団があれば成立す る ものであ り,それだけ生活に密着 した重要性の高い事 ,店舗の経営の容易を事

が考え られ ,早 vl時期に建設 され るべ きものと考え られ る｡

(表 9- 1 )に計算結果 を示す｡ この数値の小さいのは美子バン,野菜 .果物 ,食 肉 ･卵 .鮮魚

等があ り,これ らの業種がまず建設され る必要があろ う｡

(表 9- 1 )をもとVZ:.相互の店舗数の関係 を (表 9- 2 )に示す｡ これをたてにみてい くと,

例えば呉服 ･服地店 1店につ き.寝具 140,衣服 220店舗成 立す るとV}う事であ9.建設段階

における相互の店舗数の関係 を示 してVlるo

但 しこの表の問題点は

(1)(表 9- 1)に示す値仕 .各店舗の規模に よって大 き くば らつ くものであ9.全体の平均 とい

うものである｡

(2)更に (表 9- 2)に示す もの綻 ,そのば らつ きの大 きい数値が基本になってお9,しか もあ ら

ゆる品 E]に関す る需要が全てその商店街で消喪 され るとい う離れ′ト島 とか .閉鎖的LLl村 の状況

に対応す る もので あ b,ある品 目は ある商店翁 で ,別 の品 目は別の商店街 で買物 をするとい う

人 々の購買活動 を考えれば ,決 して現実的 な数値 を示 していると壮いえない｡ それぞれの商店

街の立地条件に応 じて.表に示す ような平均的 な姿か ら,いかに全体の構成 を偏 らせてV,くか

を考えてい くのが計画であると考え られ るO あ くまで概略的な数値 で しかない｡

次に .先に示 した 2つの表では .商店街 を構成する全品 E]が挙げ られていをい.そ こで先に示 した

受持世帯数 を基本に ,各商店衝 が どうい う種類の需要をよbどころに しているかに よって傭位 をつ

け .各業種の構成比に よって.中心慶 を計算 した｡それ を (表 9-3)に示す｡ 中心慶の高Lnもの

ほ ど,規模の大 きい中心位の高い商店街 で成立する割合の高Vlものであ 9,建設時期の遅れ るもの

である｡
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以上 3つの表 が建設 の段階 的をめやす を与 え るo 次にデノ,.- トについては ,前章 で述べ た如 く.

10･000,㌦に なった段階 で 10･000,,tのデノ.･- ト1軒 ･そのデノ,.- トを含めて 30,000,,t

に なった屋階 で 10,000m2のテ/し ト1軒 ･それ以後綻政策 的に建 設 を進 める とい う事 に在ろ う｡

以上 は ･原則的 なめやす であって ,政 策的 に大 きく変動 してい く事は勿論 である.
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(表 9- 1 ) 業種別 1店当D受持世帯数

1 呉 服 ･ 服 地

2 寝 具

3 衣 服

4 く つ ･ は き 物

5 カ バ ン ･洋 品 雑 貨

6 そ の 他 の 衣 料 雑 貨

7 酒 ･ 調 味 料

8 食 肉 卵

9 鮮 魚

10 野 菜 ･ 果 実

11 菓 子 /( ン

12 米 麦 豆 ･ 雑 穀

13 牛 乳

受持世帯数

1,650

1,175

750

625

750

470

550

300

350

200

100

500

1,250

14 茶 1,275

15 そ の 他 の 飲 食 料 品 525

16 家 具 ･ 建 具 1,525

17 金 物 ･ 荒 物 1,600

18 陶 綴 器 ･ ガ ラ ス 器 3,700

19 家 庭 電 器 1,200

20 薬 化 粧 品 550

21 石 油 ･ 燃 料 1,225

22 書 籍 ･ 雑 誌 1,100

23 紙 ･ 文 房 具 2,525

24 運 動 具 ･ 娯 楽 品 2,075

25 玩 具 2,150

26 写 真 ･ 写 真 材 料 3,825

27 花 植 木 1,325

28 そ の 他 の 物 品 400
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(表 9- 3) 各業種 の中心慶

家 庭 用 具 機 , 器 具

書 類

文 房 日

時計 ･メガネ 光学幕僚

家 具

そ の 他 の 文 化 品

紳 士 服
婦 人 ･ 子 供 服

呉 服 ･ 寝 具

そ の 他 の 衣 料

く つ ･ は き 物

傘 帽 子

化粧品小間物 アクセサリー

か ば ん ･ 袋 物

そ の 他 の 身 回 り品

玩 具

そ の他 の レジヤ-用 品

I I,' ト

副 食 叩

食 肉 卵
鮮 魚

野 菜

酒 ･ 調 味 料

果 物

薬 子

茶 の b

ン ･ 牛 乳

そ の 他 の 飲 食 料 品

金 物 ･ 荒 物

く す b

用

ン

一

任

.ハ

ニ

美

サ

劇

の

･
の

動

･
戯

他

F

l
裳

他

面

の

り

の

そ

ス

食

喫

欽

ク

理

そ

金

不

映

進

堂

茶

酒

ク

容

ス

敵

産

場

場

ビ

5

4

2

0

1

3

1

6

6

8

8

0

1

4

1

2

9

1

1

2

1

3

1

1

2

1

2

2

1



第 10葦 施 設 配 置 の 方 針

建設の設階別 を検討は第 9葦 で行った.本章では ,完成時点で各業種か との位置におかれ るべ き

かの方針をま とめてお く｡

基本的な方針性 .駅 に比穀的近い メインの位置にデ,,'- トを配 し,その間 とンヨツピンク業種が

軒 をそ らべて ,商店街内に主要を動線が形成 され るとい う形態をとる｡

具体的には

駅前の人通 Dの多い位置に果物 ,菓子 ,靴 ,春希 ,時計 ･メガネ,玩具等を配 して ,メインの動

線に逢 ってt,1く｡

駅前 ,又は駅 に近 L̂位置で ,メイン動韻に近 く,動線 を分断 し75:い位置に食堂 ,喫茶 をまとめも

裏通 りに飲食店が密度高 くま とまる｡

メイン動線 の中間は .第 1葦で示 した ./コツビング業種が軒 をな らべ る｡

駅 の反対側 の住宅に近い側に ,生鮮 3品がまとまって立地 し,その周辺に近隣性 (第 1章 )業種

がな らぷD

相互 の店舗隣接については ,第 7章の結果 を参考にする｡

全体的には .各街区杖第 1葦の結果にそった特性毎にまとめる ように考え ,衝区間の重復 (競合 )

をさけ,それぞれが特徴 をもって補完的機能を もち.衝区内で店舗間の競合が発生す るように考え

てい くO しか し,今回のブランに沿って考えるな らば センタ-は南北 に分かれてお D,しか もそ仁君巨

距離は 1Km前後 もあ D,両者の一体化は困難 と考え られ るOそ してそれぞれの背後に一定の居住

者 ,駅乗降客があ b結局上記の方針にそった 2つの独立的商店街 を造成せさるを得 をt,Oと考え られ

る. 従 って両商店街の競合が発生す るで あろ うし.それは好 ま しくない とい う事で比をLnと考え ら

れる｡
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